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令和７年第２回美里町議会定例会会議録（第１号） 

令和 ７ 年 ６ 月 ９ 日（月） 

午 前 １０時００分 開 会  

１．議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員指名 ５番 髙田美千子 議員  ６番 坂田竜義 議員 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告   (１)議長 

              (２)町長 

              (３)総務文教常任委員会 

              (４)監査委員 

              (５)宇城広域連合議会議員 

 日程第４ 町長提出議案の一括上程（議案第43号から議案第49号及び報告第１号から 

      報告第２号並びに諮問第１号から諮問第２号） 

 日程第５ 町長提出議案の提案理由説明 

 日程第６ 議案第43号  美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正する 

             条例の制定について 

 日程第７ 議案第44号  美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例 

             の制定について 

 日程第８ 議案第45号  令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第46号  令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第10 議案第47号  令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第48号  令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 

２．出席議員（１０名） 

     １番  村 﨑 公 一 君       ２番  平 野 保 弘 君 

     ３番  吉 住 淳 一 君       ４番  隈 部   寛 君 

     ５番  髙 田 美千子 君       ６番  坂 田 竜 義 君 

     ７番  濱 田 憲 治 君       ８番  福 田 秀 憲 君 

     ９番  今 田 政 行 君       10番  上 田   孝 君 

 

３．欠席議員（なし） 
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４．説明のため出席した者 

 町 長  上 田 泰 弘 君   副 町 長  吉 住 慎 二 君 

 教 育 長  宮 嵜 幸 仁 君   総 務 課 長  坂 村   浩 君 

 美しい里創生課長  澤 山   誠 君   税 務 課 長  松 永 栄 作 君 

 住民生活課長  宮 﨑 博 文 君   福 祉 課 長  谷 口 信 也 君 

 健康保険課長  中 川 利 加 君   農業政策課長  西 寺   清 君 

 森づくり推進課長  安 達 浩 一 君   建 設 課 長  富 永 英 司 君 

 上下水道課長  酒 井 博 文 君   会 計 課 長  長 井 一 浩 君 

 学校教育課長  中 川 幸 生 君   社会教育課長  松 村 昭 則 君 

 こども応援課長  隈 部 尚 美 君 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 長  立 道   誠 君   書 記  福 田 咲 文 君 
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開会  午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 改めまして、おはようございます。 

   ただいまから令和７年第２回美里町議会定例会を開会します。 

   本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員指名 

○議長（上田 孝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、５番、髙田美千子議員、６

番、坂田竜義議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（上田 孝君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

   ５月２１日に議会運営委員会が開催されていますので、議会運営委員会委員長の

報告を求めます。議会運営委員会、今田政行委員長。 

○議会運営委員長（今田政行君） おはようございます。議会運営委員会を開催して

おりますので、その報告を申し上げます。 

   令和７年６月９日、美里町議会議長、上田孝様。 

   令和７年第２回議会運営委員会報告。 

   ５月２１日午前９時より中央庁舎議会委員会室におきまして、令和７年第２回議

会運営委員会を開催しましたので、その報告をいたします。 

   出席者は、議会より上田議長、濱田総務文教常任委員長、坂田産業厚生常任委員

長、福田委員、髙田委員と私今田。執行部より、上田町長、吉住副町長、坂村総務

課長、事務局より立道事務局長、福田主査の出席の下、開会をいたしました。 

   議題といたしまして、（１）執行部提出議案について、（２）一般質問について、

（３）日程・会期等について、（４）その他を議題としました。 

   まず、（１）執行部提出議案について。条例関係２件、補正予算４件、その他５

件、合計１１件の説明を受けました。 

   次に、（２）一般質問について。受付順で吉住淳一議員、村﨑公一議員、福田秀

憲議員、濱田憲治議員、坂田竜義議員の５名から通告があり、抽選の結果、１番、

濱田憲治議員、２番、坂田竜義議員、３番、吉住淳一議員、４番、福田秀憲議員、

５番、村﨑公一議員の順番に決定をいたしました。 

   次に、（３）日程・会期等について。会期予定表のとおり、本日６月９日より６

月１３日までの５日間とする会期としました。日程の内容につきましては、議案集
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の「令和７年第２回美里町議会定例会会期予定表」のとおりであります。 

   議会初日、本日は、令和７年第２回美里町議会定例会議事日程により、日程第３、

諸般の報告、次に、日程第４、町長提出議案の一括上程（議案第４３号から議案第

４９号及び報告第１号、２号並びに諮問第１号、第２号）を上程し、日程第５、町

長提出議案の提案理由説明の後、日程第６、議案第４３号「美里町総合運動公園グ

ラウンド施設条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第７、議案第４

４号「美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例の制定について」

までを内容説明の後、質疑・討論・採決を行います。 

   次に、日程第８、議案第４５号「令和７年度美里町一般会計補正予算（第３

号）」から日程第１１、議案第４８号「令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）」までは、内容の説明のみ行い、質疑・討論・採決は議会最終

日に行います。 

   終了後は散会の予定となっております。 

   議会２日目、６月１０日火曜日は一般質問を行います。質問順については、濱田

憲治議員、坂田竜義議員、吉住淳一議員、福田秀憲議員の順番で４名が行います。

一般質問が終わり次第、散会といたします。 

   議会３日目、６月１１日水曜日も一般質問を行います。村﨑公一議員の一般質問

を行い、終了後は休会とし、各常任委員会開催の予定となっております。 

   議会４日目、６月１２日木曜日は休会といたします。 

   議会５日目、６月１３日金曜日は、午前１０時の開会とし、各常任委員会委員長

の報告及び質疑を行います。その後、議案第４５号「令和７年度美里町一般会計補

正予算（第３号）」から議案第４８号「令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）」までを再度上程し、内容説明は終わっておりますので、質

疑・討論・採決を行います。 

   次に、報告第１号「令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて」と報告第２号「令和６年度美里町簡易水道事業会計予算繰越計算書の報告に

ついて」の報告を行い、次に、議案第４９号「美里町東部地区活性化施設の指定管

理者の指定について」を上程し、内容説明の後、質疑・討論・採決を行います。 

   次に、諮問第１号及び諮問第２号の「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」の内容説明の後、質疑を行い、討論は省き、採決を行います。 

   その後、議員派遣の件、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件、議会

運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件を協議し、閉会の予定となっており

ます。 

   以上、５月２１日水曜日に行われました議会運営委員会の報告といたします。 
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   美里町議会運営委員会委員長、今田政行。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

   お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、会期は、本日６

月９日から６月１３日までの５日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、会期は、本日６月９日から６月１３日までの５日間に決定しま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（上田 孝君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   まず、議長から３月定例会以降の報告を行います。なお、報告一覧はシステム内

に登録しておりますので、主なものだけ申し上げます。 

   まず３月７日は、町内各中学校の卒業証書授与式がございましたので、それぞれ

の議員さん、中央地区、砥用地区分かれて出席しております。 

   ３月９日は、美里町消防点検に議員全員の皆さんと出席したところでございます。 

   ３月１１日、美里町ふるさと祭り・やまびこ祭り合同実行委員会の三役会議、そ

の後、社会福祉協議会の理事会に出席しております。 

   ３月１２日からは台湾のほうに公式訪問に出かけております。 

   ３月１８日は、女性との意見交換会ということで議員の皆様とともに出席いたし

たところです。 

   ３月２１日は、町内各小学校の卒業証書授与式に議員の皆様とともに出席いたし

ました。また、お昼からは全員協議会並びに宇城広域連合の定例会には濱田議員と

ともに出席したところでございます。 

   ３月２８日は、美里町交通安全対策協議会の評議員会、その後、第２回の臨時議

会、またその後、監査委員協議会の定期総会に出席し、夜は県議長会の会長ＯＢ会

に出席させていただきました。 

   ３月３０日は、さくら健康フェスタがございましたが、地元の総会等がございま

して、開会式に出席できませんでしたので、副議長に代わりに行っていただいてお

ります。 

   ４月４日は、戦没者追悼式がございましたので、議員の皆様とともに出席してお

ります。 

   ４月８日は町内各中学校の入学式がございましたので、各議員それぞれの学校に
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出席していただいております。また８日は、その後、浜戸川改修促進期成会の会計

監査がございましたので、砥用庁舎で行っております。 

   ４月９日は、各小学校の入学式にそれぞれ議員の皆様とともに出席しております。 

   ４月１４日は、熊本地震の犠牲者追悼式に出席し、夕方から商工会青年部の通常

総会に出席したところでございます。 

   ４月２３日は、議会全員協議会がございましたので皆様とともに出席し、その後、

総務文教常任委員会に出席したところでございます。 

   ４月２４日は、熊本県町村議会議長会の定期総会における県当局等への要望活動

ということで、県知事、県議会議長並びに自民党県連幹部の方々に陳情要望活動を

したところでございます。 

   続きまして、５月７日になります。第３回の臨時議会がございましたので、議員

の皆様と出席し、その後、全員協議会、公共交通の勉強会に出席したところでござ

います。 

   ５月９日は、美里町文化協会の総会に出席しております。 

   ５月１５日は、議員の皆様とともに町有林の視察をしたところでございます。私

はお昼から抜けさせていただいて、市町村自治会館におきまして第２回の理事会に

出席したところでございます。 

   ５月１９日から２２日にかけては、議員の皆様とともに議会報告会が開催されま

したので、そちらに出席したところでございます。 

   また２１日は、議会運営委員会に委員の皆様とともに出席しております。 

   ５月２３日は、宇城広域連合の例月現金出納検査、午後から町村議会議長会の第

１回の理事会、その後、商工会の総会もございましたが、これは副議長に出席して

いただいたところでございます。 

   ５月２７日から２８日にかけては、町村議長・副議長研修会が東京で開催されま

したので、今田副議長とともに出席したところでございます。 

   ２８日には、県関係の国会議員への要望にも出席いたしたところでございます。 

   ５月３０日は、美里町人権教育推進協議会並びに美里町青少年育成町民会議総会、

宇土法人会の中央支部会員会議等に出席したところでございます。 

   ６月５日は、美里町の社会福祉協議会の理事会が開催されましたので出席し、７

日は、中学生女子バレーボール大会の美里大会がございましたので、開会式に出席

したところでございます。 

   以上で議長の報告を終わります。 

   次に、町長に行政報告を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） おはようございます。 
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   それでは、私のほうから行政報告をさせていただきます。なお、かなり削ってお

りますが、それでも非常に多くなっております。主な会議、あるいはイベント等に

ついて、抜粋してご報告を申し上げます。 

   まず３月８日、第２２回の伝統文化伝承の「野生の会」の発表会に出席しており

ます。 

   ３月９日、令和７年美里町の消防点検。 

   ３月１０日、グラウンドゴルフ協会から、これは毎年ですが、寄附金を頂いてお

ります。その対応をしております。 

   ３月１１日、美里町土地改良区の理事会、そしてその後、社会福祉協議会の理事

会に出席をしております。 

   ３月１２日から１４日にかけて、宇城地域と台南市との友好交流協定締結のため

に台南市を訪問をしております。 

   ３月１５日、美里町中央地区農作業受託組合の第１９回の通常総会に出席をして

おります。 

   ３月１８日、地域未来創造会議、これは知事が来られて宇城地区の３首長と意見

交換をするというものですが、それに出席をしております。 

   ３月１９日、令和７年第１回の美里町の総合教育会議に出席をしております。 

   ３月２１日、第３回議会全員協議会に出席をし、その後、宇城広域連合の定例会

に出席をしております。 

   ３月２３日、美里町土地改良区の総代会に出席をしております。 

   ３月２５日、ｅスポーツ大会の「テッペン」に出席をしております。またその後、

美里町ふるさと祭り・やまびこ祭りの合同実行委員会に出席をしております。 

   ３月２６日、第７８回熊本県町村会の定期総会に出席をしております。 

   ３月２８日、美里町交通安全対策協議会の評議員会議、その後、美里町交通指導

員会議にそれぞれ出席をしております。そして午後から令和７年第２回の議会の臨

時会に出席をし、その後、美里町葉たばこ振興会の総会、そして美里うまい米づく

り会の第３回の通常総会に出席をしております。 

   そして３月３０日にさくら健康フェスタｉｎ美里に出席をしております。 

   ４月です。４月１日、令和７年度美里町立学校教職員辞令交付式に出席をしてお

ります。 

   ４月４日、令和７年度美里町戦没者追悼式、そしてその午後から令和７年春の全

国交通安全運動に伴う宇城管内合同出発式に出席をしております。 

   ４月７日、春の全国交通安全運動に伴う交通安全祈願祭、朝から出席をしており

ます。 
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   ４月１１日、第１回の住まい対策会議に出席しております。 

   ４月１２日、第１４回アートクラフト手づくり展ｉｎみさと。 

   ４月１４日、九州治山林道協会第５４回通常総会、沖縄でありました。県の会長

として出席をしております。 

   ４月１７日、熊本県治水砂防協会の役員会。 

   ４月１８日、全国道路利用者会議の理事会、理事として出席をしております。 

   ４月２２日、令和７年度全国簡易水道協議会の九州ブロック会議、県の会長とし

て出席をしております。 

   ４月２３日、令和７年度第１回過疎問題懇談会、東京で行われまして、出席をし

ております。 

   ４月２５日、嘱託員・嘱託補会議。 

   ４月２６日、令和７年度美里町林業研究グループの通常総会。 

   ４月２８日、令和７年度緑川改修期成会の定期総会、そして意見交換会にそれぞ

れ出席をしております。 

   ５月です。５月７日、令和７年第３回美里町議会臨時会、その終了後、全員協議

会に出席をしております。そしてその後、令和７年度第１回美里町振興計画の推進

委員会、そしてその後、第２回美里町住まい対策会議に出席をしております。 

   ５月８日、令和７年度九州地区道路利用者会議定時総会に出席をしております。 

   ５月９日、令和７年度美里町文化協会の総会、その後、美里町認定農業者協議会

の総会、そしてその後、熊本県町村会の評議員として知事へ要望活動を行っており、

その後、評議員会を開催をされましたので出席をしております。 

   ５月１１日、令和７年度緑川水防演習に出席をしております。 

   ５月１２日、令和７年度第１回ランタンフェスティバルの実行委員会設立準備会

議に出席をしております。その後、令和７年度熊本県治水砂防協会の通常総会・講

演会に出席をしております。 

   ５月１３日、全国道路利用者会議第７７回定時総会に理事として出席をしており

ます。その後、全国道路利用者会議定時総会後の要望活動を行っております。ちな

みに東京です。 

   ５月１４日、道路整備促進期成同盟会全国協議会の第４６回の通常総会、その後、

命と暮らしを守る道づくり全国大会に出席をしております。 

   ５月１５日、令和７年度熊本県央水防災対策合同会議に出席をしております。 

   ５月１６日、２０２５年南九州ブロックＢ＆Ｇ地域海洋センターの連絡協議会の

総会、宮崎市に行っております。 

   ５月１９日、虹色不動産から、企業版のふるさと納税の寄贈式があっております。
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１００万円ご寄附をいただいたところです。そしてその後、令和７年度九州治水期

成同盟連合会の第６８回の定期総会、これは人吉市で行われました。人吉市に行っ

ております。 

   ５月２０日、令和７年度美里町の防災会議。 

   ５月２１日、指定管理施設「よんなっせ」に係る審議会の答申報告を受けており

ます。そしてその後、令和７年度第２回議会運営委員会、そして午後から、令和７

年度熊本県簡易水道協会の第１回理事会、令和７年度熊本県簡易水道協会の総会、

それぞれ会長として出席をしております。 

   ５月２２日、令和７年度九州国道協会の通常総会、福岡であっております。出席

をしております。 

   ５月２３日、宇土人権擁護委員協議会の総会、そしてその後、美里町商工会、令

和７年度第１８回の通常総会に出席をしております。 

   ５月２７日、全国簡易水道協議会の令和７年度第１回理事会、そしてその後、全

国簡易水道大会、そして全国簡易水道協議会の通常総会に出席をしております。島

根県で行われまして、熊本県の会長として出席をしております。島根から、そのま

ま上京しまして、全国治水砂防協会第８９回の通常総会、これも砂防協会の会長と

して出席をしたところです。 

   ５月３０日、令和７年度美里町人権教育推進協議会の総会、その後、第７５回

「社会を明るくする運動」美里町推進委員会、そしてその後、令和７年度美里町青

少年育成町民会議総会、そしてその後、令和７年度宇土法人会の中央支部会員会議

に出席をし、夜はお出かけ知事室に出席をしております。 

   ６月２日、令和７年度第１回ランタンフェスティバルの実行委員会。 

   ６月３日、嘱託員・嘱託補会議。 

   ６月４日、第１回熊本県子ども・子育て会議、これはオンラインで出席をしてお

ります。 

   ６月５日、日本赤十字社熊本県支部評議員会、そしてその後、美里町社会福祉協

議会の理事会に出席をし、６月６日、上京いたしまして、全国過疎地域連盟、令和

７年度第１回の理事会、これも熊本県の支部長として出席をしたところでございま

す。 

   以上で、定例会後の私の行政報告とさせていただきます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

   次に、総務文教常任委員会の報告を求めます。総務文教常任委員会、濱田憲治委

員長。 

○７番（濱田憲治君） おはようございます。閉会中開催しました総務文教常任委員
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会の報告をいたします。 

   令和７年４月２３日水曜、午前１０時４０分より中央庁舎議会委員会室において、

参加者が、福田副委員長、上田委員、隈部委員、平野委員と私、濱田、教育委員会

より宮嵜教育長、野㞍教育委員、佐々木教育委員、西島教育委員出席の下、開会を

しております。 

   初めに、宮嵜教育長より小・中学校におけるＧＩＧＡスクールの内容の説明を受

け、本年度より児童・生徒に付与してある端末機の更新を３か年で更新されること

や、学校ＩＣＴの利活用の内容について説明を受けたところです。 

   次に、議題としまして、こどもたちを取り巻くデジタル環境（ゲーム機・スマー

トフォン等）について。 

議題の提起でございますが、スマートフォンやゲーム機の長時間使用をすれば、

心身・身体の発達の問題、運動不足を引き起こす要因にもなるということで、時間

制限などルール化が必要ではないか。家庭、学校、地域が連携した取り組みを美里

町がモデル地区になるように取り組みができないかという思いで本日のテーマとし

ております。 

   意見交換会では、教育委員より、ある講演会でスマートフォンなどメディア環境

について、依存性や心の面、脳の発達について１時間以上と１時間以内の使用では

大きな違いが見受けられると聞いたことがあるということでした。１時間で切るこ

とができる力をつけるのが大事であり、学力などにも大きな影響があると言われて

おります。 

   また「人の物を盗んではいけない、人の体に危害を加えてはいけない」とか、道

徳的な理念と同じように、人として自分が成長するためにはメディアをコントロー

ルできる力が必要とされている。教育の中でコントロールできる力を育むことが大

事である。 

   ノーテレビ・ノーゲームデーはマンネリ化しており、メディアコントロールを柱

に置くことが急務ではないかという話でした。 

   青少年健全育成での補導指導のパトロールも大事であるが、その中心にメディア

をコントロールできる力を育む教育を町民会議としてみんなで情報の共有を図り、

その問題について考えていくことがこどもたちにとって生きていく上で大事な教え

ではないか。 

   こどもの脳は発達の途中であり、早い時期からゲームとかすれば、短いスパンで

脳に刺激を与え、神経伝達物質のドーパミンとか出るサイクルが幼いこどもも大人

と同じようになるかもしれないということを大人が学ぶことも必要ではないかとい

う意見でありました。 
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   他の委員さんからも２、３歳児になれば親や祖父母から誕生日にはＤＳ（ゲーム

機）などをプレゼントするようになります。早くから電子機器との出会いが始まり、

核家族化が進むことで、夕食を作られるときなどにこどもにゲーム機などを与える

ことが多くなっているのではないか。脳の発達に刺激を受け続けるとブレーキが利

かない人になったり、衝動的な行動を起こすなど、残念ながら負の要素が生まれる

環境になっているのではないかということでした。 

   ５０年前の子育てと現在では急激にお母さんとの関係が変わり、０歳児で保育園

等に預けられ、保育園の中で大人の関係が悪い事例があれば、こどもたちはみんな

見て育つことになり、施設の人材育成も大事な要素ではないか。 

   美里で安心して育てられる環境を、町全体で進められたらと思うということでし

た。 

   他の委員さんからもスマートフォンの使用に関して、基本的なルールは家庭内で

幼少期の頃から教えることが大事ではないか、スマートフォンを与えるタイミング

も家庭内で十分に話し合い、相互に理解し我慢する思いも必要ではないかというご

意見をいただいております。 

   議員より、若い大人でも情報の取得はほとんどがスマートフォンであり、テレビ

や新聞を見ない世の中になりつつある。１つの情報ばかりではなく、複数の情報を

照らし合わせて世の中を見てもらいたい。また「スマホ感染症」というように会話

を楽しむのではなく、人とのつながりが希薄化しているのではないか、将来の日本

を支える若い世代が心配でならないというような意見も出されておりました。 

   教育委員会の提案として、メディアコントロールは心のコントロールでもある。

幼少期の子育ての中でメディアとの関わり方を学ぶ機会をつくることも大事である。

ふさわしい講師を町に招き、いろんなジャンルの方々に聞いていただき、「まちづ

くり・人づくり・子育て教育づくり」について学ぶ機会をつくるのも必要ではない

でしょうか。 

   長時間のスマートフォンを見ることを防ぐ啓発として、夏休みの夕方「５時にな

りました。よい子の皆さんは帰宅しましょう」と入るときに、その後に「そしてス

マホは程々にしましょう」とか、続けて「大人もね」など、防災無線で放送するの

もよいアイデアではないかということでした。 

   幼少期から我慢する心を植え付ける教え、後々の犯罪防止につながるのではない

かなどの意見も出されております。 

   まとめとしまして、今後、議会や委員会でも学校に出向き、こどもたちの様子を

見る機会をつくり、併せて保育園や幼稚園にも参観させていただき、特に幼少期の

こどもたちに接する保育士さんの対応も大事であると学んだので、早い時期に実現
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していきたいと思います。 

   また、美里町青少年町民会議の育成部会で、メディアコントロールをテーマとし

た講演会等の企画を考えていただき、親世代も含め、我々大人が学ぶタイミングで

はないかと強く感じた意見交換会でありました。 

   次に、７年５月２９日水曜日午前１０時より行いました委員会の視察について、

報告をいたします。 

   視察場所は宇城市学校給食センター、宇城市松橋町豊崎１５２８番地の１にある

給食センターを視察を行っております。 

   参加者は、福田副委員長、上田委員、隈部委員、平野委員と私、濱田。宇城市給

食センターから植野学校施設課長補佐兼給食センター所長、篠原学校施設課学校給

食係長が説明をしていただきました。 

   議題としまして、宇城市学校給食センターの設立に至る経緯と施設見学でござい

ます。 

   まず、給食センター建設事業概要について説明します。 

   市内小・中学校１８校、県立高の委託事業１校を含む全１９校、約５,５００食

の供給を可能とする計画の下、建設をされております。給食センターは学校給食法、

学校給食衛生管理基準の改定による新基準への適合を図るため、１階の調理場は完

全ドライシステムを採用し、安心・安全な給食の安定的、かつ継続的な提供を目指

しておられます。併せて、調理工程の見学スペースや研修室に加え、アレルギー食

対応の専門調理室なども備えてあります。また、災害時の被災時には一定の調理機

能や炊き出し機能など、防災機能も備えてあるそうです。建物は床面積３,８１２

平方メートルの鉄骨造りで、学校施設環境改善交付金及び合併特例債を活用し、整

備をされております。 

   次に、事業概要ですが、平成２７年度基本構想、基本計画の策定、運用開始は令

和３年の夏休み明けから開始され、全１８校、平成２７年度は１９校であったが、

全ての学校に提供されたのは令和６年４月より行われております。 

   次に、概算事業費及び財源でございますが、概算事業費は２９億８,１００万円

で、内訳として国庫支出金が２億５,７００万、地方債（合併特例債）が２５億４

００万、一般財源は２億２,０００万円であります。 

   次に、調理能力としましては４,５００食、最大５,５００食ができるそうで、う

ち、アレルギー対応食１５０食が可能であり、現在は６０食から７０食のアレルギ

ー対応をされております。 

   次に、基本理念及びコンセプトですが、基本理念は、１：安全性、２：公平性、

３：効率性とし、コンセプトとして７項目設けられ、①安心・安全、②地場産の食
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材を取り入れた給食づくり、③無理なく調理できる食物アレルギー対応の施設、④

作業領域はワンフロアのストレートとし、作業効率がよく、快適な作業環境を実施

する施設、⑤環境の負荷の低減、コストの縮減を追求する施設、⑥災害に強い施設、

⑦食の学びの場としての施設、以上の７項目であります。 

   次に、委託業務についてですが、随意契約による民間業務委託であります。現在

は株式会社東洋食品、令和７年度の従事者数は調理員及び配送人合わせて５３名で

あり、令和１１年度までの契約であります。 

   次に、学校給食無償化事業についてですが、給食調理場を統合し、経費削減を行

うなどし、令和５年８月から宇城市小中学校の学校給食費の完全無償化を実施して

おられます。全て一般財源で賄っており、令和７年度の小中生分食材費の予算は約

２億４,０００万円であるということでした。 

   まとめとしまして、東西に広い宇城市であり、給食センターの位置もバランスの

取れた場所に建設されております。給食配送から２時間以内で児童・生徒が給食を

食するタイミングで配送計画が組まれております。配送では、食する時間まで保

温・保冷するコンテナを使用し、こどもたちが喜んで食べてもらえるように努力を

されております。 

   給食センターでは、食物の違いで下処理する部屋の違いや用途に合わせ、多くの

異なるスペースを設けられております。安心・安全を一番に考えられた施設だと感

じたところです。 

   調理員の動線も無駄のない造りで、コンテナに入れられた給食を配送される側に

スムーズに移動できる仕組みでもありました。 

   ２階からは一般の方が調理工程を見学する場所も整えられ、保護者や施設見学の

方も要望があれば試食できるように整えられております。 

   旧３給食センターの統合、自校式給食室の統合等で多くの財源を減額したことで、

給食無料化を実現されているということです。 

   配送では、保温・保冷機能付きの二重食缶で食味を向上させることで、自校式に

も劣らない給食の提供がされているということでありました。 

   今回、視察では、試食する計画ではなかったのが反省点でございます。 

   以上で、閉会中に開催しました総務文教常任委員会の報告といたします。 

○議長（上田 孝君） 以上で、総務文教常任委員会の報告を終わります。 

   次に、監査委員の例月現金出納検査報告を求めます。５番、髙田美千子議員。 

○５番（髙田美千子君） 皆様、おはようございます。監査委員、髙田でございます。 

   風邪ぎみでございますので、少々お聞き苦しいかと思いますが、ご容赦いただき

たいと思います。 
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   それでは早速、例月現金出納検査についてご報告を申し上げます。 

   トップページの③－４、例月現金出納検査のファイルをお開きください。 

   美里監第４３号の公文をご覧ください。読み上げてまいります。 

   美里監第４３号。 

   令和７年３月２７日。 

   美里町議会議長 上田孝様。 

   美里町監査委員 大西茂。 

   美里町監査委員 髙田美千子。 

   地方自治法第２３５条の２第１項により、令和７年２月分の出納検査を行ったの

で、同条第３項の規定により、その結果に関する報告をします。 

   １、検査対象 会計管理者及び企業出納員所管の一般会計、特別会計、生活排水

事業会計、簡易水道事業会計、歳入歳出外現金に関する現金、一時借入金（計算表

は別紙のとおり）。 

   ２、検査の時期 令和７年３月２６日水曜日。 

   ３、検査結果 諸帳簿及び提出された諸表の計算は正確であり、不正、不当な出

納はなく、確実なものと認める。 

   以上となっております。 

   次のページからは、例月現金出納検査調書となっております。令和７年２月分の

出納計算書です。基金積立金調書です。基金積立金金融機関別明細書でございます。

それぞれページを追って記載されております。金額の詳細につきましては、それぞ

れご確認をいただきたいと思います。 

   ６ページからは、美里監第２号の公文及び令和７年４月２８日に行いました令和

７年３月分の例月現金出納検査の結果に関する調書類が記載してございます。 

   同じく１１ページからは、美里監第５号の公文及び令和７年５月２３日に行いま

した、令和７年４月分の例月現金出納検査の結果に関する調書類が記載してござい

ます。 

   先ほど申し上げましたように、金額の詳細については、それぞれご確認ください

ませ。 

   以上のご報告申し上げたとおり、令和７年２月分の例月現金出納検査につきまし

ては、令和７年３月２６日に、大西茂監査委員とともに実施をいたしました。同じ

く令和７年３月分の例月現金出納検査につきましては、令和７年４月２８日に、そ

して令和７年４月分の例月現金出納検査につきましては、５月２３日に、大西茂監

査委員とともに実施いたしております。それぞれの検査結果につきましては、諸帳

簿及び提出された諸表の計算は正確であり、不正、不当な出納はなく、確実なもの
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と認めたところでございます。 

   以上で、監査委員報告を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、監査委員の例月現金出納検査報告を終わります。 

   次に、宇城広域連合議会議員の報告を求めます。７番、濱田憲治議員。 

○７番（濱田憲治君） 宇城広域連合議会議員の報告をいたします。 

   令和７年第１回宇城広域連合議会定例会が令和７年３月２１日金曜日、午後４時

より、宇城広域連合２階交流プラザにて、参加者が、末松連合長、元松・上田副連

合長、宇城市議会より広域議員５名、宇土市議会広域議員３名、美里町より上田議

長と、私が参加しております。宇城広域連合事務局と消防本部出席の下、開会をさ

れております。 

   議題としまして、報告第１号、広域連合長の選任について。宇城市市長に末松直

洋氏が当選されたことにより、宇城広域連合正副連合長会議において広域連合長に

末松直洋氏を選出されたことの報告がありました。 

   次に、議案第１号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について。採決の結果、全員賛成で可決をされております。 

   次に、議案第２号、宇城広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城

広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。採

決の結果、全員賛成により可決されております。 

   次に、議案第３号、宇城広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について。採決の結果、全議員賛成により可決をされております。 

   次に、議案第４号、宇城広域連合行政財産使用条例の一部を改正する条例の制定

について。採決の結果、全員賛成により可決をされております。 

   次に、議案第５号、令和６年度宇城広域連合一般会計補正予算（第３号）につい

て。これは債務負担行為の追加で、予算の増額はございません。採決の結果、全員

賛成により可決をされております。 

   次に、議案第６号、令和７年度宇城広域連合一般会計予算について。これは歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億６,１５２万９,０００円とするものです。

令和６年度当初予算３５億１,９２９万６,０００円と比較してみますと、１４億４,

２２３万３,０００円の増額であります。主な増額分として、消防費（美里分署・

三角分署移転費、高機能消防指令整備事業、屈折型高所作業消防自動車整備事業

等）があります。衛生費では、宇城クリーンセンターごみ処理施設解体事業費等が

含まれております。そして公債費が主な増額分でございます。採決の結果、賛成多

数により可決をされております。 

   次に、議案第７号、令和７年度宇城広域連合宇城ふるさと市町村圏基金特別会計
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予算について。これは歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７３５万３,００

０円であります。歳入では、県支出金県補助金、財産収入財産運用収入でございま

す。歳出の主なものは、報償費及び宇城ふるさと市町村圏基金利子積立金でござい

ます。採決の結果、全員賛成により可決をされております。 

   以上で、宇城広域連合議員の報告といたします。 

○議長（上田 孝君） 以上で、宇城広域連合議会議員の報告を終わります。 

   これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 町長提出議案の一括上程 

○議長（上田 孝君） 日程第４、町長提出議案の一括上程を行います。 

   議案第４３号から議案第４９号及び報告第１号から報告第２号、並びに諮問第１

号から諮問第２号までの案件を一括して上程し、案件のみ議会事務局長に朗読させ

ます。立道議会事務局長。 

○事務局長（立道 誠君） それでは、①の資料、表紙から３枚目をご覧ください。

読み上げます。 

   議案第４３号  美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正する条例 

           の制定について 

   議案第４４号  美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

   議案第４５号  令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号） 

   議案第４６号  令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４７号  令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４８号  令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   報告第 １ 号  令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい 

           て 

   報告第 ２ 号  令和６年度美里町簡易水道事業会計予算繰越計算書の報告につ 

           いて 

   議案第４９号  美里町東部地区活性化施設の指定管理者の指定について 

   諮問第 １ 号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

   諮問第 ２ 号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議会事務局長の朗読を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 町長提出議案の提案理由説明 



 

－19－ 

○議長（上田 孝君） 日程第５、町長提出議案の提案理由説明を行います。 

   町長に町長提出議案の提案理由の説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） それでは、提案理由をご説明申し上げます。 

   今定例会に提案しております議案は、条例２件、補正予算４件、その他５件の合

計１１件でございます。 

   初めに、議案第４３号、美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正す

る条例の制定につきましては、美里町総合運動公園内に設置している美里町砥用テ

ニスコートの廃止に伴い、関係規定を改正するものでございます。 

   続きまして、議案第４４号、美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正す

る条例の制定につきましては、当該海洋センタープール屋根部分の撤去に伴い、夜

間利用が不可能になったことから、関係規定を改正するものでございます。 

   次に、議案第４５号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号）につきまし

ては、主に４月の人事異動に伴う人件費の増減のほか、令和６年度の税制改正に伴

い行われた定額減税の実績等により、本来給付すべき給付金を支給する低所得者支

援及び定額減税補足給付金や、美里町文化交流センターの大研修室等の空調設備故

障に伴う修繕料などの経費に所要の補正を行う必要が生じたため、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ８,０９８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

７３億７,１０９万８,０００円とするものでございます。 

   続きまして、議案第４６号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）から議案第４８号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）までの３案件につきましては、市町村事務処理標準システムの標準準拠

化作業に伴う委託料や、宇城広域連合の介護認定支援システム標準化に伴う負担金

などの経費に所要の補正を行うものでございます。 

   次に、報告第１号、令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告及び

報告第２号、令和６年度美里町簡易水道事業会計予算繰越計算書の報告につきまし

ては、関係法令の規定に基づき議会に報告するものでございます。 

   続きまして、議案第４９号、美里町東部地区活性化施設の指定管理者の指定につ

きましては、地方自治法並びに美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例の規定により議会の議決を経るものでございます。 

   最後に、諮問第１号及び諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることにつきましては、委員２名の任期が令和７年９月３０日で満了するため、

人権擁護委員法の規定により、委員候補者の推薦につきまして、議会の意見を求め

るものでございます。 

   以上で提案理由の説明を終わりますが、詳細につきましては担当課長に説明をい
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たさせますので、慎重なるご審議をいただき、速やかなるご議決をお願いいたしま

して、提案理由の説明といたします。 

○議長（上田 孝君） 以上で、町長提出議案の提案理由説明を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。再開を１１時１５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時１４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第４３号 美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正す 

             る条例の制定について 

○議長（上田 孝君） 日程第６、議案第４３号、美里町総合運動公園グラウンド施

設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。松村社会教育課長。 

○社会教育課長（松村昭則君） 議案第４３号につきましてご説明申し上げます。シ

ステム内の⑤、議案第４３号をご覧ください。 

   議案第４３号、美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正する条例の

制定について 

   美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。美里町総合運動公園グラウンド施設条例にある施設のう

ち美里町砥用テニスコートを廃止することに伴い、関係条例を改正する必要が生じ

たため提案するものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正する条例。 

   美里町総合運動公園グラウンド施設条例（平成１８年美里町条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

   次のページに美里町総合運動公園グラウンド施設条例の新旧対照表を記載してお

ります。ご覧ください。左が改正前、右が改正後となっております。 

   第２条では、美里町砥用テニスコートの名称及び位置が記載されておりますので、

こちらの削除をしております。また、別表第１２条関係につきましては、総合グラ

ウンドの利用に係る料金を規定しており、その料金体系を表で表しているものでご
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ざいます。その中のテニスコートの部分を削除しております。 

   再度、前のページにお戻りください。 

   附則でございます。この条例は公布の日から施行するといたしております。 

   以上で、議案第４３号についての説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

   議案第４３号、美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第４３号、美里町総合運動公園グラウンド施設条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第４４号 美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条 

             例の制定について 

○議長（上田 孝君） 日程第７、議案第４４号、美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。松村社会教育課長。 

○社会教育課長（松村昭則君） 議案第４４号につきましてご説明申し上げます。シ

ステム内の⑥、議案第４４号をご覧ください。 

   議案第４４号、美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例の制定

について 

   美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センターの１つである海洋センタ

ープールの屋根部分の撤去工事を行ったことに伴い、夜間利用が不可能になったこ
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とから、関係条例を改正する必要が生じたため、提案するものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例。 

   美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１８年美里町条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

   次のページに美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の新旧対照表がございますので、

ご覧いただきたいと思います。左が改正前、右が改正後となっております。 

   別表第１２条関係で、海洋センターの使用に係る料金を規定しております。その

料金体系を表で表しているものでございますが、プール利用料金、コインロッカー

利用料金について、夜間利用ができませんので、それぞれ１８時から２１時までの

夜間利用の部分を削除しております。なお、コインロッカーにつきましては、体育

館の夜間利用は引き続き可能となっておりますので、プール利用の部分のみ削除を

する、そういった形になっております。 

   再度、前のページにお戻りください。 

   附則でございます。この条例は、公布の日から施行するといたしております。 

   以上で、議案第４４号について説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

   議案第４４号、美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例の制定

については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第４４号、美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改

正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ８  議案第４５号 令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号） 
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 日程第 ９  議案第４６号 令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号） 

 日程第１０ 議案第４７号 令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算 

（第１号） 

 日程第１１ 議案第４８号 令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第１号） 

○議長（上田 孝君） お諮りします。日程第８、議案第４５号、令和７年度美里町

一般会計補正予算（第３号）から日程第１１、議案第４８号、令和７年度美里町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）までの４案件を一括して議題とし、

本日は内容説明のみ行い、質疑・討論・採決は最終日に行いたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、日程第８、議案第４５号から日程第１１、議案第４８号までの

４案件を一括して議題とし、本日は内容説明のみ行い、質疑・討論・採決は最終日

に行うことに決定しました。 

   それでは、議案第４５号から議案第４８号までを一括して議題とします。 

   まず、議案第４５号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号）の内容説明

を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第４５号につきましてご説明申し上げま

す。システム内の⑦、議案第４５号をお開き願います。 

   議案第４５号、令和７年度美里町一般会計補正予算書（第３号）の１ページをお

開き願います。 

   議案第４５号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号） 

   令和７年度美里町の一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,０９

８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億７,１０

９万８,０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   ５ページをお開き願います。 

   第２表、地方債補正の変更でございます。 
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   起債の目的の過疎対策事業、福祉事業から一番下の過疎対策事業、学校教育事業

までの３事業につきまして、限度額の総額１億６３０万円を１億１,３００万円に

変更をいたしております。 

   なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表内に記載のとおりでご

ざいます。 

   それでは、７ページをお開き願います。 

   今回の補正予算の詳細につきましては、歳入歳出予算補正事項別明細書により、

主なものにつきましてご説明いたします。 

   初めに、２の歳入でございます。まず４枠目の款の１４国庫支出金、項の２国庫

補助金、目の１総務費国庫補助金の物価高騰対応重点支援交付金（不足額給付分）

４,６４０万円につきましては、令和６年度の税制改正に伴い行われました定額減

税の不足分を補うために給付される給付金の補助金でございます。 

   次に、その２行下の新しい地方経済生活環境創生交付金３８５万円につきまして

は、地方公共団体の地方創生の取り組みに対する補助金で、今回、歳出補正予算に

計上いたしております美里町観光戦略策定業務委託料などに充当を予定いたしてお

ります。 

   次に、その下の共創・ＭａａＳ実証プロジェクト補助金１,９３１万４,０００円

の減額と、その下の「交通空白」解消緊急対策事業補助金２,２２８万５,０００円

の増額につきましては、地域公共交通計画策定に係る国庫補助金を組み替えるもの

でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ３つ目の枠の款の１８繰入金、項の１基金繰入金、目の１基金繰入金の財政調整

基金繰入金につきましては、本補正予算の事業実施に伴います財源といたしまして、

１,２０２万８,０００円を計上いたしております。 

   次のページをお開き願います。 

   ９ページからが３の歳出でございます。 

   歳出におきましては、関係科目におきまして、４月の人事異動に伴う人件費の補

正をそれぞれ行っております。 

   まず初めに、２つ目の枠の３段目をお願いいたします。 

   款の２総務費、項の１総務管理費、目の３財政管理費の節の２４積立金の地域振

興基金積立金２４２万３,０００円につきましては、ふるさと祭り及びやまびこ祭

りの精算金を今後の地域のイベント補助金の財源として積み立てるものでございま

す。 

   次に、４段目の目の６企画費の節の１２委託料の地域公共交通実証運行委託料３
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１６万８,０００円につきましては、実証運行に係る運行単価を見直すため増額す

るものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   １つ目の枠の節の１７備品購入費の買い物支援事業車両購入費２７０万円につき

ましては、移動販売用の冷蔵冷凍車両の購入費でございます。 

   次に２枠目の款の２総務費、項の２徴税費、目の１税務総務費の節の１９扶助費

の低所得者支援及び定額減税補足給付金（不足額給付）４,４００万円につきまし

ては、令和６年分の所得税及び定額減税の実績額が確定したことにより、本来給付

すべき給付金を支給するものでございます。 

   １４ページをお開き願います。 

   １つ目の枠の２段目の款の５農林水産業費、項の１農業費、目の４農業振興費の

節の１８負担金補助及び交付金の農地利用効率化等支援補助金１７５万５,０００

円につきましては、農事組合法人下永富営農組合が国の採択を受けて導入される米

の光選別機購入に係る補助金でございます。 

   次のページ、１５ページをお開き願います。 

   １つ目の枠の款の６商工費、項の１商工振興費、目の２観光振興費の節の１２委

託料の美里町観光戦略策定業務委託料につきましては、既存予算に４００万円を増

額し、本庁の戦略的な観光事業を推進するため、町内の観光施設を生かした観光振

興を官民一環となって取り組む指針を策定するものでございます。 

   次に、その下の企業派遣型地域おこし協力隊委託料１３３万４,０００円と、次

の枠の節の１８負担金補助及び交付金の企業派遣型地域おこし協力隊報奨費負担金

２３３万４,０００円につきましては、美里まちづくり公社において、今後、町と

連携し、観光振興を推進するため、新たに地域おこし協力隊を募集し、７月からま

ちづくり公社で勤務していただくための経費をそれぞれ計上いたしております。 

   次に、その下の地域のイベント補助金１００万円につきましては、地域全体の振

興を図るため、地域が自発的に催す祭りなどのイベントに対する補助金でございま

す。 

   次のページをお開き願います。 

   ３つ目の枠の款の９教育費、項の１教育総務費、目の２事務局費の節の１０需用

費の修繕料２７１万７,０００円につきましては、砥用中学校の放送設備が老朽化

により故障し、校内放送を含め、緊急放送ができないため、修繕を行うものでござ

います。 

   次のページ、１７ページをお開き願います。 

   １つ目の枠の節の１８負担金補助及び交付金の美里町特色ある教育推進事業交付
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金（教育費寄附金充当分）１００万円につきましては、本年度も株式会社ベルネッ

ト（オートベル）様から美里町のこどもたちのためにと寄附をいただきましたので、

各小・中学校に２０万円ずつ交付するものでございます。 

   次に、一番下の枠の款の９教育費、項の４社会教育費、目の１社会教育総務費の

節の１０需用費の文化交流センター大研修室等空調設備修繕料１,０３９万５,００

０円につきましては、文化交流センターの事務室及び大研修室等の空調設備が故障

し、冷房が効かない状況にあるため、修繕を行うものでございます。 

   以上で、議案第４５号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第４５号の内容説明を終わります。 

   次に、議案第４６号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）の内容説明を求めます。中川健康保険課長。 

○健康保険課長（中川利加君） 議案第４６号についてご説明申し上げます。システ

ム内の⑧、議案第４６号の１ページ目をお開きください。 

   議案第４６号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

   令和７年度美里町の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１３万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億９,７１９万

９,０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明いたし

ます。 

   ４ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の２歳入でございま

す。 

   款の５繰入金につきましては、一般会計からの繰入金として１１３万９,０００

円を計上しております。 

   ５ページをお開きください。３歳出でございます。 

   款の１総務費、項の１総務管理費、目の１一般管理費につきましては、国民健康

保険の市町村事務処理標準システムの標準準拠化作業に伴う負担金として、１１３

万９,０００円を計上しております。 

   以上で、議案第４６号について説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第４６号の内容説明を終わります。 
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   次に、議案第４７号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第１号）の

内容説明を求めます。谷口福祉課長。 

○福祉課長（谷口信也君） 議案第４７号についてご説明申し上げます。⑨、議案第

４７号をご覧ください。 

   令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算書（第１号）の１ページをお願いい

たします。 

   議案第４７号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

   令和７年度美里町の介護保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２０万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億５,８６１万

９,０００円とする。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明いたします。 

   ４ページをお願いいたします。事項別明細書の２歳入でございます。 

   款の７繰入金、項の１一般会計繰入金、目の５その他一般会計繰入金、節の１事

務費繰入金１９８万円は、歳出側の事務費相当を繰り入れるものでございます。 

   次の款の９諸収入、項の２雑入、目の２第三者納付金、節の１第三種納付金３２

２万１,０００円につきましては、令和５年３月の交通事故により被害を受けた介

護保険被保険者１名の介護サービス利用分として、第三者行為損害賠償の求償事務

を委託している熊本県国民健康保険団体連合会から支払いを受けるものでございま

す。 

   ５ページをお願いいたします。事項別明細書の３歳出でございます。 

   款の１総務費、項の１総務管理費及び項の３介護認定調査費が事務費となります。 

   第三者行為損害賠償求償事務手数料は、歳入側、第三者納付金の５.１％となり

ます。 

   宇城広域連合負担金は、介護認定審査会の介護認定支援システムの標準化におけ

る運用をクラウド方式へ変更するため、１８１万６,０００円を増額しております。 

   款の２保険給付費の各項、各目は、第三者納付金による財源組み替えでございま

す。 

   最後に、款の７予備費につきましては３２２万１,０００円を増額しております。 

   以上で、議案第４７号の説明を終わります。 
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○議長（上田 孝君） 以上で、議案第４７号の内容説明を終わります。 

   次に、議案第４８号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の内容説明を求めます。中川健康保険課長。 

○健康保険課長（中川利加君） 議案第４８号についてご説明申し上げます。システ

ム内の⑩、議案第４８号の１ページ目をお開きください。 

   議案第４８号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   令和７年度美里町の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８８０万４,０００円とす

る。 

   第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明いたし

ます。 

   ４ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の２歳入でございま

す。 

   款の３繰入金につきましては、一般会計からの繰入金として５４万円を計上して

おります。 

   ５ページをお開きください。３歳出でございます。 

   款の１総務費、項の１総務管理費、目の１一般管理費につきましては、後期高齢

者に関わる資格確認書の暫定運用の継続により、マイナ保険証の保有状況にかかわ

らず、被保険者全員に資格確認書を交付するため、令和７年７月発送に伴う簡易書

留の郵便料として５４万円を計上しております。 

   以上で、議案第４８号について説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、議案第４８号の内容説明を終わります。 

   以上をもちまして、本日の日程は終了しました。 

   お諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   明日１０日火曜日は午前１０時から会議を開きます。 

   それでは、本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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散会 午前１１時４２分 
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開議  午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 改めまして、おはようございます。 

   本日の会議を開きます。 

   一般質問の広報掲載のため、広報担当者、藤川主事の議場内での写真撮影を許可

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（上田 孝君） 日程第１、一般質問を行います。 

   通告があっておりますので、順次発言を許します。なお、発言時間は申し合わせ

事項により、答弁を含め６０分以内となっておりますので申し添えます。 

   ７番、濱田憲治議員の一般質問を行います。濱田憲治議員。 

○７番（濱田憲治君） それでは、通告に従いまして、今回は３つのテーマについて

お尋ねしたいと思います。 

   まず初めに、宅地開発の促進について、次に、教育振興及び観光戦略について、

最後に、選挙管理についての質問をいたしたいと思います。 

   それでは初めに、宅地開発の促進についてお尋ねしてまいります。 

   美しい里創生課住まい対策室の取り組まれる役割はどのようなものかということ

で、上田町長が令和７年度施政方針を３月議会に示されており、その中で、宅地開

発の促進により、新しい住民を迎える体制を整えていきたい。また、移住・定住促

進と良好な住宅形成の中で、人口の流出を防ぎ、町外から移住・定住を呼び込むた

めに中央北地区において宅地開発を進め、住宅建設への補助制度の創設等について

も検討していくと考えを示されております。 

   令和７年度当初予算において、まちづくり構想宅地開発計画図作成委託料が計上

をされ、有安工場跡地周辺やそのほかに中央北地区の上水道給水区域内に宅地開発

を目指される計画であると聞いております。 

   この宅地開発に伴う宅地開発構想計画図とはどういうものか。また、まちの機構

改革で、美しい里創生課内に住まい対策室が新設をされ、その住まい対策室が果た

す役割はどのようなものがあるのかお尋ねをします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。２つあったかと思います。 

   １つ目が、宅地開発構想図とはどのようなものかということでございます。令和

７年度当初予算の中で宅地開発構想計画図としておりますものは、簡潔に申し上げ

ますと、中央北地区に宅地が広がっている姿、これを住民の皆様にイメージしてい
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ただくための構想図になり、イメージパースということでございます。測量に基づ

く設計図等の製作という意味では、来年度以降の作業を予定しております。 

   ２つ目、住まい対策室の取り組まれる役割ということでございました。令和７年

４月１日付で、美しい里創生課内に住まい対策室を設置、現在、２名が係員として

配置されております。この住まい対策室では、まちづくり政策係長が副室長を、美

しい里創生課長が室長を兼務し、移住・定住の推進と宅地開発の推進を担うことと

しております。 

   移住・定住の推進では、今年度、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金の採

択を受けましたので、この交付金を活用して、美里暮らし体験住宅「いろは」を活

用した移住体験ツアーや、移住・定住推進のためのプロモーション活動を実施予定

です。また、東京をはじめ、大都市圏での移住相談会の開催や、昨年度実施した空

き家調査の結果を活用した空き家バンクの登録推進等に取り組んでまいります。 

   宅地開発の推進については、４月に町長をトップとする庁内連携会議「住まい対

策会議」を立ち上げ、中央北地区における宅地開発構想の策定を進めており、今年

度中に構想を取りまとめることとしております。この構想の中では、具体的な開発

エリア、ニーズに基づいた優先順位や開発時期の想定、開発手法や法的要件の整理

等を行うこととしております。 

   この構想に基づき、来年度以降、関係課と連携しながら、基本設計や工事発注等、

具体的な動きを進めてまいります。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） まず、宅地開発構想図計画図ということでは、住民の皆さん

が中央北地区に住宅が立ち並ぶイメージをつくっていただくような、そういう図

面であるということでありました。 

   また、住まい対策室の役割は、堅志田地区に設置された体験住宅「いろは」を活

用した移住体験ツアーや移住・定住促進のためのプロモーション、空き家バンクの

登録推進であるということです。新しく取り組まれることで、宅地開発構想の策定

を進める庁内の連携会議「住まい対策会議」を立ち上げ、今年度中に構想を取りま

とめ、来年度以降、関係課と連携しながら、基本設計や工事契約、発注等の具体的

に動かすポジションだということでございました。非常に重要な役割を担う住まい

対策室というところでございます。 

   できる限り早く構想図をつくって、構想図は多分委託になっていますので、それ

が出来上がり次第、基本計画になると思いますので、速やかにそれを進めていただ

いて、宅地がイメージできるように、まずつくっていただければというふうに思い
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ます。 

   次に、宅地開発の中で、農振除外手続き及び上水道整備工事のスケジュールは合

理性を求められているのかについてお尋ねをします。 

   中央北地区の簡易水道の給水開始が、令和８年度から始まる計画であります。宅

地開発地域が定まり、開発地域に農業振興地域がある場合、農振除外の手続きをク

リアし、基本設計に基づき、新しい道路の新設がある場合、その新設道路の下に水

道管を埋設する工事を同時に施工する仕組みが望ましいと考えております。 

   宅地開発のスケジュールの中で、農振除外の手続き及び上水道の工事との関係は

どのように考えておられるのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 宅地開発の中で、農振除外手続き及び上水道整備工事のスケ

ジュールは合理性を求められる仕組みになるのかというお尋ねでございます。 

   今年度策定することとしております宅地構想開発では、中央北地区におきまして、

現在の活用状況や地目、地理的、社会的条件などから幾つかのエリアに分け、それ

ぞれのエリアをいつ、どのような形に開発することを目指すのか、具体的な開発手

法や財源、スケジュール等を整理することとしております。 

   例えば、一口に宅地開発と申しましても、そこに賃貸住宅を整備するのか、分譲

地を造成するのか、開発主体は公営なのか民営なのか、それともＰＦＩのような形

を取るのか、加えて、財源をどうするのかといった様々な選択肢を考慮する必要が

あります。また、ニーズを踏まえた適正な開発規模はどの程度なのか、将来に向け

てどのような可能性を持たせておくのかということについても整理しておく必要が

あります。そのようなもろもろの整理を今年の開発構想の中で行い、来年度以降、

基本設計や工事発注という、先ほども説明がありましたが、そういう段階に進める

よう取り組みを進めてまいります。 

   また、構想策定の動きと並行いたしまして、ご案内のとおり、今、国土交通省緑

川ダム管理所と連携をして、有安地区の工場跡地へのダム浚渫土砂の搬入を進めて

おり、来年度後半には、宅地として必要な高さまでのかさ上げが完了するものと考

えております。 

   議員ご指摘の農業振興地域の指定除外の手続き及び水道工事のスケジュールと宅

地開発構想の整合を図るということにつきましては、今年４月に、これも先ほど説

明がありましたが、庁内関係各課による「住まい対策会議」を立ち上げたところで

ございます。この「住まい対策会議」には、私、それから副町長、美しい里創生課、

建設課、上下水道課、農業政策課、こども応援課の各課長が参加し、今年度既に２

回開催しているところです。 
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   この会議の場におきまして、各課の事業計画と進捗状況を共有することで、水道

工事の進捗、農業振興地域の指定解除の動きとも整合を取りつつ、必要に応じて柔

軟に計画を見直しながら進めていくこととしております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 今、町長からの答弁で、住まい対策室の仕組みを説明いただ

きました。 

   住宅に関することの各関係の課が集まっていただいて、そして会議を進めていか

れるということで、既に２回、会議も終えられているような状況でありますので、

合理性を求められて多分進捗をされていくものだと感じたところです。なおかつ、

こども応援課もその中に入っていただいているということが、子育てをする若い世

代の住宅のことも考えておられるんだなということが分かりましたので、その「住

まい対策会議」を見守っていきたいと思ったところです。 

   次に、有安工場跡地の簡易水道の給水予定時期は、令和１０年度になっています。

宅地開発計画図を基に基本設計が早期に策定された場合、給水開始年度の見直しが

あるのか。 

   有安工場跡地周辺への簡易水道の給水計画は１０年であるが、工場跡地は既に町

の土地であり、宅地開発構想計画図及び基本設計が定まり次第、できるだけ早期に

新しい住民を迎える場所を整備する必要があると感じております。簡易水道事業の

計画予定を見直し、一年でも早く宅地等を完成し、町内の人口流出を防ぎ、町外か

ら移住・定住を呼び込む土地となるように簡易水道工事の見直しがあるのかお尋ね

をいたします。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） ご説明を申し上げます。 

   現在、宅地開発の推進に当たりましては、住まい対策会議において、宅地開発構

想と水道整備事業の進捗状況に齟齬が生じないよう、関係各課と情報共有をしなが

ら協議を進めているところでございます。 

   今後も、宅地開発及び水道事業の振興に当たっては、関係各課と連携し、スケジ

ュール調整及び情報共有を図りながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 情報の共有を整えて、できる限り早く進めるような形で今、

答弁があったと思っております。 

   もう既に町の土地でありますので、まず最初に、工場跡地周辺が宅地開発のエリ
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アになるんではないかと思っておりますので、水道工事も併せて、できる限りそこ

に合わせるような仕組みで整えていっていただければと思ったところでございます。 

   それでは次に、教育振興及び観光戦略についてお尋ねをいたします。 

   まず、ラーケーション、熊本県では「くまなびの日」と言いますが、熊本県教育

委員会が実施している「くまなびの日」とは、どういう内容なのかお尋ねをしてい

きます。 

   全国放送でのテレビで拝見したもので、学習（ラーニング）と休暇（バケーショ

ン）を組み合わせた造語がラーケーションであります。その特集をされていたのを

見ております。愛知県から始まり、茨城県、山口県、栃木県日光市、沖縄県座間味

村などの自治体で実施されております。 

   内容としましては、保護者の休みに合わせ、こどもも学校を休む。出席停止・忌

引等の扱いとなるそうです。家族で様々な校外学習をしようという内容であります。

今後、全国の多くの自治体でも導入をされるとの報道でありました。 

   熊本県では、県教育委員会が同様な仕組みで「くまなびの日」として実施をされ

ております。この「くまなびの日」の制定の内容や既に取り組まれている自治体、

また、制度のメリット・デメリットなどはどういうものがあるのかお尋ねをします。 

○議長（上田 孝君） 中川学校教育課長。 

○学校教育課長（中川幸生君） ご説明を申し上げます。 

   「くまなびの日」とは、「熊本」と「学び」を組み合わせた熊本県が発信する新

しい学びの一つです。これは、学校がある平日に、こどもが保護者等とともに学校

外で体験的な学習活動を行う場合、欠席ではなく出席停止・忌引等とする制度でご

ざいます。 

   保護者等の休暇に合わせて、取得の届出を所属の学校に提出をして、１年間に３

日まで取得することができ、こども一人一人の個性や能力に応じた多様な学びの機

会を創出し、可能性を広げることができるよう、こどもと保護者等が一緒に体験や

探究的な学び、活動を行うことを目的としておられます。 

   県の教育委員会では、「くまなびの日」を県立学校及び一部の市町村学校に令和

６年４月９日に施行し、令和７年４月から本格的に実施をされております。 

   県内では、令和７年度４月に実施される市町村が９つの市町村となっておりまし

て、まず、天草市、上天草市、それから和水町、西原村、御船町、錦町、湯前町、

山江村、苓北町の９市町村となっております。また、本年度に実施を予定されてい

る市町村が、人吉市、山鹿市、高森町、あさぎり町、水上村、相良村、五木村の７

市町村となっている状況です。 

   なお、「くまなびの日」の取得事例としまして、県立美術館や熊本城、阿蘇火山
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博物館等の見学や、農産物の収穫体験または田植え体験、畜産市場見学、競り見学、

イベントでの店舗運営体験、被災地でのボランティア活動等の多種多様な取得事例

があっております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 説明によりますと、今年が運用する年ということで、多くの

熊本県の自治体でもその制度を利用されておる状況であります。 

   先ほど質問したところで、メリット・デメリットというのも多分あると思うんで

すけども、メリット・デメリットということに関して何かありませんでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） メリットにつきましては、今、中川課長のほうからあった

かと思いますが、デメリットといいますと、３日間取得できますが、その３日間

に行うはずだった授業の補塡がされないということが一つあります。 

   それと、そのこどもさん、家族が自由に取っていいということでありますが、学

校としては、いつでも取れるということでありますけど、なかなか授業の組立てが

難しくなる可能性もありますので、その点については、取得をできない日を設ける

ということがなされております。 

   デメリットについては、以上だと思います。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 今、教育長からデメリットについて大まかなところを伝えて

いただきました。 

   そういうことも踏まえながら、町教育委員会として、今後「くまなびの日」の制

定を活用されていくのかお尋ねしたいと思います。 

   熊本県内で令和７年度中に参加を予定されている市町村は、先ほど説明のあった

とおりでございます。日本全国どこに行っても、来日外国人、インバウンドの方が

多く来日をされており、観光客で観光地がにぎわっている状況でございます。この

ため、夏休みや冬休みを避けて観光をされる、そして体験をするようなことができ

るのがこのラーケーションではないかと思っております。 

   町教育委員会でもぜひ制度を活用し、こどもたちの気づきや様々な体験を通して

成長していく過程を親子で実践してもらいたいと思っております。今後、「くまな

びの日」の制定を美里町教育委員会として活用されていくのかお尋ねをします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 令和６年４月から１２月まで、県立学校でこの「くまなび

の日」を取得した児童生徒は６６８人、取得日数は延べ９５４日となっておりま
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す。様々な体験活動が行われ、こども一人一人の個性や能力に応じた多様な学び

の機会の創出につながっているようです。 

   学校現場等からは、「学びの機会が広がり、有用である」、「学校では学ぶこと

ができない体験的な学習ができた」、「苦手なことを乗り越えようとするモチベー

ションにもつながった」など、評価する意見があったとのことです。 

   現在、本町においては、具体的な導入については考えておりませんが、各学校と

も相談し、児童生徒や保護者等への情報発信を行い、各学校の状況に応じた柔軟な

対応を今後検討していきたいと思っております。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 制度を活用するかということは、検討していくという流れで

はあると。各学校に意見を聞きながら、進められるということでございました。

ぜひ、こどもたちにとってはメリットが大きくあると思っておりますので、どう

ぞ活用をしていかれますようにお願いしたいと思っております。 

   それでは、その次の質問でございますが、「くまなびの日」で児童生徒が利用す

る施設、イベント（農業体験を含む）のプログラムを提供し、「くまなびの日」の

受け皿となる自治体を目指さないかということでお尋ねをします。 

   熊本県では、「くまなびの日」に利用できる施設とイベントをネットで告知をさ

れております。令和７年３月２６日更新の内容では、美里町の施設やイベントは掲

載されていない状況であります。掲載されている例えとし、県立菊池少年自然の家

など、体験して学ぶ施設が多く、その中で登山やキャンプ、アスレチックが人気で

あると、施設の概要で紹介をされております。 

   美里町には、美里の森キャンプ場ガーデンプレイスや隣接し、フォレストアドベ

ンチャー・美里もあり、こどもたちも登れる雁俣山や甲佐岳だけなど多くの山々も

あります。また、日本一の石段や、元気の森かじかでは多くの体験プログラムを展

開されていると聞いております。農業でも、米高騰により空いている田んぼを借り

受け、農業者の指導の下、初心者でも田植えから収穫まで農業体験も可能ではない

でしょうか。 

   今後、美里オリジナル体験プログラムを充実し、県内、県外からラーケーション

を満喫できる自治体として認知できる町を目指すのもよいのではないかと思ってお

ります。山や川、田んぼがない島のこどもたち、親子で体験できる修学旅行的なア

プローチや関係人口の創出もできるのではないかと思っております。また、お母さ

んとこどもだけの家庭もあり、父親代わりをするプログラムの提供も喜ばれる内容

ではないかと思っております。 

   ラーケーションの聖地美里、そういうことを目指してラーケーションの受け皿と
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なる自治体を目指さないか、町の考えをお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 近年、情報化の進展に伴い、学校でのこどもたちの学習ス

タイルも急激に変化している中、同時に大切にしたいというのが「人、もの、こ

と」との関わり合いです。「人」と関わり、「もの」に触れ、「こと」を体験し、

経験し、体験を通した実感を伴った学習も大切にしたいと考えています。 

   こどもたちがこれから著しく変化する社会の中、生き抜く力を身につけられるよ

う、「くまなびの日」も含めて多様な学習機会の提供に努めてまいりたいと思って

おります。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今年度、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用し

て、国内外から観光客を呼び込むための観光戦略を策定することとしております。

この戦略の中では、インバウンド戦略として、主に台湾をはじめとしたアジア圏

からの誘客にどう取り組んでいくのか、実際にプロモーションを行いながら戦略

を策定することとしております。 

   また、国内に目を向けますと、都市圏のファミリー層に、先ほど議員も申されま

した美里の森キャンプ場であったり、フォレストアドベンチャー・美里など、体験

型の観光施設をどう売り込んでいくのかが戦略策定の肝になるというふうに考えて

おります。 

   そのため、このラーケーションの動きが今後、全国にどのように広がっていくの

か、そして、新たな旅行需要を美里町に呼び込めるのかなど、注視していく必要が

あると考えております。 

   熊本版ラーケーションの取り組みである「くまなびの日」であったり、全国版の

ラーケーション、そういったものの受け皿を目指せとのご提案でございますが、ま

ちづくり公社等とも連携を深め、「くまなびの日」あるいはラーケーションだけで

はなく、インバウンドや国内の体験型観光客の誘客も視野に、総合的な環境整備を

検討しつつ、本町の観光素材や体験プログラム等のＰＲ、こういったもののＰＲ等

に努めていきたいと考えているところです。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 教育長、町長から答弁をいただきました。 

   申されたとおり、本年度、観光戦略を策定されるということになっておりまして、

インバウンド戦略、体験型の観光施設をどう売り込んでいくのか、また、戦略策定

の肝になると答弁をいただいたところです。ぜひ、地域資源を生かす上でも、イン

バウンド戦略とラーケーション戦略も同様に考えてもらいたいと思っております。
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関係人口の拡大で、その後に移住・定住も可能性があると思っております。ラーケ

ーションで選ばれる自治体を目指してもらいたいと思っております。 

   最後に、選挙管理についてお尋ねをしてまいります。投票所の集約は考えていか

れるのかについてでございます。 

   現在、町で行われている選挙では、投票日当日の投票箇所は１７か所でございま

す。町の選挙管理委員会では、１票の大切さ、投票しやすい環境であることなどの

理由により、投票所の集約はされていない状況でございます。 

   直近の国政の選挙、２０２４年１０月に行われた衆議院選挙での美里町投票率は

５５.５８％であり、約半分の方が投票されていない現状でございます。高齢化が

進み、投票したくても投票所までの移動が厳しい方もおられるのではないかと思っ

ております。 

   インターネット環境が整備された現在、移動式期日前投票所を導入されていると

ころも多くなっていると聞いております。球磨郡多良木町では、２０２２年より日

時を決めて役場の車で地区を巡回する移動式の期日前投票所を町内１５か所に設け、

１７か所にあった投票日当日の投票所を３か所に集約され、現在に至っておられる

と聞いております。 

   投票立会人や投票所に配置する職員の確保が難しくなることを見据え、多良木町

選挙管理委員会は投票所の集約と併せ、有権者の投票機会の確保のために移動式期

日前投票所や、住所に関係なく投票できる共通投票所も導入されております。また、

投票当日に自宅から投票所までの移動に要するタクシーの代金を無料にするような

仕組みも導入されております。このような内容を基に投票所の集約がされたと、新

聞の記事に記載されております。 

   美里町の選挙当日では、投票所ごとに２人の投票立会人が必要となり、事務をさ

れる町職員も最低３人が必要と聞いております。投票所での有権者数も異なり、こ

のままの投票所数を維持できるのか。投票機会の確保と有権者の利便性を向上させ

ることが望まれているのではないかと思っております。 

   投票所を集約することで、必要経費も大きく削減でき、その削減できたメリット

を移動式期日前投票所や投票日にタクシーを利用できる仕組みを整え、投票率をこ

れ以上下回らないように目指すべきではないでしょうか。 

   現在、投票区で最大有権者数と最少の有権者数の開きは、どういうことになって

いるのか。今後、投票所の集約について、どのように考えておられるのかお尋ねい

たします。 

○議長（上田 孝君） 選挙管理委員会坂村書記長。 

○選挙管理委員会書記長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 
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   議員おっしゃいましたように、本町の投票所は現在１７か所設置しておりますが、

地理的には中山間地域が多く、居住地域が分散しているという特性がございます。 

   選挙管理委員会といたしましては、有権者の投票機会を確保しつつ、持続可能な

選挙体制を構築する観点から、投票所の適正配置について検討を行っているところ

でございます。具体的には、一部の投票所で地区の公民館等を利用しているため、

駐車場が狭かったり畳敷きであるなど、投票所として十分な環境が整っていない例

もございます。また、有権者数が著しく少ない投票所もあり、施設運営に必要な人

員、コスト面から、今後の在り方を見直す必要があると認識をいたしております。 

   一方で、投票所の集約を進めるに当たっては、投票率の低下を招かぬよう、慎重

な対応が求められます。そのため、過疎化や高齢化が進む地域においては、交通手

段の確保が困難な状況を踏まえ、投票所の集約を行う場合には、例えばワゴン車、

いわゆるコネクテッドカーによる移動期日前投票所の導入や、コネクテッドカーに

必要なネット環境が未整備の地域においては、タクシー等による移動支援など、先

進自治体の取り組みを参考にしつつ、その実現可能性について調査検討を進めてま

いります。 

   また、平成１５年の公職選挙法の改正により、期日前投票の手続きが簡素化され、

有権者にとって投票しやすい環境が整ってきております。直近の期日前投票の状況

を見てみますと、平成３０年４月に執行された美里町議会議員選挙では、全投票者

数の２６.６％が、また、令和６年１０月に行われました衆議院議員総選挙では４

５.５％と、約半分の方が期日前投票に投票を済まされておられます。 

   こうした状況を踏まえ、投票所の集約やその実施時期につきましては、先進事例

を参考にしながら、住民の利便性と公平性を確保しつつ、より効率的な持続可能な

選挙体制の構築を目指し、住民や有識者のご意見を伺いながら選挙管理委員会にお

いて十分検討をしてまいります。 

   議員お尋ねの現在の選挙人名簿の登録者数で、一番多いところと一番少ないとこ

ろの数でございますが、令和７年６月１日現在の選挙人名簿登録者数で、一番多い

投票所が１,３９３人で、一番少ない投票所が５３人となっている状況でございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 濱田議員。 

○７番（濱田憲治君） 総務課長が選挙管理委員会の立場で答弁いただきました。 

   最後に言われたとおり、投票所で有権者数が１,３９３人が一番多いところとい

うことで、最少は５３名ということで、非常に大きな格差があります。これは格差

という表現ではいけないと思うんですが、そういうことになっております。 
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   多良木町では、同じ１７か所あったのが３か所に集約をされておる実例がござい

ますので、いろいろなことで学んでいただいて、投票の機会を失わないような形で

住民の利便性に近づけていっていただきたいと思っております。 

   選挙管理委員会では、投票所の適正配置について常に検討を行っておられること、

また、有権者数が著しく少ない投票所もあり、施設運営に必要な人員、コスト面か

ら今後の在り方を見直す必要があると認識をされているということでしたので、具

体的には示されませんでしたが、今後の選挙管理委員会の協議が活発となるように

願って、以上でこの選挙管理については終わりたいと思います。 

   ３点について、お尋ねしたところでございます。 

   以上で、通告しておりました質問を終わりたいと思います。 

○議長（上田 孝君） これをもちまして、濱田憲治議員の一般質問を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。再開を１０時５５分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３９分 

再開 午前１０時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   一般質問の途中でしたので、一般質問を続けます。 

   次に、６番、坂田竜義議員の一般質問を行います。坂田竜義議員。 

○６番（坂田竜義君） ６番、坂田竜義でございます。今回、３項目を予定しており

ます。 

   １つ、新たな食料・農業・農村基本計画について、２点目が、中学校の運営につ

いて、３点目が、まちづくりアンケートについて、以上、３点についてお尋ねをい

たします。 

   まず、新たな食料・農業・農村計画についてですけれども、令和６年の６月に食

料・農業・農村基本法が改正されまして、それを受けて、今年の４月に新たな食

料・農業・農村基本計画というのが策定をされました。その基本計画のポイントは

どういうところにあるのかお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 西寺農業政策課長。 

○農業政策課長（西寺 清君） ご説明申し上げます。 

   令和６年６月５日に、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律が施行され

ました。改正後の基本法では、「食料安全保障の確保」、「環境と調和のとれた食

料システムの確立」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続的な発展」、「農村の

振興」の５つを基本理念として掲げられております。特に、食料安全保障に関する
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考え方が抜本的に強化された点が大きな特徴となっております。 

   この基本法に基づき、具体的な方向性を示す食料・農業・農村基本計画が、令和

７年４月に策定されております。新たな基本計画の主な施策ポイントといたしまし

ては、「我が国の食料供給の確保」、「輸出の促進」、「国民一人一人の食料安全

保障及び持続的な食料システムの構築」、「環境と調和のとれた食料システムの確

立及び多面的機能の発揮」、「農村の振興」、「国民理解の醸成」、「自然災害へ

の対応」の７点となっております。 

   また、基本計画の実効性を高めるため、目標年を２０３０年とするＫＰＩを設定

し、少なくとも年１回の達成状況を調査・公表、ＫＰＩの検証を行い、ＰＤＣＡサ

イクルによる施策の見直しをおおむね５年ごとに実施することとされております。 

   本町におきましても、熊本県が策定を予定している食料・農業・農村基本計画を

参考にしながら、地域の実情に応じた施策の検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 概要は分かりました。私は常に質問は、町としてどう捉える

か、大体は今、説明がございましたけども、そういう視点で一応答弁をお願いい

たします。 

   三菱総合研究所というところがレポートを出しておりまして、この本計画につい

ては、『地政学リスクが高まる中で、平時・有事の食料安全保障をいかに確保し、

「国内農業の生産性向上やフードシステムの環境負荷削減にどう取り組むか」が注

目すべき点だ』ということで押さえてあります。 

   今、答弁がございましたように、基本計画は５年先までの方針・目標・施策を定

めるものでございまして、国民一人一人の食料安全保障、これ特徴点、理念ですけ

れども、それと、環境と調和の取れた食料システムの確立ということが、主に特徴

として言われております。また、この改正基本法での基本理念ということですが、

従来は食料自給率が唯一の目標でございましたけれども、今回は生産資材や食料自

給力の確保といった項目を新たに付け加えているところが特徴だろうというふうに

思っております。批判的な部分も評論してございますけれども、この計画がこのグ

ランドデザインの全体的な、いわゆる２０年、３０年先を見通した農政の大きなビ

ジョンとかグランドデザインが見えていないというような指摘を、この三菱総合研

究所はしております。 

   それから、このＰＤＣＡ実践の担保ということで、これをきちんとやるべきだと

いうことで言っておるわけでございます。また、骨太方針との関係で、目標ＫＰＩ
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の適切な設定ということで、確実にこれをやっぱり進めてもらわないといけないと

いうことで指摘をしているところでございますので、十分、町としても参考にして

いただきたいというふうに思います。 

   続きまして、地方創生２.０の実現の施策はどのように盛り込まれているかとい

うことでお尋ねですが、地方創生２.０ということで、石破内閣になりまして新た

に格上げされたものでございますけれども、この本計画の中での地方創生との関係

については、総合的な農村振興、きめ細やかな中山間地域の振興ということで、２

０２５年夏を目処に地方みらい共創戦略というものを策定しますということになっ

ております、この夏に。 

   それで、「農山漁村」経済・生活環境創生プロジェクトということをつくりまし

て、官民共創の取り組みを活用した地域内外の民間企業の参加促進、地域の企業の

新たな結合による関係人口の増加を図ると、こういうことで、新たにこの地方みら

い共創戦略をつくっていこうということになっているところでございます。 

   そういうことで、この地方創生２.０の実現の施策はどのように盛り込まれてお

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 西寺農業政策課長。 

○農業政策課長（西寺 清君） ご説明申し上げます。 

   本基本計画におきましては、農村の振興の項目におきまして、議員お尋ねのとお

り、地方創生２.０実現に資する施策が盛り込まれております。具体的には、「農

業生産の基盤の整備・保全」、「地域の共同活動の促進」、「農村と関わりを持つ

者の増加」、「中山間地等の振興、鳥獣被害対策」といった内容が挙げられます。 

   さらに、地方創生２.０の実現に向け、「総合的な農村振興」及び「きめ細やか

な中山間地域の振興」が掲げられており、「所得向上や雇用創出」、「生活の利便

性確保」、「中山間地域の振興」など、様々な施策が講じられる見込みでございま

す。 

   なお、２０２５年夏を目処に官民共創の仕組みを活用し、地域内外の民間企業の

参画を促進するとともに、地域と企業の新たな連携を通じて関係人口の増加を図り、

「楽しい農村」の実現を目指す、「地方みらい共創戦略」の策定が予定されておる

ところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 昨日のテレビでしたかね、総理大臣が「楽しい農村」という

ことでフレーズが出ておりますが、地方を回ったら怒られたというのが、昨日言

われておりました。 
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   それはともかく、この次に質問いたします食料供給困難事態対策法というのが、

昨年の６月の法の改正のときに併せて、この新たな食料供給困難事態対策法という

のができておりますが、この法律との関係がどうなっているのか、分かりやすく説

明していただきたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 本計画、これは食料・農業・農村基本計画でありますが、

「我が国の食料供給」の項目におきまして、不測時における食料供給の確保を目

的として、令和６年６月に成立した食料供給困難事態対策法に基づく対策が位置

づけられているところでございます。 

   また、政府は同法に基づき、不測時の対策を総合的かつ一体的に実施するための

「基本方針」を本年４月に策定しており、「事態の深刻度に応じ、事態の深刻化を

防ぐことを目的とした対策」、「事業者の自主的な事業活動・経営判断を尊重した

対策」、「政府一体となった総合的な対策」などが基本的な方向として盛り込まれ

ているところでございます。 

   議員ご質問の関係性でございますが、食料・農業・農村基本計画と食料供給困難

事態対策法は、どちらも食料安全保障の強化を目的としてありますが、とりわけ

「不測時における食料供給の確保」という点では、特に関係が深いと理解をしてい

るところでございます。 

   しかしながら、例えば俗に言う、今回の令和の米騒動における今後の対応策につ

きましても、農地の大規模化などで生産コストを下げていく旨の主張がされており

ますが、このような対策は平野部では可能だと思いますが、中山間地域では簡単に

はいかないと思っております。全ての農家が意欲的に営農を続けることが、食料安

全保障の強化につながるものと考えております。 

   地方切り捨ての政策にならないよう、国の動向を注視していく必要があると感じ

ているところであります。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 分かりました。最近の米不足の関係で、今年は米を増産しよ

うというような意見も随分ありますけれども、いろいろ回ってみて話をしてみま

すと、結局、耕作放棄地に新たに米を作りませんかと言っても、なかなか現実的

には、もう担い手がいないですもんね。後継者がおりません。私の村も、あと５

年すればどうなるかなということで、本当に深刻なんですよ。こどもがおっても

勤めていて、日曜日に加勢するぐらいで、本格的に後を継いで農業をやるかとい

う人はほとんどいないというのが実態ですね。 

   そして、ある人に尋ねまして、今、飼料米を作っている方ですが、食用米が少な
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いから飼料米を食用米へ切り替えることはできませんかと言ったら、なかなか現実

は難しいと。土壌の問題、肥料とかいろいろの関係で時間がかかると。いきなりや

ってもなかなかうまくいかんですよという、専門の人の意見でした。ですから、簡

単にこれは耕作放棄地に米を作ったり、飼料米を主食米に切り替えようとしても、

簡単に行かんなというふうに感じたところでございます。 

   続きまして、２点目の中学校の運営についてお尋ねをいたします。 

   まず１つは、中学校部活動の地域移行の現状についてのお尋ねなんですけれども、

令和６年の１０月２８日に、これは政府文科省の関連機関と思いますけれども、部

活動改革実行会議の中に、地域スポーツクラブ活動ワーキンググループというのが

中間報告というのを出しておりまして、その中に、普通一般的には「地域移行」と

いう言葉を使っておりますけれども、この中ではもう「地域展開」という言葉にし

ようということになっております。いろいろ理由は書いてありましたけども、そう

いう「地域展開」という言葉にしていこうというのが、正式にどの機関で承認され

たかどうかは分かりませんが、今、中間報告の中でそういう言葉が使われておりま

す。 

   私も今まで何度かお尋ねをいたしましたし、ほかの議員も何度かこの地域移行の

関係については質問をいたしておりますけれども、ちょうど時期的に令和８年度以

降が改革実行期間ということになっておりますし、令和８年から１０年までが前期、

令和１１年から１３年までが後期ということで、合わせて６年間が改革実行期間と

いうことでなっております。 

   令和７年度までは改革推進期間ということでなっていたところでございますけれ

ども、そういう状況を踏まえて、現在の時点の中学校部活動の地域移行の現況です

ね、これについてどうなっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 中学校部活動の地域移行につきましては、近年の少子化に

よる影響や教職員の働き方改革など、本町のみならず全国的な課題となっており

ます。 

   部活動は、これまで教職員の献身的な働きにより支えられ、生徒の体力や技術向

上はもちろん、生徒が主体的に部活動に取り組むことで、生徒同士の人間関係の構

築、自己肯定感や責任感、連帯感を養い、生徒の多様な学びの場、活躍の場として

生徒にとって教育的意義を有していると考えております。 

   町では、令和４年度から中学校部活動の地域移行に向けた検討会を計７回開催し

てきました。さらに、中学校部活動の地域移行に関するアンケート調査を、令和５

年７月に町内中学校に在籍する中学生とその保護者、また小学４年生から６年生の
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保護者及び中学校の教職員を対象に実施してきたところです。これまでの検討会で

寄せられたご意見やアンケート結果、さらには、県が示す「熊本県公立中学校運動

部活動における休日の段階的な地域移行推進計画」を基に、「美里町立中学校にお

ける休日の運動部活動の地域移行推進計画」を令和６年３月に策定し、令和８年度

からの地域移行を目指すとし、その後の会議において、具体的には令和８年９月、

中体連の終わった９月から移行をするというところを目途としたところです。 

   ただ、その後の協議や具体的な移行への調整については、進んでいない点もござ

います。運営に係る事務局体制の整備や指導者の確保と対応、移行により発生する

経費の保護者負担や町からの補助金の設定等の課題があり、早急に調整を図り、令

和８年度中の地域移行に向けて、「地域のこどもは地域で育てる」という理念の下、

課題解決に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 学習指導要領の中に、この地域スポーツクラブと学校の連携

が重要だということで指摘をされておりますけれども、そういうことを踏まえて、

地域スポーツクラブの現状と中学校部活動との連携はどうなるのか。 

   ３番目の人材バンク、いわゆる指導者の供給というか、そういったところも出て

きますけども、その連携の状況というのはどうなっていくのかお尋ねをします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 現在、本町におきましては、町スポーツ協会の種目協会や

総合型地域スポーツクラブ「元気夢クラブ」など、８つの地域スポーツクラブで、

主に小学生を対象に、一部中学生を対象とした活動がなされております。 

   種目はバレーボール、ソフトテニス、陸上競技、野球、サッカー、トランポリン、

体操教室で、町内の体育施設等において毎週２回～４回、１～２時間程度、地元の

指導者の下、活動がなされているところです。 

   この活動に携わる指導者の方々も、これまでの経験や知識、専門性を基にこども

たちへのスポーツの普及、技術・体力向上に向け、平成３０年の小学校部活動地域

移行後、日々活躍されているところです。 

   中学校部活動との連携につきましては、地域スポーツクラブの活動に携わる方々

も検討委員会の委員として加わっていただいておりますので、指導者の確保や今後

の部活動の在り方や課題等について、今後もご意見をいただき、連携を図っていき

たいと考えているところです。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 分かりましたが、令和６年の１１月２９日に、熊本市の教育

委員会は、少ないですけれども、市自体が部活動を継続するという方針になって
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おります。そこで、その教員の指導者については、もう希望者のみということで

されているようでございますけれども、この熊本県の教育委員会の調べでは、２

０２３年１２月現在で、人材バンクに登録している目標は、１,６００人の目標に

対しまして、今は１５４人ですか、現在。うち女性が２４人と、こういう統計が

出ております。 

   町村別では、菊陽５４人、合志市４７人、大津３７人というようなことで、やっ

ぱり５０人、４０人のところもありますけども、全然少ないところも結構あります。

それから、種目別でも、陸上３６人、野球２０人ということで、人気の種目ごとに

多いような状況だというふうに思います。 

   こういう県教委の方針、熊本市教委はまた別ですけれども、そういう方針を踏ま

えて、この指導者の人材バンクの登録状況はどうなっておるのかお尋ねをいたしま

す。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 先ほど議員がおっしゃられました熊本県教育委員会では、

公立中学校の部活動を段階的に地域クラブ活動に移行するに当たり、令和５年度

から指導者やスタッフとして参加できる方を登録し、地域クラブを運営する市町

村に情報を提供して、今後のクラブ活動に活用できるよう人材バンクの登録を行

っているところです。 

   令和７年４月１０日現在の熊本県地域クラブサポーターバンクの登録者数は、県

内全体で２００名となっており、うち美里町への登録者数は１０名、種目としまし

ては、ソフトテニス、サッカー、陸上競技、卓球、空手、相撲、吹奏楽、マンドリ

ンの登録がなされている状況です。 

   現在、町においては人材バンクの登録はございませんが、地域移行に伴う指導者

については、現在指導をいただいている顧問の先生や外部指導者、地域スポーツク

ラブの指導者の方々と調整を図り、地域クラブの指導者として登用を進めていきた

いと考えているところです。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 問題は、練習する場所への送迎がいろいろ問題になってくる

と思います。いずれにしても、結局はその保護者の負担ということになりかねな

いという、現状では。ですから、その辺りはやっぱりスクールバスとか、いろい

ろ基準・制限はございますけれども、できるだけ保護者に負担がかからないよう

な、そういう取り組みをお願いしておきたいと思います。 

   続きまして、給食費の公会計化についてお尋ねをいたします。 

   無償化すれば、これは関係なくなるわけですが、今、本町では２分の１の補助と
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いうことになっております。その関係で、この公会計化について、どう今現状にな

っているのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 学校給食の公会計化につきましては、文部科学省より令和

元年に、「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」が作成され、令和５年

には、「学校給食費の徴収・管理に係る公会計化等の推進」について通知が来て

いるところでございます。 

   この推進に当たっては、平成３１年の中央教育審議会答申「新しい時代の教育に

向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関

する総合的な方策」において、学校給食費の徴収・管理に当たっては、基本的に学

校、教師の本来的な業務ではなく、「学校以外が担うべき業務」であり、「地方公

共団体が担っていくべきである」と示されております。特に、学校給食費について

は、「公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべき」と示されたところで

ございます。 

   学校給食費の公会計化により見込まれる効果としましては、「教職員の業務負担

の軽減、保護者の利便性の向上、公平性の確保、給食の安定的な実施・充実」等が

効果として挙げられております。 

   県内の学校給食費の公会計化の導入率につきましては、「今後導入予定」、「導

入年度は決まっていないが導入予定」を含めると６４.４％と、令和５年度の調査

結果と比較すると、４５.４％の伸び率を示しており、教職員の業務負担の軽減、

学校給食費の公平性の確保が導入率アップにつながっているのではないかと思われ

ます。また、３５.５％の自治体は検討中となっており、「業務システムの導入、

導入経費の確保、適切な職員の人員配置、食材調達方法の整理」等の支障が挙げら

れることから、本町においても、公会計化への情報収集や体制整備等が今のところ

できておらず、今年４月に設置しました学校事務センターとの調整を今後図りなが

ら取り組んでいく必要があります。 

   学校、教育委員会、町長部局が連携し、公会計化の実施に向けた検討を進めてい

かなければならないと考えているところです。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） できるだけ早く実施をしていただきたいというふうに思いま

す。 

   それから、５点目の公営塾についてお尋ねいたします。 

   今現状は、中学３年生を対象に、中体連以降にやっているということなんですが、

いろいろな人と話してみますと、やっぱり熊本市の子や孫さんがおられる方と比較
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されますもんですから、熊本市あたりはもう小学校から塾に行ったりいろいろする

から、できるだけ公営塾については「中学１年生からやってもらえんどか」という

保護者の方が随分おられました。 

   ですから、いろいろ指導する人が熊大の教育学部の学生か院生か、そういった人

たちかと思いますけども、なかなかほかの御船町とかほかの町村でも、そういう似

たような塾をやっておる町村も幾つかございますけれど、やっぱり熊本市内と比較

することはなかなかできませんけども、できるだけ保護者の要望というか、中学１

年生あたりからぜひやってもらえないかということについてはどうお考えなのかお

尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 公営塾につきましては、令和３年度から町内中学校に在籍

する３年生を対象に、学校の授業を基本としながらも、生徒の進路に向けた可能

性を広げ、生徒一人一人の学力向上を図ることを目的に開講しており、本年度で

５年目を迎えます。 

   放課後や夏休み等の時間を活用し、３年生の部活動が終わった７月から高校入試

前までの期間、週２回開催しております。１コマ５０分で放課後は１日２コマ、休

み期間は１日３コマで授業を行い、教科は数学、英語を中心に取り組んでいるとこ

ろです。 

   先ほど申されましたように、講師の先生は熊本大学教育学部の学生にお願いし、

各校２名から４名により指導が行われております。 

   公営塾について、中学１年生から受講できないかとのご質問でございますが、公

営塾は進路の幅を広げるための、いわゆる高校入試対策だと思っております。１、

２年生時の学習内容が定着しない、あるいは民間の塾に通うのが厳しいため公営塾

を行っているという面もございます。しかし、あくまでも学習の基本は学校の授業

であり、家庭学習を含め、先生方と連携した学力向上・定着を１、２年生に対して

は図っていきたいと考えているところです。 

   また、１年生から公営塾を開催するとなると、指導いただく講師の確保や部活動

との調整等も必要であり、今のところ全学年での開催は考えていないというところ

でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） なかなか厳しいようですね。ちょっと通告していませんが、

ちょっと先日、新聞に出ていました。ついでにお尋ねいたしますが、公立中学校

では水泳の授業を廃止しているところがいっぱい出てきているということなんで

すが、本町においてはどうですかね、水泳。 
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○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 水泳の授業は、これまでどおり開催予定としております。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 分かりました。次の質問に移ります。 

   次は、まちづくりアンケートについてお尋ねをいたします。 

   本年１月集約でしたか、アンケートがまちづくりアンケートということで行われ

ております。このアンケートの目的について、どういう目的かお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明いたします。 

   アンケートの目的は何かということでございます。令和８年度を始期とする美

里町第３次振興計画及び美里町第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に

向け、町の現状に対する町民の皆様の思いやこれからの美里町へ期待することな

どをお聞きするために実施しております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） それでは、当然その集約結果が出ているはずなんですが、こ

の集約率ですね。対象が何名に対して、どのくらいの集約率だったのか。それか

ら、集約結果の特徴について、どうなっているのかお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） アンケートの集約結果というお尋ねでございま

す。 

   アンケートにつきましては、１８歳以上の美里町内在住者を調査対象とし、配布

部数１,８００票に対して５９０票を回収しました。回収率は３２.８％となってお

ります。回答者の性別は、５５％が男性、４５％が女性、回答者の年齢構成は、７

０歳以上の回答者が最も多く、１０から２０代の回答が最も少ない結果となってお

ります。 

   アンケートは全６章で構成され、内容も多岐に及びますので、集約結果について

要旨を簡潔にご説明させていただきます。 

   まず、「今後のまちづくりについて、どのようなことに力を入れるべきだと思う

か」ということについて、約３０の選択肢から３つを選ぶ形式でお伺いする設問を

用意したところ、人口減少対策が２５.５％で最も多く、子育て支援が１８.３％、

農林業が１４.６％、高齢者福祉が１２.０％、公共交通が１１.９％と続いており

ます。もちろんこれらの項目は、町としても重点的に取り組むべき課題と捉えてお

りますが、改めて住民の皆様からご意見をいただいたものと思っております。 
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   また、「美里町に住み続けたいか」という問いに対して、全体で見ると８割程度

の方が「住み続けたい」、「どちらかと言えば住み続けたい」と答えており、特に

高齢者を中心に、ふるさと美里町への愛着がうかがえます。一方で、回答者を１０

代、２０代の方に絞ると、「住み続けたい」、「どちらかと言えば住み続けたい」

と答えた方が４５％程度となっており、年齢層によって傾向が大きく異なっている

ことも分かりました。 

   こういったご意見を踏まえ、現状と課題を整理するとともに、今後どのようなこ

とに重点的に取り組んでいくのか、庁内各課と協議しながら、美里町第３次振興計

画及び美里町第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定作業を進めてまいりた

いと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 先日説明がございましたけれども、町の一番上にあるのが第

２次振興計画ですね。これが令和７年度に終了すると。当初、このまち・ひと・

しごと総合戦略については、令和６年度が終了期間でございましたけれども、終

期を令和７年度に合わせるということで説明がございまして、一応そういうふう

になっているというふうに了解しております。 

   そういうことで、この振興計画と総合戦略の始期も一緒に合わせるということで、

そのためのまちづくりアンケートを取ったということなんですが、大項目６項目、

小項目１５項目にわたって質問があっておりまして、特に説明がございましたので、

状況については分かったところでございます。 

   その中で、この幸福や充実した状態と、ウェルビーイングはという項目が別項目

の大きな項目で設けられておりました。このウェルビーイングについては、そのア

ンケートの調査結果についてどうなっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   ウェルビーイングの回答結果ということでございました。今回、ウェルビーイン

グ幸福度調査に関しましては、生活環境、地域の人間関係、自分らしい生き方など

について、住民の皆様の主観的な評価についてお聞きをしております。調査は、国

が推奨する全国統一の設問で実施しており、「非常に当てはまる」が１０点、「ど

ちらとも言えない」が０点、「全く当てはまらない」をマイナス１０点とする５段

階評価で、皆様の感じ方をお聞きしております。 

   大まかな特徴としましては、生活環境について、「地域の自然」、「景観」、

「治安の良さ」などについて評価点が高くなっている一方、「住宅環境」、「飲食、
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買い物」に関する評価点が低くなっています。地域の人間関係ということにつきま

して、同じ町内に住む人たちを信頼しているなどの「地域とのつながり」が高い評

価点となっている一方、「女性や若者の活躍しやすい雰囲気がある」の評価点が低

くなっています。自分らしい生き方という設問につきましては、「文化・芸術」、

「健康状態」に関する項目の評価点が高い一方、「雇用・所得」に関する満足点が

低くなっています。生活全般に係る総合的な幸福度・満足度については、各項目に

ついて５０～６０％程度の方が、１０段階中４～６の「中立」を選択されている状

況です。 

   今回調査しました結果を基に、ほかの自治体との横比較を行うために、デジタル

庁の地域幸福度指標の活用サイトへのデータアップロードの準備、申請を現在行っ

ているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 先日、令和７年６月１日に地方創生基本構想の骨子というの

が示されまして、その中を見てみますと、今後１０年での政策と数値目標をまと

めてあります。 

   都市部などに住みながら、仕事や趣味で継続的に別の地域に関わる、いわゆる関

係人口を１,０００万人にするというのが出ておりまして、東京圏から地方への若

者の流れを倍増させると、人口の偏在解消を目指すと、こういう構想骨子（案）に

なっております。地方から東京圏への人口流出が依然として増加傾向にありまして、

実効性ある政策立案が課題となっていると、こういうことでございます。 

   当然、振興計画、それから総合戦略に盛り込むべき課題というのは、いろいろ今

から整理をされていくというふうに思いますけれども、若者や女性に選ばれる地方、

１０年後に目指す姿をこの骨子には提示してありますが、都市と地方が支え合う社

会に向けて、関係人口をどう増やしていくのかということでの提起がされていると

ころでございます。 

   人口問題を、いろいろその人口戦略会議が示しておりますけれども、消滅可能自

治体ということで、要するに２０歳～３９歳までの女性の人口が半減する、５０％

以上減る、こういったところを消滅可能自治体ということで、県内１８示してあり

まして、本町も入っております。 

   そういう中で、この方法としてはいろいろ報道されておりますように、若い人が

高校に行くために市内に出る、大学に行くため市内とか県外に出ていく。その人た

ちがまた都会に就職をします。その人たちをいかに帰ってくるような仕組みをつく

るのか、あるいは、もう就職する段階で、もう県内に職を見つけて、ちゃんと県内
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で就職できるような環境づくりをするのかと、いろいろそういう仕組みをつくらな

い限りは、もう人口減少に歯止めをかけるということは難しいんですけども、なか

なか難しいと。 

   ですから、これは今言われているように、自治体の人口の奪い合いというのが現

実になっております。先日、長野県の下條村というところの記事が出ておりました。

ここも特殊出生率が２.２幾つだったのが、みんなあそこもあちこちから視察に行

ったけれども、現状は、近隣の自治体が同じような施策をどんどん出すもんだから

魅力がなくなって、今では出生率が１.４ぐらいになったというのが出ておりまし

た。 

   そういうことで、とにかく自治体の奪い合いだけではいけませんし、結局やっぱ

りこれはもう自治体でどうこうできるような問題ではないですね。やっぱり国の施

策、そういった問題が大きく絡んでくると思います。 

   やっぱり依然として派遣社員制度がございまして、なかなか正社員は大きくベー

スアップとかがあっても、やっぱり派遣社員とかになかなか波及しない。政府はそ

の時給を１,５００円にしますよということで、いろいろ大きな目標を掲げてござ

いますけども、そればかり言っとっても結局、中小企業は払う能力がないというよ

うなことで、やっぱりそういったところには政府が中小企業の経営者のほうに補助

金を出してでも、従業員の賃金を上げるとか、いろんな国の政策として、してもら

わなきゃいかん部分が大分あるなというのを私は思っております。 

   そういうことで、そういう実態を踏まえて、この振興計画、総合戦略を今から策

定されます中で、この人口減少対策、このアンケート自体に人口減少対策の設問が

あったのか、あるいは、今後その計画の中でどのようにそれを盛り込んでいくのか

お尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明いたします。 

   アンケートの中に、人口減少対策に関する設問があったのかということでござい

ます。 

   アンケートの中に、「今後のまちづくりについて、どのようなことに力を入れる

べきだと思うか」という設問を設けております。これは約３０の選択肢の中から３

つを選ぶ形式でお伺いする設問を用意しております。そうしましたところ、２５.

８％の方が「人口減少対策」を選択されており、注力すべき項目として最も多い結

果となりました。その理由についてお伺いしたところ、人口減少に歯止めがかかっ

ていないことへの不安感や若者が定着するような職場、商店の誘致を進めてほしい

といったご意見、賃貸住宅や定住団地等、若者が定住できる住宅整備が必要である
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といったご意見が挙げられておりました。 

   また、この設問自体、３０の選択肢から３つを選ぶ形にしている中で「人口減少

対策」に回答が集中したことからも、この問題に関心を持つ方が非常に多いことが

分かります。こういったご意見を踏まえて、振興計画、まち・ひと・しごと創生総

合戦略の策定を進めてまいります。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 今、何か答えが出たような感じですが、最後に、地方創生総

合戦略、人口ビジョンなどとの連携。今、若干触れられましたけれども、この振

興計画といわゆる地方創生総合戦略、併せて人口ビジョンを同じ時期に始めると

いうことでございまして、今から策定されますけれども、この辺りとの人口減少

対策、あるいは、このまちづくりアンケートの結果について、どのような連携を

していくのかお尋ねをします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 美里町第２次振興計画及び美里町第２期まち・ひと・しごと

創生総合戦略は、いずれも本年度計画期間の終期を迎えますので、今回のアンケ

ート結果を踏まえて、計画改定作業を進めていくこととしております。また、人

口ビジョンにつきましても、今回併せて見直しを行うこととしております。 

   現在、副町長をトップ、各課長を委員とする美里町振興計画推進委員会を設置し、

５月に第１回の会議を開催したところであります。今後、この会議の中で現状と課

題を踏まえ、計画案を煮詰めていくとともに、外部委員を含む振興計画審議会にも

お諮りすることで、幅広い視点から計画をブラッシュアップしていくこととしてい

るところです。 

   また、計画を策定する上で、先ほど議員もおっしゃいましたが、国の地方創生基

本構想も意識しながら進めていく必要があると考えております。報道では、観光の

リピーターやふるさと納税の寄附者らがスマートフォンアプリを通じて申請、登録

証を発行する仕組みを想定した「ふるさと住民」が大きく取り上げられております

が、そのほかにも教育や介護、地域公共交通など、内容は多岐に及んでいるようで

ございます。 

   今年度中に構想が策定されるということでございますので、具体的にどのような

構想になるのか、また、地方の事業実施財源としての交付金や補助金の制度がどう

なるのかなど、しっかりと見極めていく必要があると感じています。 

   ＴＳＭＣ進出により、熊本県を取り巻く環境が大きく変化している中、次期振興

計画、総合戦略の計画期間である１０年間で何をするのか、限られた財源の中で何
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に重点的に取り組んでいくのかなど、しっかりと議論を進めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 今言われましたように、ふるさと納税も関連してきますけれ

ども、要するに関係人口を１,０００万にしますよということで出ております。関

係人口をやっぱり増やして、本町におきましては、ランタンフェスティバルじゃ

ありませんけれども、やっぱり町外から物すごい人が来まして、そういう人たち

をふるさと人口としていかに取り込んでいくのかとか、そういった視点をぜひ持

って、振興計画とかをつくっていただきたいと。もうあれだけの人間がふるさと

人口になれば、相当なものですけれども、そして、そういうこととふるさと納税

もやっぱりリンクしてくると思いますので、できるだけそういう人たちにふるさ

と納税、それから、問題は返礼品の問題ですが、やっぱり返礼品のお米もせっか

く九州１位を２年連続で取っておりますけれども、もう結局、作られる方も、最

初からもう契約販売でされるから、今例えば３０キロを見つけてくれと言われま

しても、なかなかないんですよ、そういう現実。だから、やっぱりふるさと納税

の返礼品用のお米は特別に作る人と話し合いをして、ある程度の一定の枠を確保

しておかないと、どこでも返礼品に困っとるでしょう。それで、高森町あたりは

一定また盛り返したということなんですが、そういうことで、せっかくいい米も

ありますので、ぜひ最初から生産農家とも稲刈りの前からちょっと話し合いをし

て、返礼品に使うお米については確保しておいていただきたいと、このように思

います。 

   以上で終わります。 

○議長（上田 孝君） これをもちまして、坂田竜義議員の一般質問を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。再開を午後１時ちょうどといたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   一般質問の途中でしたので、一般質問を続けます。 

   次に、３番、吉住淳一議員の一般質問を行います。吉住淳一議員。 

○３番（吉住淳一君） ３番、吉住でございます。事前に通告をしておきました内容

について、質問をさせていただきます。 

   本日の質問は、最初に、高齢化と過疎に伴う諸問題について、そして２番目に、
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消防・防災対策の強化について、この２点についてそれぞれ質問をさせていただき

ます。 

   まず、１番目の高齢化と過疎に伴う諸問題についてということで、①の昨年末か

ら行われた空き家調査、このことについてお伺いをしたいと思います。 

   近年増加の一途をたどる空き家数でありますが、各自治体では増加に伴って起こ

る弊害を改善し、地域にとってプラスに働かせるための取り組みを様々な面で展開

されていると思います。本町においても、空き家の数は年々増加しており、深刻な

状態だと感じています。町としても、空き家バンクの活用や相談窓口の設置など、

様々な対策に取り組んでおられると思います。 

   そこで、本町では昨年末から空き家の実態調査を専門会社に委託し、現地調査を

行うと、１２月の一般質問で答弁されておりました。ＡからＤまでの４段階で評価

するとのことでありましたが、その結果がどうだったのか。また、調査結果の内容

を踏まえて、今後どう対応されていくのか、まずはお伺いをいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   今回の空き家調査は、昨年９月から今年３月にかけて町内全域を対象に実施しま

した。現地調査の対象となった物件は１,０４０件、そのうち空き家と確認された

のが７４８件でした。議員ご指摘のとおり、今回の空き家調査では、老朽度や管理

状況に応じ、ＡからＤの４段階でランクづけを行っています。 

   調査結果は、そのまま居住可能のＡランクが２９件、少しの修理で居住可能なＢ

ランクが１４９件、大幅な修理が必要なＣランクは４４９件、居住に適さないＤラ

ンクが１１９件、草木が茂っており近づけないなどの物件が２件でした。 

   これらの物件について、今後どうするのか、所有者の意向を把握することが重要

ですので、まずは、郵送で空き家の管理状況や利活用のご意向を確認することとし

ています。中でも、比較的状態が良好で活用可能性の高いランクＡ、Ｂの物件につ

いては、利活用に前向きな回答が得られた所有者に対して、空き家バンクへの登録

をご案内することで空き家の利活用を後押ししてまいります。 

   また、空き家バンクを通じて物件を取得または賃借し、改修を行う移住希望者に

対して、改修費用の４分の３、上限１００万円を補助する空き家バンク定住促進補

助金についてもご案内を行っております。この補助制度につきましては、令和４年

度から令和６年度までの３年間で累計６件の交付実績があり、空き家の具体的な利

活用を後押しする有効な支援策として活用されております。 

   今後も引き続き、空き家の適切な管理と利活用、定住促進に向けた取り組みを推

進してまいります。 
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   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 空き家の実態を把握することを目的に、日本産業新聞という

ところが２０２０年に調査した内容によりますと、東日本に比べ、西日本での空

き家率が高く、いわゆる西高東低の傾向が顕著であると指摘をしています。東日

本と比べて、近隣都市への人口流出が大きいことが要因として挙げられるとして

います。ただ、客観的に見た場合、統計上では把握できても、実際の空き家の状

態や実態、所有者の意向などについては把握できていないのが現状ではないでし

ょうか。 

   答弁でありました本町の空き家調査では、対象物件１,０４０件のうち、移住可

能のＡランク２９件と少し手を加えれば住めるＢランク１４９件を合わせた１７８

件について、利活用を後押ししていくとのことでありますが、一方で、大規模な改

修や住むのに適さない物件がＣ、Ｄランクを合わせると５７０件に上るわけであり

ます。適切に管理されず、放置された空き家は損傷しやすく、大雨や台風で外装材

や屋根材が飛んだり、地震により倒壊したりする危険性が高く、近隣住民に迷惑を

かけることになります。 

   そういったところも今後どう対処していくのか、考えていかなくてはならないの

ではないでしょうか。例えば、所有者が遠くに住んでおられるため、実質的な空き

家の状態を把握することが難しいといったこともあると思います。周辺の生活環境

を著しく損ない、放置することが不適切と認められる特定空家にならないと、空き

家バンク等に登録しない例もありますが、特定空家状態では登録する意味がありま

せんし、自治体も登録を行っていないと思っています。 

   そこまで放置する理由としては、祭祀関係や住民への配慮、そして、いずれ使う

かもしれない、手続が面倒といったことが挙げられると思います。特に、仏壇やお

墓の存在を理由にされている所有者が多く、空き家を手放すことに対する親類者か

らの抗議や、自分の手で手放すことでご先祖様に申し訳が立たないなどが浮き彫り

になっているそうであります。 

   そういった課題は残るものの、今後も空き家が増加する中、移住・定住促進の観

点から、受け入れる側の配慮も含め登録を進める施策を進めてほしいと考えます。

例えば、当該物件の固定資産税の納付書を送付する際に、空き家バンクに関する資

料を同封したり、資料の色を白からブルーに変更した結果、問い合わせが増えたと

いう自治体もあるそうです。本町においても、様々な観点から取り組みを進めても

らいたいと思っております。 

   次に、②です。自治会、嘱託員、区長等の成り手不足をどう捉えておられるかと
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いうところで質問いたします。 

   地方では、人口減少や高齢化に伴い、町内会や自治会、嘱託会といった地域コミ

ュニティを担う人の成り手不足が深刻化しております。少子高齢化やライフスタイ

ルの多様化、仕事の忙しさなどが原因として挙げられ、地域コミュニティの維持に

影響を及ぼしています。それに加え、負担の大きさや近所付き合いの希薄化も背景

にあると思っております。 

   本町においても、家の戸数が増加している地域とそうでない地域では、大きな違

いがあると思っておりますが、とりわけ中山間地域では、同じ人が何年も役員を続

けなければならなくなり、負担増が深刻になっております。 

   本年２月の熊日に、配布物の負担が大きいと、福井新聞に掲載されていた記事を

例に特集が組まれておりました。高齢化に伴い、成り手不足や地域コミュニティの

在り方そのものが問われていると思っておりますが、今後の行政区の在り方も含め、

町としてどう捉え、考えておられるのか質問いたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 人口減少や少子高齢化の進行に伴い、地域活動や様々な産業

分野で担い手不足が深刻な課題となっていることは認識をしているところです。

特に、地域活動の現場では、小規模な行政区を中心に、区長や役員などを限られ

た方が繰り返し務めておられる、あるいは長い期間勤めておられる、そういった

状況も把握しています。 

   本町の高齢化率は、令和７年４月１日現在で４８.８％に達しており、８６ある

行政区のうち、高齢化率が６０％を超える行政区が２３区、８０％を超える行政区

も４区あります。これらの数値からも、地域の担い手不足が今後さらに深刻化し、

地域コミュニティの維持が困難となるおそれがあることに対し、強い危機感を抱い

ているところです。 

   地域コミュニティの維持は、行政運営を進める上で極めて重要な課題であり、今

後も真剣に取り組んでいく必要があると考えております。また、過疎地域などの集

落の維持、活性化に向けては、地域の実情に詳しい方を集落支援員として委嘱する

制度もございますので、今後の活用について検討してまいります。 

   議員ご指摘の行政区の在り方につきましては、行政区や地域コミュニティはそれ

ぞれが長年の歴史と多様な事情を抱えており、行政が一律に方向性を示すのではな

く、地域が主体的に議論し、考えていくことが重要であると考えています。そのた

めには、行政としてどのような支援が可能か検討をし、しっかりと寄り添ってまい

りたいと考えております。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 



 

－62－ 

○３番（吉住淳一君） そもそも自治会と嘱託会とでは若干違いがあるわけでありま

して、自治会長は地域が設置する代表者であり、地域住民の代表として活動を担

うのに対し、嘱託会は市や町が設置する行政区の長ということになるかと思いま

す。 

   本町の区長さん方においては、地域住民と自治体をつなぐ重要な役割を担い、地

域活動の推進や課題の解決に貢献されておられ、自治体と町民のかけ橋として様々

な活動に取り組んでおられると思っております。 

   その区長の成り手不足が多くの自治体で深刻化しております。様々な要因が挙げ

られると思いますが、人口減少に伴う地域コミュニティの希薄化などがあると思っ

ています。本町においても、行政区によって違いはありますが、対策を講じなけれ

ばならない地区も出てきているのではないでしょうか。 

   答弁では、町内８６ある行政区のうち、高齢化率６０％以上が２３地区、８０％

以上が４地区あるということで、まさに担い手不足の深刻さが切迫した状態だと感

じています。ただ、地域コミュニティの形成は、その地域の自治体自身がつくり上

げるものとする認識は私も同感であります。しかし、地域から維持が困難等の理由

から支援の手が上がれば、行政としてもしっかりと対応していただくようお願いし

たいと思っております。 

   また、行政から町民へ伝達する広報紙や回覧板、その他のチラシなどの配布を負

担に思われている区長さんもおられます。対策の一環でもある、今年度から開始さ

れた情報配信システムは情報の共有や意思決定ができ、負担軽減の一役になると思

っておりますが、取り扱いが難しいなど、高齢の方からは懸念の声も聞かれます。 

   これらのことを考えますと、これからの行政区の在り方や負担軽減、地域コミュ

ニティの活性化に向けた取り組みが必要になると感じます。多方面から検討してい

ただきたいと思っております。 

   次ですが、これも高齢化と人口減少が絡んでくる件だと思います。③の町内で亡

くなられ、引き取り手のない場合の対応はということでお伺いをいたします。 

   近年では、高齢者の独り暮らしや介護施設、病院といったところにお世話になら

れるケースが増えていると感じております。そこで亡くなられた場合、身寄りのな

い人、すなわち身元引受人がおられないというときに、ご遺体は自治体が引き取り、

火葬や埋葬などの後じまいをされているかと思いますが、年々こういったケースは

増えてきているのではないでしょうか。 

   ただ、そこにはいろいろな問題も発生してくると思います。費用やその方の財産

の問題に加え、まず、引き取り手がないか探すことから始めなければなりません。

本町においてもこういったケースはあっていると思いますが、昨今の現状と、どう
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いった手順で対応されているのか。また、こういった場合のガイドライン等は設け

てあるのかお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 谷口福祉課長。 

○福祉課長（谷口信也君） ご説明申し上げます。 

   まず、昨今の現状になりますが、亡くなられた方のご遺体の引き取り手がなく、

町が対応した事案は直近３か年、令和４年度から令和６年度で６件ございます。年

度別では令和４年度が１件、令和５年度が２件、令和６年度が３件でございます。

なお、令和７年度に入り、既に１件の事案に対応しております。 

   対応の際の手順として、警察や医療機関等から引き取り手のないご遺体の連絡を

受けますと、直ちに戸籍簿等による親族調査を行い、引き取りの依頼をします。生

活保護受給者であった場合は、葬儀を行う葬祭人がいるのかどうかを調査し、並行

して、遺留金品の確認、保管をすることとなります。 

   これらをおおむね３日以内に可能な限り行い、それでも引き取り手がない場合は、

身元が分かっている場合は、墓地、埋葬等に関する法律第９条の規定により、身元

が不明な場合は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法第７条の規定により、町が火葬を

行うこととなります。 

   ガイドライン等につきましては、本町では美里町遺留金品に関する要綱により、

遺留金品の取り扱いについてのみ整備がなされております。遺体や遺骨の帰属、納

骨の担い手などにつきましては、法律や指針、基準等がないため、自治体による取

り扱いに大きな違いが生じているのが現状でございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 近年増加している身寄りのない高齢者の孤独死、あるいは孤

立死でありますが、２０２３年３月に総務省行政評価局が発表した、遺留金等に

関する実態調査の結果報告書によりますと、２０１８年４月１日から２０２１年

１０月３１日までの３年半で、身寄りのない人の死亡者数は１０万５,７７３件と

なっています。また、２０２１年１０月に総務省が実施した調査では、全国の自

治体が保管する無縁遺骨と呼ばれる引き取り手のない遺骨の数が、合計で約６万

柱にも上ったことが判明したそうであります。 

   無縁遺骨の増加は、自治体や住民の負担になり、近年での社会問題となっていま

す。このような問題への対策や準備が急がれると思いますが、なかなか進んでいな

いのが現状ではないでしょうか。増加の要因として、単身高齢者の増加や家族関係

の希薄化、未婚者やこどもがいなくなった人の増加などが影響していると考えられ

ます。 
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   そんな中、火葬、納骨後、親族が見つかったりとトラブルも発生しており、ガイ

ドライン等を設けている自治体も全体の１１.３％にとどまっております。備えと

しては、遺言書を残しておく、葬儀会社に相談しておく、死後事務委任契約を結ん

でおくなどがあると思います。特に、この死後事務委任契約は、自身が亡くなった

ときに発生する各種手続を生前から信頼できる人に委任することで、老後を安心し

て暮らせる一つの方法かもしれません。 

   いずれにせよ、地方での人口減少や高齢化を考えますと、これらにもしっかりと

目を向け、自治体として支援の取り組みが必要になってくると思っております。 

   次に、④です。高齢による運転免許証の自主返納者支援はというところでお伺い

をいたします。 

   年々増加してきている高齢者による交通事故でありますが、２０２２年の高齢者

運転による交通事故の件数は４,８１９件と、前の年より２５０件増加しておりま

す。また、事故数全体の割合も１５.４％と増加しております。そして、昨年の交

通事故による死亡者数は２,６６３人ですが、その半数以上の１,５１３人が６５歳

以上の高齢者であります。 

   こういった高齢者の事故防止のためには、運転技能の低下を考慮した運転免許証

の更新制度や道路環境の整備、そして、高齢者自身による安全意識の向上が重要だ

と思っております。そういう中、自ら運転免許証を自主返納される方も増えてきて

おります。そして、自主返納された住民に対して、公共交通機関の運賃を割り引く

といった取り組みを実施している自治体が多くあります。 

   本町においては、美里町運転免許証自主返納者対策事業実施要綱を平成３０年１

０月に施行されております。対策として、美里町コミュニティバスの利用券を交付

するようなことになっていたと思いますが、随分と年数が経過しており、事業補助

金においても少ない額であります。 

   高齢化に伴い、今後増加してくると思われる免許証返納者に対してどう支援され

ていくのか。また、これまでどのぐらいの自主返納者がおられるのか。現在検討中

であるコミュニティ交通の整備等にも関連してくると思いますが、今後の考え方や

取り組みについてお尋ねをいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 現在、運転免許証の自主返納者への支援といたしまして、美

里バスの利用券を１人１回限り１万円分交付しており、平成３０年の制度創設か

らこれまでに３８人の方に交付しました。 

   補助金は、利用券の使用実績に応じて美里バスの運行事業者へ支払う仕組みとし

ておりますが、令和６年度の補助実績は１,０００円と、利用実績は極めて少ない
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状況でございます。 

   この要因としましては、様々なことが考えられます。例えば、病院であれば送迎

がありますし、買い物は隣近所であったりご家族、親戚の助け合いで対応されてい

たり、あるいは、免許返納後は外出そのものを控えるようにされている例もあると

考えます。 

   議員もご承知のとおり、美里バス自体に対しても様々なご意見をいただいている

ところであり、今年度、新たな地域公共交通の仕組みを構築するための実証実験を

行うこととしています。実証実験は、ドア・ツー・ドアの乗合タクシーを基本とし

た運行形態で行うこととしておりますので、この実験の中で、免許を返納された方

を含め、高齢者の皆様の移動の利便性をどれだけ向上できるのかしっかりと検証を

行い、次の公共交通体系をつくり上げていきたいと考えているところです。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 先ほども申しましたが、高齢者の運転による交通事故が社会

問題化している昨今、免許証を自主返納する高齢者は増加しております。 

   最近、運転に不安を感じるとか、若い頃とちょっと違うなど、加齢とともに身体

も変化していきます。例えば、視野が狭くなったり、記憶力、判断力が低下したり、

筋力の衰えや反射神経が鈍くなったりと、そのため若い頃の運転ができなくなり、

操作ミスなどが起こりやすくなります。 

   しかし、そういう状態になっても免許証の自主返納をためらう人もおられます。

ためらう理由として、車がないと生活が不便と回答した人が最も多く、全体の８割

に上っているそうであります。一方で、家族などに勧められて返納しようと思った

人が４割以上を占め、自ら返納しようと思った人もある程度の数おられたそうであ

ります。 

   こういった運転免許証を自主返納された方への支援を、もっと強化すべきだと考

えます。高齢者の移動手段は、生活の質と自立心に大きな影響を与えると思います。

車を頻繁に運転していた方にとって、免許返納前は自由なタイミングで出かけるこ

とができました。しかし、返納後は、公共交通機関や知り合いの車に同乗させても

らうことになると思いますが、その際に、時間の管理や費用の問題、頼みづらいな

どストレスや孤立感をさらに感じることになりかねません。新しい移動手段を見つ

けて積極的に外出することができれば、社会との関わりが今以上に増え、心身の健

康にもつながると思います。 

   全国の市町村を対象にした令和６年３月の農林水産省の調査では、１,０８４あ

る市町村のうち、８９.９％が移動手段の対策が必要と回答しております。これら

のことから見ても、地域と自治体が一緒になって多方面から進めることが重要だと
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感じます。 

   町長の答弁でもありましたが、現在、本町では交通空白の解消に向けた新たな取

り組みに力を入れておられます。免許を持たない高齢者の増加が見込まれる中、こ

ういった支援も踏まえながら、取り組んでいただきたいと思っております。 

   次の質問ですが、これについても過疎化に伴う生活基盤の衰退化から来る問題で

あると思っておりますが、⑤になります。ごみ収集に係る経費や収集の在り方、そ

れと質問状には載せてありませんが、ごみの出し方についてもお伺いしたいと思い

ます。 

   新型コロナウイルス感染症の発生以降、外出自粛や生活様式の変化に伴い、家庭

から出るごみの量が増加しているように感じています。その影響で、収集作業の遅

れに悩まされる自治体も出ているようです。 

   本町においては、町内の会社に委託されておりますが、ごみ収集業界は収集車の

移動効率や収集時間の遅延等の課題を抱えられていると思います。また、ごみを出

す側においても、高齢者や独り暮らしの影響で、集積場まで持っていくのが一苦労

だとおっしゃる方も出てきておりますし、決められた曜日以外に出される方もおら

れます。特に、過疎地域ではこういった事例は今後多くなると見込まれる中、対策

を講じる必要があると感じますが、どう捉えておられるのかお伺いをいたします。 

○議長（上田 孝君） 谷口福祉課長。 

○福祉課長（谷口信也君） ご説明申し上げます。 

   ごみの収集につきましては、町内に点在するごみ収集場所から処理場まで最小の

経費で効率的な運搬ができるよう、事業者とともに計画を作成し、町民の皆様のご

理解とご協力により取り組んでいるところでございます。 

   一方、ごみを出す場合ですが、お困りになっている方への支援として、介護保険

制度におけるホームヘルプサービスの家事援助や介護予防・日常生活支援事業での

サービスがございます。このうち、日常生活支援事業は、住民主体による支援であ

り、ボランティアによる生活援助を主体として日常生活に対する援助を行うサービ

スになります。要支援１、２または基本チェックリストにより対象者と判定されれ

ば、利用できるものとなっております。 

   実際、このサービスにおける昨年度のごみ出しへの支援実績としては、実利用者

で１２名、延べ３０５回でございました。なお、実際には地域の支え合いの中で支

援されている例もあると聞いております。このような共助を推進していくことも、

地域福祉が目指しているところでもございます。 

   本町の人口推計では、総人口は減少しつつも後期高齢者数は増加していく状況に

あり、地域で生活される高齢者の生活実態などをしっかり把握しながら、必要な支
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援策を講じていきます。ごみを収集していただく、一方ではごみ出しをされる、双

方にとって持続性の確保に関係課とともに努めてまいります。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 現代に生きる私たちは、様々な環境問題が存在する社会で暮

らしています。世界を見ると、各国の首脳が集まるＧ７の会議においては、環境

問題が毎回議題に上がっております。そして、私たちが身近で毎日出しているご

みも環境問題の一つで、増え過ぎたことによる社会問題となっております。とり

わけ、地方では過疎化が進み、可燃物やその他のごみ出しに様々な懸念が生じて

おります。 

   人口減少や高齢化でごみ出しの負担が増え、適切な処理が困難になる可能性があ

ります。例えば、重いごみを運ぶことが困難になり、ごみ出しを拒否するケースが

増える可能性がありますし、それに伴い、不法投棄が増えることも予想されます。

また、人口減少が進むと税収は減少し、財政が逼迫し、必要な人材や予算確保が難

しくなります。こういったことを考えますと、先々、従来の廃棄物処理体制から高

齢化社会に対応した廃棄物処理体制にシフトしていくことも考えなければならなく

なるのではないでしょうか。 

   答弁でもありましたが、本町においては、幾つかの支援制度として、ごみ出しサ

ポート制度や戸別収集サービス、そして費用はかかりますが、介護保険を利用した

訪問介護サービス等があるようですので、社会福祉協議会に相談されたり、行政と

してもそういった情報の開示と調査、モニタリング等を行い、ごみステーション整

備補助金等の活用も図りながら、さらに効率的で持続可能な方法を模索していく必

要があると思っております。大変重要な問題だと思いますので、将来に向けた取り

組みをお願いしたいと思っております。 

   ここまで、過疎と高齢化に伴う身近な問題について質問をしてまいりましたが、

問題が見えないままでは解決につながらないと思っております。見えにくくなって

いるものに意識を向けることが重要だと思いますので、身近にある様々な問題にし

っかりと目を向けて取り組んでもらいたいと思っております。 

   次に、２番目です。消防・防災対策の強化についてということでお伺いします。 

   防災関連につきましては、毎回のように一般質問で質問させていただいておりま

すが、今回は４項目について質問したいと思います。 

   まず最初に、山林火災の大規模化に伴う本町の対策はということでお伺いをいた

します。 

   近年、世界各地で山林火災のニュースが相次いでおりますが、国内においても本
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年２月２６日、岩手県大船渡市で発生した森林火災をはじめ、各地で大規模な山林

火災が発生いたしました。特に、大船渡市で発生した森林火災は、収束まで２週間

を要する事態となり、鎮火宣言を出されたのは１か月以上たってからでありました。

その間、避難指示が発令され、一時４,０００人を超える人たちが避難を余儀なく

されました。焼失面積は市域の８％に当たる２,９００ヘクタールに拡大し、平成

以降で最大規模となり、１人が亡くなり、建物被害は２００棟を超えております。 

   政府は激甚災害に指定し、支援を行うと発表をいたしました。その後も、国内各

地で山林火災が相次ぎました。 

   本町においても、面積の７割から８割は山林が占めており、一旦火災が発生した

場合、甚大な被害をもたらす可能性があります。森林火災が発生する要因は様々だ

と思いますが、対策を強化する必要があると感じております。町としての対策をお

伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   近年における本町の山林火災の発生件数は、令和２年度の１件のみとなっており

ます。ただし、山林火災には至っていないものの、枯れ草火災など毎年のように発

生しており、主な原因は、焼却後の残り火や周辺地からの飛び火によるものです。

火災は、特に空気が乾燥する冬から春にかけて多く発生する傾向があります。 

   そこで、予防策としましては、森林法及び美里町火入れに関する条例に基づき、

火入れや野焼きに関するルールの周知徹底を図るとともに、乾燥期には注意喚起等

を強化するなど、未然防止に努めております。 

   また、発生時の対策としましては、消防団や関係機関との連携体制の強化に加え、

消防用水施設や資機材等の整備を進めております。加えて、地元住民を対象とした

初動対応訓練の実施を通じて、火災発生時の迅速な対応力向上にも取り組んでまい

ります。さらに、大規模火災に備え、常備消防や自衛隊などの広域的な応援体制の

整備を進めるとともに、防災行政無線やメール配信、ＳＮＳなどの複数の手段を活

用した情報伝達体制の充実も図っております。 

   議員おっしゃいましたように、本町は森林面積が町全体の約７割を占めており、

ひとたび山林火災が発生すれば、甚大な被害につながるおそれがあります。そのた

め、火災の未然防止と発生時の対応力強化は極めて重要であると認識しております。

山林火災は、住民一人一人の注意によって防ぐことができます。人命や財産、かけ

がえのない自然を守るためにも、火気の取り扱いには十分注意していただきますよ

うお願い申し上げます。 

   以上でございます。 
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○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 山火事を予防する対策は、各自治体で実際にどう取られてい

るのでしょうか。答弁でもありましたが、林野庁のまとめでは、山火事の７割が

冬から春、１月から５月にかけて集中して発生しております。春先は行楽や山菜

採りで山に入る人が増えるほか、農作業前の野焼きなどが山林に飛び火すること

も原因になっているようです。 

   そして、地球温暖化の影響により、世界の多くで極端な乾燥と強風が増えて、山

火事の発生や拡大が起こりやすくなっていること、また、気温が高いと土や植物の

水分が空気中に蒸発しやすくなるので、空気の乾燥だけでなく土や植物の乾燥も進

み、さらに燃えやすい状況になっていると、専門家は指摘をしております。 

   世界資源研究所のデータによりますと、２０年前は世界の森林焼失面積は４００

万ヘクタール前後でありましたが、２０２３年には１,２００万ヘクタールを記録

し、３倍近くも増大しております。このような状況を考えますと、温暖化対策に取

り組むことが最重要になってまいりますが、身近で起こる山林火災は、先ほど申し

ました人為的な要因が大きいと考えます。 

   大切なのは、火の不始末を防ぐこと。具体的には、枯れ草のある場所でたき火を

しない。火入れの際は、その場を離れない。強風時や乾燥時には、たき火を控える。

たばこのポイ捨ては絶対にしない。家庭ごみを庭先で燃やさないなど、基本的なこ

とを守れば、山林火災は大部分が予防できると思います。 

   せんだって、議会において町有林の視察を行いました。数か所を見て回りました

が、近隣の山を含め、一旦火災が発生したら大変なことになると、実際に見て感じ

たところでありました。 

   岩手県大船渡市の山林火災では、長年、消防活動に携わってきた人たちが過去に

経験したことがないと口をそろえ、ベテラン消防団員の１人は、現状を見て初めて

山火事が怖いと感じたと、当時の心境を振り返っています。取り返しのつかない大

規模な山林火災が発生しないよう、町としても地域と連携し、予防や対策の強化に

努めていただきたいと思っております。 

   次に、②です。地震等大規模災害時の職員派遣はということでお伺いをいたしま

す。 

   総務省はこのほど、南海トラフ巨大地震で甚大な被害が想定される１０の県に対

し、応援職員を派遣する自治体を事前に割り当てる方針を決めました。被災した自

治体に県境を越えて応援職員を派遣する仕組みであります。 

   被災した自治体は、住民の対応など業務が膨大で人手が不足すると予想されます。

総務省は、２０１８年に応急対策職員派遣制度を立ち上げ、運用を始めました。通
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常は、災害発生後、職員派遣を決めますが、南海トラフ巨大地震などの大規模な災

害が発生した場合は、被災する範囲が広く、混乱が予想されることから、自治体間

の距離などを基に事前に決めておくというものであります。 

   本町においても、以前一度質問はしておりますが、再度、派遣の流れや人数など

について説明をお願いしたいのと、逆に、本町自身が大規模災害等で被災した場合

の受援、受け入れ体制、これについてもお伺いしたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   地震等の大規模災害発生時における本町の派遣につきましては、先ほど議員おっ

しゃいましたように、総務省が定める応急対策職員派遣制度に基づき実施されてい

ます。この制度では、被災した市町村に対し、都道府県または政令指定都市が、原

則として１対１の対口支援方式により支援が行われています。 

   令和６年に発生した能登半島地震においても、この対口支援方式が採用され、熊

本県では、熊本市を除く県内の市町村により合同チームが編成されました。これに

より、令和６年１月２３日から５月３０日までの期間、石川県輪島市に対し、延べ

２１回、合計５３９人の職員が派遣をされました。本町からもこの支援活動に参加

し、延べ７回、１１人の職員を派遣し、住家被害認定調査業務などを担いました。 

   また、平成２８年に発生した熊本地震の際には、本町が被災自治体として同制度

に基づく支援を受け、災害の状況に応じて他の自治体から職員の派遣を受け入れま

した。実際に、愛知県稲沢市や宮城県女川町などからの職員の派遣を受け、住家被

害認定調査業務等の業務に従事していただいたところでもございます。 

   今後も、能登半島地震や熊本地震での経験を踏まえ、南海トラフ地震をはじめと

する大規模災害に迅速かつ的確に対応できるよう、職員の派遣体制の整備に努めて

まいります。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） まさに大規模災害時に必要なのは、被災自治体を支える全国

の応援職員の力だと思っております。２０１６年の熊本地震の際も、被災地外の

自治体から県及び被災市町村に対し、多くの職員が派遣されました。都道府県か

らの短期職員派遣状況だけ見ても、その規模は地震発生から約６か月半後の１０

月３１日現在で４万６,８２７人に及んでおります。 

   しかし、活発に行われている職員の被災地支援でありますが、そのたびに応援、

受援に関する問題が挙げられ、被災自治体側での応援受け入れ体制の整備が指摘さ

れているところでもあります。 
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   防災対策は、担当課が積極的にやればよいというような自治体もあると思います

が、災害対応は多くの課にまたがることばかりであります。自分の担当領域を把握

するのは当然でありますが、これは自分の仕事ではないと手をつけないのはあり得

ません。前後の業務を想定して、隙間なくつなぐ意識が大切ではないでしょうか。

職員全体で防災スキルを高め、人材育成の機会として積極的に職員を派遣し、その

経験や知識を組織内で共有することが重要だと考えます。 

   また、職員として住民を守るため、外に出られるよう、家族での話し合いと準備

も大切だと思います。地方公務員の役割は、個別自治体だけの奉仕ではなく、自治

体間で職員を派遣し、応援するという自治体全体への奉仕が求められる仕事だと思

っておりますので、今後もしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 

   次、③です。災害時に備える行政備蓄品の現状と取り組みということでお伺いを

いたします。 

   政府は今年２月末、防災庁の設置に向けた政府の有識者会議の会合を初めて開き、

大規模災害では行政の対応に限界があり、民間との連携が重要になるとして、官民

連携の橋渡し役としての機能を担わせるべきだといった意見が出されました。 

   本町を含む地方の行政機関では、大規模な災害が発生した場合、ライフラインが

寸断され、自力で食料や生活必需品を調達できない状況に陥る懸念があります。災

害発生時に住民の生活を支援し、社会の機能維持に不可欠な役割を果たす行政備蓄

品の存在は非常に重要だと思っております。本町においての備蓄の状況や種類、備

蓄倉庫などの整備も含め、今後の取り組みについてお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   本町では、大規模災害に備え、他の自治体や民間事業者等と締結する災害時応援

協定を締結し、物資の確保等に努めてきました。しかし、平成２８年の熊本地震で

は、物資の調達や輸送が平時のように機能せず、物資不足が深刻な課題となりまし

た。 

   この教訓を踏まえまして、町では災害対策基本法及び地域防災計画に基づき、美

里町備蓄計画を策定したところでございます。本計画では、災害発生から物資が届

くまでの約３日間に必要な飲料水、食料、生活必需品等を備蓄する方針を定めてお

ります。 

   そこで現在、本町の備蓄品目は１３品目ございます。主なものとしまして、食料

品では、アルファ化米や乾パンなどを１万５,２００個、乳幼児粉ミルクを約９０

缶、飲料水では、５００ミリの水が約１万１,９００本、衛生用品では、大人用お

むつが約２,０００枚、こども用おむつが約１,１００枚、トイレットペーパーが約
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２４０巻、生理用品が約１,６００枚ございます。また、設置型トイレが１６０基、

携帯トイレが５００回分、また、トイレ洋式化アタッチメントが４４個となってお

ります。そのほか、避難所生活用品としまして、毛布や簡易ベッド、パーティショ

ン等を備えております。 

   また、これらの備蓄品を保管できる備蓄倉庫でございますが、現在、中央庁舎防

災倉庫と砥用庁舎、総合体育館、砥用中学校の４か所ございます。今後の取り組み

としましては、本年度、新たに国の交付金を活用し、砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター及び

砥用中学校体育館横に備蓄倉庫の設置を予定しております。 

   また、備蓄品につきましても交付金を活用し、ワンタッチパーティションを２０

０張り、自動圧着式の簡易トイレを２５台、スポットクーラーを２０台、簡易ベッ

ドを２００台、購入を予定しております。今後も備蓄品の賞味期限等による入替え

等もありますので、必要数を確保していくため、交付金等を活用しながら備蓄計画

を進めてまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

   訂正をさせていただきます。申し訳ございません。携帯トイレが５,０００回分

です。失礼しました。修正いたします。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 訂正いただきました。２０１１年３月に発生した東日本大震

災の際には、内閣府の推計で約５１５万人の帰宅困難者が発生したとされており、

２０１６年の熊本地震では、最大避難者数が１８万３,８８２人で、県人口の約１

割に上りました。また、避難所も８５５の箇所で開設されております。 

   本町においても、大規模な地震等による災害が発生した場合、山間部では孤立す

る集落が発生し、それに伴い、帰宅困難者も多く出てくると予想されます。また、

開設した避難所や車中泊者に対しても対応が急がれます。 

   そういう事態を想定した場合、備蓄品の備えは万全でなければなりません。特に

食料と水については、生きるために不可欠な要素になります。災害が発生した際に、

自治体が開設した避難所においても、避難者の健康を維持し、災害関連死を防ぐと

いう観点から、食料と飲料水の備えは自治体の重要な責務の一つと言えます。 

   しかし、量・質ともに備蓄が十分とは言えない自治体もなくはありません。加え

て、十分な食料や水の備蓄、供給があっても、実際には被災者に届かないケースも

起きております。また、避難所等で使用する各種資材においても同様であります。 

   本町においても、様々な有事を想定した行政備蓄や備蓄倉庫の拡充を進めるべき

ではないでしょうか。本町においては、備蓄倉庫を新たに２か所設置されるとのこ

とでありますが、自治体の防災対策は日々進化していると思います。 
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   同時に、新たな課題も浮上しているのが現状だと思います。具体的な取り組みと

その過程で生じる課題をしっかりと見極めながら、強化してもらいたいと思います

し、住民も、自治体の防災対策を知ることで、一人一人の防災意識を高める第一歩

となるのではないでしょうか。行政と町民が一体となり、対策に取り組んでほしい

と思っております。 

   次です。最後の質問になります。④の防災会議や担当部署において、女性の起用

が進んでいないのをどう捉えておられるかというところで質問いたします。 

   このことにつきましては、昨年９月の議会定例会一般質問において同じような質

問をさせていただいたと思いますが、そのときの町長による答弁によりますと、防

災会議委員は４１名中、女性が４名で、委員全体の１割となっており、非常に少な

いと感じている。国が定める目標の１５％にも届いていない状況であるとのことだ

ったかと思います。その上で、町としては、男女で異なる支援のニーズに的確かつ

迅速に対応すべく、女性の参画を促進していきたい。また、防災にかかわらず、

様々な面で女性の登用や採用を行っていくと答弁されております。 

   そのような中、４月２０日の熊日に、防災会議女性起用進まずといった記事が載

っておりました。それによりますと、県内では女性の防災職員がいまだ０の市町村

が１４あるそうです。市町村の割合では、本町は防災会議委員が９.８％で、防災

担当部署においては０となっております。再度、現状と今後どう展開されていくの

かお伺いをしたいと思います。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 防災会議への女性の登用につきましては、令和６年９月の定

例会一般質問におきましても、災害時、男女で異なる支援ニーズに適切かつ迅速

に対応するためにも、女性の参画を促進していきたいと答弁したところです。 

   市町村防災会議の組織につきましては、災害対策基本法の規定により、都道府県

防災会議の組織構成に準じて条例で定めることとされており、委員の多くが職務上

の指定、つまり充て職によるものとなっております。充て職であることから、現状

では女性の登用が難しい面もございますが、学識経験のある者の中から町長が任命

できるとする規定もあることから、今後も女性の積極的な登用について検討を継続

してまいります。 

   防災担当部署への女性職員の配置につきましては、女性の視点を取り入れた災害

対応の観点から、多様性の確保が重要であると認識しております。一方で、災害時

には泊まり込みを伴う業務などが発生することから、子育てや介護など家庭との両

立が求められる職員にとっては、配置が困難な状況もあると承知しているところで

す。 
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   女性の視点を防災施策に反映するという観点からは、平時より防災担当部署と女

性職員との連携を強化することで、多様な意見や視点を取り入れることも可能と考

えております。まずは、こうした連携の在り方を具体的に検討してまいります。 

   避難所運営につきましては、令和６年に発生した能登半島地震において、女性用

物資の配布を男性職員が行っていたとの報道もございました。このような事態を踏

まえ、避難所に派遣する職員の男女構成比についても再検討し、避難所で生活され

る全ての方々、特に女性への配慮が適切に行える体制を整備してまいります。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 災害時の女性起用は、避難所運営や防災対策において女性の

視点を取り入れ、より質の高い対応を実現させるために大変重要だと思っており

ます。国も女性の防災参画を推進しており、地方防災会議での女性委員の役割向

上などを目標に挙げております。 

   災害時による影響やニーズは、男女によって異なります。例えば、避難所での生

活において、女性は女性専用の物資が必要になりますし、更衣室や個室が不足する

課題を抱えやすい状況になりがちです。 

   そういう中、女性の防災意識は高く、避難所運営や地域の防災活動に積極的に参

加する傾向にあるかと思っています。様々な社会的要因による災害時の混乱を最小

限にとどめることからも、女性の防災参画は大変重要だと思いますので、本町にお

いても様々な面からアプローチをし、女性を取り入れた対策の強化に努めていただ

きたいと思っております。 

   ここまで、防災関連について質問させていただきましたが、今年も梅雨入りを迎

え、これから大雨や台風などによる災害発生のリスクが高まる季節を迎えます。何

事も起こらないのが一番よいのですが、起こった場合の対応が後手に回らないよう、

しっかりと準備を進めてもらいたいと思っております。 

   以上で、今日の私の質問を終わります。 

○議長（上田 孝君） これをもちまして、吉住淳一議員の一般質問を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。再開を午後２時１５分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５７分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   一般質問の途中でしたので、一般質問を続けます。 

   次に、８番、福田秀憲議員の一般質問を行います。福田秀憲議員。 
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○８番（福田秀憲君） それでは、通告しておきました２点について質問をいたしま

す。 

   まず、第１点は、上水道について、第２点は、スマートフォン等の利用について、

質問をいたします。 

   まず、上水道について質問をいたします。 

   水源の有機フッ素化合物ということで、最近新聞をにぎわしておりますけれども、

ＰＦＡＳと言いますけども、それは永遠の化学物質ということで、このＰＦＡＳに

は１万種以上あって、水や油をはじき、熱に強い性質から、料理用のフライパンや

泡消火剤などに、また化学物質にも強いため、半導体の製造などにも幅広く利用さ

れています。 

   しかし、このＰＦＡＳには、自然界で分解されにくく、環境中や生物の体内に蓄

積するという厄介な特徴があります。大気中に放出されたＰＦＡＳを雨水とともに

大気や海、土壌を循環し、汚染が世界中に広がっているということが明らかになっ

ております。 

   人体の影響についても、様々な健康調査、研究が行われているところであります。

発がん性があり、肝臓、腎臓、甲状腺、免疫機能への悪影響が懸念をされていると

ころであります。県内では、宇土市松山最終処分場、宇城市の簡易水道の水源など

が国の暫定目標値を超えるＰＦＡＳが検出されております。 

   そこで、美里町にも栗崎の最終処分場というのがあります。それと、町の簡易水

道の水源も４か所にあるわけであります。この水源または処分場の水質検査は、暫

定目標値に満たないというので問題なしという報告も受けておりますけれども、こ

れは国、県からの要請にて調査測定されたものでありますけれども、再度、甲佐か

ら供給される水源の水質の測定結果も含めて、再度確認をしたいと思いますが。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） ご説明を申し上げます。 

   まず、町営水道の水源といたしまして、本町の町営水道の水源は現在、旧砥用地

区３か所、それから中央北地区簡易水道事業に利用する小筵水源を合わせた４か所

となっております。 

   これらの水源について、令和６年度に県の要請を受けまして、有機フッ素化合物、

通称ＰＦＡＳと言いますが、測定を実施しました結果、４か所全ての水源において

ＰＦＡＳは検出されませんでした。また、中央北地区簡易水道事業では、不足する

水量においては甲佐町から供給を受ける予定としております。念のため、甲佐町に

も確認したところ、甲佐町の水源からもＰＦＡＳは検出されていないとの報告を受

けております。 
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   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 松山最終処分場につきましては、検査したときに、その周辺

から出ております。ただ、最終的には、その原因は松山最終処分場ではないとい

うことに最終的には落ち着いたところです。 

   美里町は、先ほど栗崎の処分場の話もされました。１回は栗崎処分場を測定した

ときには、若干高い値が出たわけでありますけども、しっかりと集積桝、これが全

然掃除されていなかったものですから、集積桝の掃除をし、それから、ろ過剤をし

っかりと換えて、その後、測定をした結果、全く問題がない値が出たという報告を

受けているところです。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 現在使っている水源とか処分場につきましては、安心できる

というようなことで受け止めます。 

   それと、それ以外の組合が運営する簡易水道、また専用水道、個人管理の水道な

どがあるわけであります。この水道水を利用する人たちも、やはり不安を抱えてい

るのではないかと思っております。通常の水質検査に加えて、ＰＦＡＳの測定を加

えると、多額の費用がかかるわけであります。 

   本来ならば、そのＰＦＡＳの測定は、運営している組合が測定すべきであると思

いますけれども、その測定に要する費用が多額になるということでありますので、

その負担が大きいわけであります。町として、その費用面で補助を検討すべきでは

ないかと私は考えておりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） ご説明を申し上げます。 

   令和８年度からＰＦＡＳの取り扱いにつきましては、水質管理目標設定項目から

水質基準目標に移行をされる予定となっております。これにより、水道法の適用を

受ける簡易水道組合事業者においては、ＰＦＡＳに係る水質検査が法令に基づく必

須項目となる見込みでございます。 

   一方で、水道法の適用を受けない飲料水供給施設や個人の飲用井戸等につきまし

ては、法的な義務が課せられないことから、水質検査が十分に進まない可能性も懸

念されるところでございます。 

   こうした中、熊本県では、令和７年度にＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに係る飲用井戸等

の水質検査を支援する補助金交付事業が実施されております。本町としましては、

こうした県の支援制度や近隣市町村の動向を注視しながら、将来的に支援策の必要

性について検討してまいりたいと考えております。 
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   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） やはり水というのは、町営水道であっても個人のところであ

っても、やはり健康に害が及ぶのは同じでありますので、町営の水道は町で実施

をされると思いますけれども、やっぱり組合でするとなると、結構、組合も資金

的に無理なところがありますので、その辺りは少しは考えて、みんな平等になる

ように測定ができればと思う。 

   これは１回測定すれば、私のところも、硝酸態窒素が出るんですけれども、１回

測定して出る。そうすると、大体同じ値が毎年出るわけであります。だから、１回

測って、この測定の結果が暫定目標値以内であれば、相当な年月が経たなくては恐

らく出ないんじゃないかなと私は思いがしておりますので、この辺りの検討もして

いただいて、ぜひ費用面での補助をちょっと検討していただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

   それから、私が以前質問もしましたけれども、三本松にも最終処分場があります。

その最終処分場の下にはすぐ川が流れておりますけれども、その河川辺りは毎年数

十か所、水質の検査が行われているということでありますけれども、その中には、

ＰＦＡＳ、有機フッ素化合物の測定は行われていないわけであります。これはどの

ように考えておられるのか。 

○議長（上田 孝君） 宮﨑住民生活課長。 

○住民生活課長（宮﨑博文君） ご説明申し上げます。 

   現在、河川につきましては年２回、町内１７か所において検査を実施しておりま

す。この検査は、「生活環境の保全に関する環境基準」に基づき、水素イオン濃度

や大腸菌数など６項目について実施しているものでございます。 

   また、畝野の産業廃棄物安定型埋め立て処分場につきましては、施設下流の金木

川で年２回、人の健康の保護に関する環境基準に基づき、大腸菌数、水銀、ヒ素な

ど２７項目について検査を行っております。 

   なお、有機フッ素化合物につきましては、いずれの検査項目にも含まれておらず、

現時点では法的な検査義務もないことから、検査は実施しておりません。今後の検

査の必要性につきましては、国や近隣市町村の対応状況を注視しながら適切に検討

してまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） この河川というのも、やはり飲料水と同じで、相当私たちの

生活には影響があると思うので、これも今、国・県の指導に従って、ぜひ測定さ
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れるように検討をお願いしたいと思います。 

   美里町の簡易水道の水道水の温度対策というのは、どのように考えておられるの

かお尋ねをいたします。 

   中央の佐俣地区から水道水の温度についての指摘を受けました。昨年は猛暑の日

が続き記録的な暑さであったことが、水道水の温度が４０度を超える日があったと

いうようなことであります。話によると、冷やしそうめんが冷やしそうめんになら

ないというような話でもありました。 

   これに対応するため、上下水道課が原因究明と対策を検討しておられますけれど

も、その結論が出たのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） ご説明を申し上げます。 

   町といたしましても、夏場になると町営水道の水温が温かくなるという状況につ

いては認識をしているところでございます。 

   町全体のことをちょっと申し上げますと、町営水道事業は昭和６２年に開始され

ておりますが、当初は国の助言に基づき、配水管の埋設の深さが１２０センチで施

工をしておりました。しかし、平成１１年頃から、国の方針変更により、埋設管の

深さは６０センチから８０センチの範囲で施工するようになっているというふうに

聞いております。 

   近年の気温上昇により、配水管の埋設の深さが浅くなった影響が水温に現れてい

る可能性もございます。また、宅内に引き込まれている給水管はさらに浅い深さで

施工されている場合が多く、給水管の延長が長くなるにつれて、同様に外気温の影

響を受けやすくなってきておるところでございます。 

   近隣市町村にも、対策状況について照会を行っておりますが、多くの自治体にお

いても同様に水温上昇への対応に苦慮されており、現時点で有効な対策が見いだせ

ていないのが実情のようです。 

   町では、現時点での対策として、いわゆる泥吐き栓から定期的に水を排出するこ

とにより、配水管内の水を循環させ、水温の低下を図る取り組みを行っているとこ

ろでございます。また、佐俣配水池におきましては、今後検討しているところは、

流入水と配水される水の温度を比較することでございます。温度差が確認された場

合には、佐俣配水池に対する対策を講じる必要があります。 

   一方で、温度差が見られない場合には、流入する水自体の温度に問題があると考

えられるため、その対策については再検討する必要がありますので、専門的な業者

への相談も含めて、何か有効な対策がないかを検討してまいりたいと考えておりま

す。 
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   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 今、答弁いただき、説明をしていただきましたけれども、高

温の原因というのは給水タンクとか給水管、配水管、いろいろな場所が考えられ

ると思うんですけれども、今、中央北地区の水道工事を施工されているわけであ

りますけれども、今までと同じような形で設備を施していけば、水温の高温が考

えられるわけであります。 

   これは設備が出来上がってからでは、ちょっと対応が難しいのかなという思いが

しておりますけれども、一番対策的にできるのは、先ほど上下水道課長が言われま

したように、配管の深さを変えたらどうかなという思いが私はしている。というの

は、給水管、配水管で相当な距離がありますので、やっぱり浅いと相当温度に影響

されるんじゃないかなという思いはしているわけであります。 

   その辺りの計画を見直して、管路の埋設を深くするような対策を講じたらどうか

というふうに考えております。管路の埋設が、先ほど言われましたように６０セン

チということでありますけれども、道路法では６０センチ以上になっているんで、

深くなるのは制限がありませんので、その辺りの検討をしていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） ご説明申し上げます。 

   現在、令和５年度から中央北地区簡易水道事業が始まっております。現在の埋設

の深さは、８０センチから１００センチの間で管を埋設しているところでございま

す。今後、配水管の埋設の深さにつきましては、工事計画において再検討したいと

いうふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 検討をよろしくお願いいたします。 

   続いて、中央北地区簡易水道事業の工期の短縮ということで質問をいたします。 

   当初計画では、令和５年度から令和１４年度までの１０年間の工事予定で、中央

北地区簡易水道事業の計画ができておりました。それを４年短縮して、令和１０年

度に完成するような６年計画で整備するように変更をされたわけであります。これ

はやっぱり住民の意に沿って、大変評価できるところであります。 

   広報みさと５月号に、令和７年度の中央北地区簡易水道工事の計画が掲載されて

おりました。工事自体は水源地、配水池、小筵水源地の整備、上中郡の送水ポンプ

場の整備、中央北配水池整備、電気計装設備の工事が予定されているわけでありま
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す。 

   現在の工事を見てみますと、工事は水源地から配水池、送水ポンプ場と順番に工

事が行われているように思います。令和８年度から各地域への配水管が敷設され、

各戸への給水管が敷設される予定になっています。 

   設備の整備と各地区への給水、配水設備の整備と並行して、同時に工事ができな

いかと。そうすることにより、令和８年度から令和１０年度までの工事予定を前倒

しして、工期短縮が図れるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょう

か。 

   というのは、住民の人あたりは、どこの工事を今やっているんだと、町の一大工

事であるのに、というところもありますので、できれば、今の設備の工事と配水管、

送水管の工事を同時に進めたらどうかということでありますが、どうでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 当初、本事業は１０か年計画での実施を予定しておりました

が、少しでも早く住民の皆様へ安全・安心な水を供給すること、また、町の急激

な人口減少を少しでも緩和し、宅地整備の推進につなげる必要があることから、

計画期間を１０か年から６か年へと前倒しする判断をしたところでございます。 

   しかしながら、計画期間短縮の検討に当たっては、１年間で施工可能な工事量の

限界や財政上の制約といった課題がございました。そのため、関係各課と慎重に協

議を重ねた結果、現行の６か年計画が現実的かつ実行可能な上限であると判断し、

現在の計画に至ったものでございます。 

   できる限り早期の事業完了を目指す考えに変わりはございませんが、これ以上の

計画期間の短縮につきましては、現時点では困難であると考えているところです。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 町では、令和７年度に宅地開発計画も予定されております。

できるなら、宅地開発計画に先行して、なるべく早く給水できるようにしたい。

熊本地震の復興工事と同じような思いになれば、それができるのではないかとい

う思いがしていたわけであります。 

   中郡地区では、宅地開発も進んで、最近数軒の家もできて、また新たに建設中の

ところもあります。ネックである水道があれば、もっと宅地建設が進むのではない

かと思われるわけであります。 

   財政面に関しては、議会と町長も一緒でしたけれども、簡易水道事業の補助金に

ついて国に陳情して、補助金制度の創設を要望したところでありますけれども、１

０年間の中でいつかできるんじゃないかなという思いもしておりましたけれども、

今の状況では、恐らくちょっと補助金は実現が難しいのかなという思いがしており
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ます。 

   しかしながら、先ほど町長は言われましたけども、財源のことを考えてみると、

総事業費というのは期間を短縮しても、その期間やっても、総事業費は変わりませ

んので、一時的に支出する金額が増える年があるかもしれませんけれどもというこ

とで、その辺りの財源の問題はどうにかなるのかなという思いがしておりますけれ

ども。 

   その工事自体も、何とかこの業者さんも、今は一部の業者さんがやっておられま

すけれども、ほかの業者さんもおられますので、どうにかできないのかなという思

いがしておりましたので、質問をしたところであります。その辺りはできるだけ、

１０年が６年になったんだけども、その中でも先ほど町長が言われましたように、

なるべく短縮できるところは短縮していくということでありますので、早く完成す

ることを期待しているところであります。 

   続きまして、中央北地区簡易水道への加入の取り組みということで、町営水道へ

の加入の取り組みをどのように進めていこうと思っておられるのか。事業の計画、

給水人口は２,７００人となっておりますけれども、年数が経過するごとに、加入

希望者が減少してくるように思われるわけであります。できるだけ早く説明会を開

いて加入を促進したらどうかなというふうに思っておりますけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（上田 孝君） 酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） ご説明を申し上げます。 

   現在、加入取り組みとしまして、令和８年度に給水工事を予定している地区を対

象に加入説明会を実施し、加入申込書の取りまとめを８月末までに行う予定として

おります。 

   今後の予定としましては、令和９年度に給水工事を予定している地区につきまし

ては令和８年度に、令和１０年度に給水工事を予定している地区につきましては令

和９年度に、それぞれ加入説明会を実施し、その後に加入申込書の取りまとめを行

う予定としております。 

   議員おっしゃいました、少しでも早くというところではございますが、給水工事

予定地区における加入説明会を前年度に実施しているという理由につきましては、

詳細設計、実施設計の委託が行われない限り、給水対象工事地区の具体的な範囲を

明確にすることが困難であるためでございます。このため、詳細設計を委託する段

階において、給水工事を予定している地区に対し、説明会を実施するということに

しております。 

   以上でございます。 
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○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 先ほど町長のほうから、できるだけ工期を短縮できるなら短

縮していくということであります。ということは、設計もそれだけ先に進むとい

うことですので、それに合わせて、なるべく早めに加入を募ったほうがいいんじ

ゃないかなと思います。 

   続いて、スマートフォン等の利用について質問いたします。 

   今、新聞やテレビなどのマスメディアで、スマートフォンなどの通信機器を使っ

たいじめや詐欺、殺人などの報道がなされているわけであります。今の時代は、そ

れらの通信機器をうまく使って、共存していかなければならない時代になっている

とは思います。 

   私が所属している総務文教常任委員会は、教育委員さんとスマホの取り扱いにつ

いての話し合いをしました。その状況については、先日、総務文教常任委員長の濱

田委員長が報告をしたとおりであります。これは町全体の問題として対応していか

なければならないところがあると思います。しかし、なかなか全体となると難しい

んで、今回は児童生徒の利用について考えてみました。 

   学校では、使用を禁止されているみたいでありますが、大半の家庭では、スマホ

の利用に何の対策もされていないんじゃないかなという思いがしております。それ

に伴って、いろんな弊害が出てきているのではないかという思いがしております。 

   警視庁の調査でも、令和５年度に交流サイトに起因する犯罪被害が１,６６５人

ということで、年々増加しているということであります。このようないろんな弊害

が出てきていると思いますけれども、この弊害についてどう考えておられるかお伺

いをいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 最近では、自分のスマートフォン等を持っているこどもも

多く、電話はもちろん、気軽にインターネットに接続ができ、友達とのコミュニ

ケーションを取ったり、学習のサポートとして調べものをしたり、動画視聴やゲ

ームをしたりなど、情報の送受信が容易になっております。 

   このようにスマートフォン等の機能は充実し、生活に欠かせない便利な反面、こ

どもたちのインターネット利用に関するトラブル等も発生しており、書き込みやメ

ールでの誹謗中傷やいじめ、ＳＮＳ等に載せた個人情報の流出、無料ゲームサイト

での意図しない有料サービスの利用、闇バイト等の情報によりアルバイト感覚で犯

罪に加担する危険性が潜んでおります。 

   また、トラブル以外でも体や生活への影響等の指摘があり、例えば睡眠不足、視

力低下、姿勢の悪化、体調不良など、日常生活にも支障を来す危険性があると感じ
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ております。 

   このようなインターネットによるトラブルや身体的な危険を回避するためには、

１つ目が、スマートフォン等のフィルタリングの設定、２つ目が、保護者のスマー

トフォンでの日々の使用状況の確認や使用時間帯の調整、課金制限など、こどもの

使用状況に応じた制限、３つ目が、家庭でのルールづくりです。 

   町では、毎年、学力調査と併せて質問紙調査を実施しており、その質問項目の中

で、日常の生活習慣について、小学３年生から中学３年生までの児童生徒に調査を

しております。 

   まず、「平日、何時頃寝ますか」という問いに対し、小学３年生、４年生は「９

時頃」が最も多く、３年生で４０.７％、４年生で５４.０％、小学５年生、６年生

は「１０時頃」が最も多く、５年生で４２.０％、６年生で５７.７％となっており

ます。中学生については、学年が上がるにつれ就寝時間が遅くなり、「１１時頃」

が最も多く、中学２年生で４２.４％を示しております。 

   次に、「平日１日にどれくらいの時間、テレビや動画を見たり、インターネット

を使ったり、ゲームをしますか」という問いに対し、小学３年生、４年生は「１時

間ぐらい」が最も多く、３３.３％、５、６年生は、「２時間ぐらい」で５０.０％

を示しております。中には、「４時間以上」のこどもたちもいるようです。中学生

においても、「２時間ぐらい」が最も多く、３０％以上であり、「３時間ぐらい」

が３０％未満、「４時間ぐらい」が１２.５％未満となっているような状況でござ

います。 

   このような日頃の生活習慣から、実際に社会でやってはいけないことと、利用目

的や利用場所、時間帯などをこどもと一緒に話し合って、スマートフォン等の使用

に関し家庭でルールを決め、保護者と相談し合える家庭環境の創出が大切だと思っ

ているところでございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 「スマホ脳」という本がありますけども、その本を書いてお

られる精神科医の人がおられますけれども、読まれた方もおられると思いますけ

れども、人は精神的な不調から身を守るには、３つの重要な要素があると。それ

は睡眠と運動、そして他人との関わりであるということが言われています。 

   教育長がお答えになったように、今、１０代のこどもはスマホを使用する時間が

非常に増えて、この３つの要素が減って、書く能力や記憶力、集中力、言語能力な

どが低下しているというふうに、その調査結果が記してあります。 

   また、世界保健機構ＷＨＯが、新たに視力の低下や、オンラインゲーム、テレビ

ゲームのやり過ぎで、日常生活が困難になるゲーム障害というのが依存症の一つと
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して認定をしているところでもあります。 

   美里町でも、ノーテレビデー・ノーゲームデー、これを実施されていたように記

憶しておりますけれども、まだ続いているのか分かりませんが、先日の熊日新聞に

南小国町のりんどうヶ丘小学校で、「早寝早起き朝ごはん」という運動で大臣表彰

を受けたという記事がありました。これは平成２６年度から運動の一環として、毎

月３日を「あったか家族の日」、「Iラブ家族デー」、「ノーメディアデー」、

「家族団らん」に設定をされて、結果として、生活習慣や体力がさらに向上したと

いう記事が載っておりました。 

   やはり便利さの反面、いろんな憂慮をされることがありますけれども、やはり適

正利用について少しでもいいから取り組んでいかなければいけないんじゃないかな

というふうな思いがしております。先ほど教育長からも、フィルターとかいろいろ

話がありましたけれども、できることからやっていけたらいいんじゃないかなとい

うふうに思います。 

   やはり取り組みとして、保護者などの協力を得て、こどもの端末に、先ほど言わ

れたフィルタリングや機能を設定するとか、家庭内でルールを決めるとか、こども

の安全教育の徹底、ノーメディアデーの設定、こどもたちに適正利用の習慣が身に

ついていけば、将来その人が自分のこどもが生まれたときにも引き継がれるんじゃ

ないかなということで、取りあえず児童生徒の利用について、私たちが考えてその

制限を設けるというのを設定したほうがいいんじゃないかなということで、質問を

しているわけであります。 

   国レベルで取り組んでいるところもありまして、オーストラリアでは、１６歳未

満のこどもを対象にツイッターとかインスタグラム、ティックトックなどの交流サ

イトの利用を禁止する法律が制定されました。今年の１２月から施行されるという

ことであります。 

   また、ＩＴ企業のトップでありますところのアップル社のスティーブ・ジョブズ

氏は、自分のこどもには、使ってよい時間を厳しく制限したと。マイクロソフト社

創業者のビル・ゲイツは、こどもが１４歳になるまでスマホは持たせなかったと。

このつくった人、創業した人たちが自分のこどもにこういう制限を設けるというこ

とは、やはりこどもには何らかの影響があるということで、こういうふうに制限を

かけているんじゃないかなというふうに思うわけであります。 

   こういうことから、先ほど言われたノーメディアデーとか、フィルタリングとか、

少しずつ何か取り組めるやつは取り組んで、スマホの適正利用について、美里町が

モデルとなるような取り組みといいますか、そういうのができていければなという

ふうに思っておりますけれども、どうですか。もう先ほど言われたやつは、一度に
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できるやつから地道に取り組んでいくというのが私はいいのかなと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 先ほど福田議員もおっしゃったように、ノーテレビデー・

ノーゲームデー、これについては、一部もう形骸化している部分もございますが、

家庭によってはきちんと取り組んでおられるところもあるようです。そして、昨

日、濱田議員からも報告があったように、メディアコントロールでそういった取

り組みも必要かというふうに感じているところです。 

   町内の小中学校においては、情報教育の年間計画を立て、道徳や総合的な学習の

時間等に情報モラルに関する授業を行っておられます。また、こどもたち向けばか

りでなく、授業参観やＰＴＡの研修等において、スマホや携帯の安全教室を行って

いる学校もございます。 

   さらに本町では、熊本学園大学と包括連携協定を締結していることから、令和５

年、６年度に、中央小学校の４年生を対象に、学生が講師を務める「サイバーセキ

ュリティ講座」を実施したところです。 

   こどもの頃から、情報セキュリティーや情報モラル教育を受けることは、個人情

報保護や不適切な情報から自己を守る能力、他者の情報を尊重するマナーなどを学

習し、情報化社会に対応する力が育まれると考えております。 

   また、今年度と来年度、中央中学校が県教育委員会から学校安全教育研究推進校

の指定を受け、その中で、ＳＮＳの利用についての研究学習に取り組むこととなっ

ております。その成果については、他の学校へもぜひ波及していきたいと考えてい

るところです。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） このＩＴ時代に突入して間もないわけですけれども、今後や

っぱり不透明なところがあります。また、スマホ利用によるその結果というのは、

すぐは出てきませんので、数十年後に出てきたときに、期待もしているんですけ

れども、やっぱりどうなるのかなという不安もあるわけであります。 

   利用の仕方によっては、将来的には個人的な格差あたりが出てくるのではないか

と心配をしているところであります。これは、こうやって質問をしていますけれど

も、やっぱり将来的に大きな問題に私はなってくると思うんです。だから、取り組

めるところから取り組んでいくべきではないかなというふうな思いがしております

ので、ぜひ深く考えていただいて、取り組んでいただければと思います。 

   それと、ちょっと声が私はかすれてしまってから申し訳ないと思いますけれども、

これは質問の中でも最後ですけれども、もう５０日ぐらい、咳と痰が止まらなくて、
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ようやく普通にこれぐらいしゃべれるようになった。これは今流行りで百日咳、そ

ういうのがありますので、皆さんも気をつけていただければと思います。 

   以上で終わります。 

○議長（上田 孝君） これをもちまして、福田秀憲議員の一般質問を終わります。 

   以上で、本日の日程は終了しました。 

   お諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   明日１１日水曜日は、午前１０時から会議を開きます。 

   それでは、本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会  午後２時５８分 
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開議  午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 改めまして、おはようございます。 

   本日の会議を開きます。 

   一般質問の広報掲載のため、広報担当者、藤川主事の議場内での写真撮影を許可

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（上田 孝君） 日程第１、昨日に続き一般質問を行います。 

   １番、村﨑公一議員の一般質問を行います。村﨑公一議員。 

○１番（村﨑公一君） １番、村﨑です。通告に従い質問いたします。 

   １つ目が、中学校の部活動の社会体育移行について、２つ目が地域おこし協力隊

について、この２点について質問いたします。 

   １つ目の中学校の部活動の社会体育移行について。 

   これまでの議会の中でも一般質問において、度々質問されたこともあります。昨

日の一般質問の中でも同様の質問があり、内容的に重なる部分もあると思いますが、

せっかくの一般質問の場でありますので、そのまま質問をさせていただきます。 

   中学校の部活動の社会体育移行については、令和５年度から令和７年度を目処に、

休日の部活動から段階的に移行していくという方針が出ていたと思います。実際に

今年の４月に行われた砥用中学校の部活動総会の場でも、美里町においては、令和

８年度の中体連が終わった後から、休日は地域移行していくという説明がありまし

た。 

   そもそも地域移行する理由として、少子化による部員数が減少し、活動の小規模

化、チーム編成が困難になり、今後も少子化の進展が予想され、持続可能性を考え

ると現在の部活動の形を継続していくことが厳しい状況で、また専門性や意思にか

かわらず、教師が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学校の働き

方改革が進む中、難しくなっていくことから、地域移行の必要性ができたわけです

が、そこで１つ目の現時点での美里町としての方針はどうなっているかという問い

には、先日、同じ内容の質問があり、教育長から美里町では、令和４年度から中学

校部活動地域移行検討会を計７回開催し、中学校部活動の地域移行に関するアンケ

ート調査を令和５年７月に町内中学校に在籍する中学生とその保護者に、また、小

学４年生から６年生の保護者及び中学校の教職員を対象に実施し、検討会などで寄

せられたご意見やアンケート結果などを基に、具体的には令和８年９月からの移行

を目処とした。ただ、その後の協議や具体的な移行への調整については、まだ課題
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があり、今後も課題解決に向けて取り組んでいきたいという答弁がございました。 

   印象として、地域移行に移る場合の正解がまだない中で、熊本県としても、移行

の準備期間は設定しているが、地域によって実情も違うので、具体的な方針は出て

いない印象を受け、あとは各自治体のやり方で進めてくださいというスタンスに受

け取れます。 

   以前、ニュースで熊本市は指導者の確保の目処が立たないからと、移行期間を延

ばすなど、独自の方針を取られています。熊本県の中で一番地域移行の受け皿があ

るはずの熊本市が指導者の確保が難しいと課題を上げられています。長年、砥用中

学校、中央中学校の部活動においても、野球、サッカー、ソフトテニス、陸上、剣

道は外部指導者の方がいらっしゃいますが、だからといってその方たちに、これか

ら休日の活動は外部指導者の方でお願いしますとなっても、あくまで学校部活動の

外部指導者なので、そこまではという方もいらっしゃるかもしれません。 

   そんな中、両中学校にある女子バレー部の指導者がなかなか見つからないという

話をお聞きしました。 

   そこで、指導者の確保に町としてはどう関わられるのか、お伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 現在、本町の中学校の運動部活動は６つの部で活動がなさ

れております。そのうち、野球部、サッカー部、バレーボール部の３つの部活動

が部員数の減少により、合同での部活動が行われているところです。 

   さらに、ソフトテニス部においては部活動のない学校の生徒が部活動のある学

校で活動する拠点校方式により、生徒のニーズに対応した取り組みを行っている

ところでございます。このほとんどの部活動で、顧問の先生や外部指導者による

部活動指導が行われており、今後地域移行した部活動の指導者については、地域

スポーツクラブの指導者や町スポーツ協会の方々にもご協力をいただき、指導者

の確保に努めていきたいと思っております。 

   また、現在も顧問としてご指導しておられます先生方にも希望調査を行い、今後

もご指導いただける先生方への兼職兼業の手続きを円滑に行い、さらなる指導者の

確保に努めてまいりたいと思っているところでございます。 

○議長（上田 孝君） 村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） 以前の一般質問においても、私は部活動の社会体育移行につ

いて質問した際に言ったのが、外部指導といっても、経験者の方なら、ある程度

指導はできると思います。私も以前は小学校のサッカークラブの指導をしており

ました。８年ほど指導しておりましたけれども、やってみると、やっぱりなかな

か大変で、平日の練習と週末の試合等、１年ぐらいだったら頑張ってできるかも
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しれませんけれども、やっぱり２年、３年と続くと、それだけ負担が増えてきま

す。 

   現在、中学校の方で指導されてる方、２０年、３０年と外部指導されている方も

いらっしゃいます。もうそうなるとライフワークのように、それくらいの覚悟がな

いと地域クラブの運営というのは難しくなってくると思います。もちろん、ただ教

えるといっても、実際は練習内容を考えたり、コーチングを考えたり、大人には伝

わるが、小学生にはどんな言い方をしたら伝わるかなど苦労もありました。 

   サッカーの場合、指導者にも資格があり、１チームに１人はＤ級以上の資格者が

必要とかもあります。 

   そして、まずは平日はこれまでどおり学校で教員が指導、休日は外部指導者とい

うことになるかと思いますが、最終的に完全に地域移行となった場合、チームの運

営も任せることになってくるかと思います。 

   そこで出てくるのがチーム運営という仕事です。運営していくためには、練習だ

け教えても駄目で、サッカー競技であれば、毎年選手の登録が必要になります。登

録しないと、大会に出場することもできません。大会ごとの申し込み、練習日程や

練習場所の確保、部費の管理、保険関係など、これまで学校の先生が行われていた

業務が出てきます。 

   完全移行となると、まだ先の話かもしれません。熊本県の地域クラブサポーター

バンクで登録されている方も、指導者やチームスタッフとして参加できる方という

内容で募集をされておりますが、登録されている方も、基本的にこの競技を、この

地域には指導に行けますよという形で登録をされている方がほとんどではないかと

考えられます。 

   先進地の南関町は南関中学校の全部活動に地域の指導者を配置し、地域クラブ運

営に関わる一部の業務、選手登録などの業務を総合型地域スポーツクラブへ委託さ

れています。 

   多良木町は中学校の部活動を総合型地域スポーツクラブへ移行されています。 

   玉名市は、平日は学校部活動、休日は地域部活動として、総合型地域スポーツク

ラブが運営されています。 

   このように早く取り組まれている地域に共通するのが、従来の外部指導者や各種

スポーツ協会との連携のほかに、運営をしていくという意味において、総合型地域

スポーツクラブとの連携が持続的に地域部活動を続けていくには必要になってくる

のではないでしょうか。 

   ただ、現時点では、美里町の総合型地域スポーツクラブは皆さんボランティアで

運営されていて、専属のスタッフがいないため、そこを任せるというのは難しいと
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は思います。 

   今でも外部指導に来られる方に年間、若干の謝礼は支払われています。ただ、遠

征等、外に行く距離も長いですが、ガソリン代にも足りない程度のお礼だと思いま

す。 

   これが休日に社会体育に移行した場合、そこに謝礼をする想定がされています。

学校の先生でも休日に指導を希望される場合は、兼職兼業の許可を取れば休日にも

指導されると思いますが、そうなると、部としても新たな支出が発生します。 

   今後、指導者への謝礼などで保護者負担、部費の増額が考えられるが、町として

のお考えをお伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 宮嵜教育長。 

○教育長（宮嵜幸仁君） 地域移行後の指導者への報酬については、部活動に加入し

ている生徒数及び保護者の負担等を考慮し、今後、検討委員会において協議を行

い、さらに休日だけでなく、将来の平日を含めた地域移行となったときのことも

想定して、本町の実態に合った適正な金額を設定していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

   また、保護者の負担額についても、受益者負担を基本としながらも、町からの補

助金や団体からの協賛金等の支援策も検討しながら、活動の停滞につながらないよ

う、できるだけ安価で適切な金額を設定していきたいと考えているところではござ

います。 

   まだ、国・県の方針等も定まっておりませんので、そういったところの情報も収

集しながら金額設定を考えていきたいと思っているところでございます。 

○議長（上田 孝君） 村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） まずは休日移行に向かって動いていくわけですが、最終的に

完全移行となれば、地域クラブの持続可能性や指導者の質、安全管理、倫理観、

指導力、費用負担の増加、学校部活動と比べて平日は活動時間が少なくなり、夜

間の練習、休日の活動、保護者の負担として送迎や、学校の関与が減ることで学

校との連携が不足する、地域によっては選択肢が極端に限られるなど、課題が想

定されています。 

   まだ先のことといっても、最終的に完全移行という形にするのであれば、今後も

検討委員会で十分な議論を続けていってもらいたいと思います。 

   次に、２つ目の地域おこし協力隊についてお伺いいたします。 

   ２００９年、平成２１年度から始まった地域おこし協力隊制度ですが、総務省が

所管する制度で、人口減少や少子高齢化など課題を抱える地方自治体が都市部など

から人材を受け入れる制度です。 
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   令和６年度の地域おこし協力隊の隊員数は全国で前年度から７１０名増えて７,

９１０人となり、取り組み自治体数は前年度から１２団体増えて１,１７６団体と

なっております。これは受け入れ可能自治体１,４６１団体の約８０％となってお

ります。 

   都道府県別で見ると、北海道が１,３０７人で、受入れ数が全国１位で、熊本県

は３２７名で全国で４番目の受け入れ数となっております。全体的に見ると、東北

地方が多く、これは震災復興などの影響もあるのではないかと思われます。 

   男女比では男性６１％、女性３９％となり、年齢構成は１９歳までが０.２％、

２０代が３３.２％、３０代が３１％、４０代が２０.５％、５０代が１０.９％、

６０歳以上が４.２％となっております。 

   雇用形態として、雇用型や委託型、団体委託型、これは言い方としては企業委託

とか、団体委託とか、言い方はあると思うんですが、そういった形があり、全体的

に隊員数は右肩上がりに増えており、総務省としても、地域おこし協力隊を移住促

進の柱として考えているところがあると思います。 

   そこで、美里町のこれまでの地域おこし協力隊の実績並びに定着率及び今年度の

隊員数はどうなっているのか、お伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   地域おこし協力隊につきましては、平成２５年に初めて隊員を採用して以来、

令和７年現在までに累計１７名を受け入れてまいりました。任期を終了された１

０名の進路につきましては、町内に定着された方が６名、そのうち町内に就職、

就農した方が３名、起業された方が２名、町外への就職、就農が１名、町外への

転出や帰郷された方が４名となっております。このうち２名の方が現在も本町に

居住されており、町内への定着率は約２０％となっております。 

   また、今年度の協力隊員の数は、６月１日時点で７名であり、６月より新たにｅ

スポーツ関連の活動を行う隊員１名を採用する予定としております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） 地域おこし協力隊を募る場合は、自治体が地域協力隊に求め

るミッション、活動内容を決め、応募条件や待遇などの募集要項を決めて募集を

始めるという流れになるかと思いますが、主な活動内容として、まちづくり支援、

地域コミュニティーの再生や、空き家・空き店舗対策、観光関連、情報発信、自

治体の観光戦略づくりやＰＲ活動など、また、農業、畜産業、林業などの第１次

産業や伝統産業に従事し、活動期間中に知識・技術を身につけ、活動期間終了後
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には、その産業に本格的に携わることを目指す自治体もあります。 

   そのほかにも、教育支援、高齢者支援、移住支援など、地域の様々な課題に地域

おこし協力隊を活用しています。先ほど、熊本県は全国で４番目に多い３２７名の

地域おこし協力隊を受け入れていますが、中でも高森町は、全国の自治体の中でも

５番目に多い４５名を受け入れています。そういった中で、受け入れが多い自治体

と少ない自治体の差は何なのか。そこで、地域おこし協力隊の受け入れには何か条

件があるのかお伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。 

   地域おこし協力隊の受け入れに当たっては、地域要件と地域協力活動要件の２

つの要件を満たす必要があります。 

   まず、地域要件については、都市地域から過疎地域等のいわゆる条件不利地域へ

住民票を異動した方が条件とされております。 

   次に、地域協力活動要件といたしましては、地域の活力の維持・強化に直接資す

るものであり、かつ公益性を有する活動であることが求められております。活動内

容につきましては、町の実情を踏まえ、自治体が自主的に判断、決定することとな

っております。 

   また、地域おこし協力隊の給料に当たる報酬と、地域活動を展開するための活動

費については、それぞれ上限額が年額３５０万円、２００万円ですが、基本的には

その全額について特別交付税の措置がありますので、受け入れ自治体としては財政

負担が生じない仕組みとなっております。 

   地域おこし協力隊制度は、地域に根づいて定着していただくということが制度の

根幹であります。３年間の任期中に地域おこしの活動と並行して、仕事と生活の基

盤を築いていただくということが必要ですので、受け入れに当たっては、町にとっ

て協力隊に何を期待するのか、どんなミッションを持ってもらうのか明らかにした

上で、必要な人材を受け入れていくことが大切だと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、高森町

はオクロック歌劇団という劇団の団員を地域おこし協力隊として採用し、エンタ

ーテイメントを通した地域おこし活動と称し、高森町のＰＲや地域活性化に取り

組んでいらっしゃいます。 

   また、スポーツ振興事業として、プロバスケットボールチームの熊本ヴォルター

ズと連携し、地域おこし協力隊を受け入れ、地域クラブの運営などを担い、最初の
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質問であった部活動の社会体育移行の受け皿としても活用されています。 

   この方式ならば、例えば、バレー指導経験がある人を地域おこし協力隊として採

用し、総合型地域スポーツクラブの専属スタッフとして、各種スポーツ協会の事務

運営や、競技の指導者としてチーム運営などを通して、地域のスポーツ振興を目指

すという募集理由にもなるのではないでしょうか。 

   また、全国で最多の受け入れをしている自治体が島根県の海士町で、８７名の受

け入れをされています。海士町は大人の島留学という地域おこし協力隊の制度を参

考にしつつ、町独自の理念を持って運営されています。 

   多くの自治体での地域おこし協力隊は、人口減少や高齢化が進む地方の地域力の

維持・強化のため、地域外の人材を積極的に呼び込み、移住促進を目的としていま

すが、海士町の取り組みは地域への移住・定住ではなく、還流というキーワードを

持って、交流人口の創出を担っています。 

   大人の島留学の事務局は通常の自治体からのミッションを与えるのではなく、そ

れぞれに自分の目標を設定し、その目標の下に町内の事業者の提案、マッチングを

支援しています。観光協会や季節ごとに事業所で勤めながら、地域おこしが目的で

はなく、地域と関わりやすい環境をつくるのが目的とされています。なので、３か

月や１年間という決められた期間で、まずは地域に深く関わってみるという体験の

機会をつくられています。 

   次に、地域おこし協力隊の活動終了後の動向についてですが、総務省の統計では、

直近５年間に任期終了した隊員は８,０３４人、そのうち任期終了後、活動地と同

一市町村並びに活動地の近隣市町村に定住したのが、およそ６８.９％、５,５３９

人となっております。活動地と同一市町村に定住した隊員４,４７７人の約４６％

が起業、会社を起こし、約３４％が就業、約１２％が就農、就林となっております。 

   起業された会社の内容として、多い順に、１、飲食サービス業、古民家カフェや

農家レストランなど。２、美術家、デザイナー、映像撮影者など。３、宿泊業、ゲ

ストハウス、民泊施設、あと小売業、観光業、６次産業と続いています。 

   就業された内容として多いのが、１、行政関係、自治体職員、議員、集落支援員

など。２、観光業、旅行業や宿泊業。３、農林漁業、農業法人、森林組合などとな

っております。 

   定着率は、熊本県が６６.７％で、全国平均の６８.９％をやや下回っております。 

   現状として、地域おこし協力隊を募集しても、なかなか集まらない。集まっても、

任期終了後の定着につながらないという中、任期後、移住するために、町としてで

きることはないのか、またそこに何か課題があるのかお伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 
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○町長（上田泰弘君） 地域おこし協力隊の任期終了後に定住を促すためには、地域

での暮らしや仕事に対して将来的な見通しを持てる環境を整備することが重要で

あると認識しているところです。 

   現在、本町では住居支援の一環といたしまして、空き家バンクの活用を進めてお

り、定住希望者に対して、物件の紹介などを行っております。 

   また、町内で起業を希望する隊員に対しましては、起業支援金として１人当たり

１００万円を交付し、円滑な地域定着を後押ししているところです。なお、この起

業支援金は協力隊を対象とし、国から特別交付税の措置がなされるものであります。 

   今後も、引き続き関係機関と連携を図りながら、協力隊員が地域に根づきやすい

環境づくりを進め、任期終了後の定住促進につなげていきたいと考えております。

また、課題でありますが、いろいろとあると思います。ただ、それぞれに考え方、

あるいは目標違うわけでありますので、一概にここで何か課題と言われても、特段

申し上げることはありませんが、しっかりと協力隊とも意思疎通を図りながら、も

し課題があるようであれば、解決できるように町もしっかり寄り添っていきたいと

考えるところです。 

○議長（上田 孝君） 村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） 少しお話が変わりますけれども、これは私の友人の方の話な

んですけれども、その方は建設業の経営をされている方なんですけれども、本業

の建設業から建築業、不動産事業と事業を広げていく中で、市内のほうに飲食店

を開業されました。本来の事業形態とは違う分野に進出したことに、当初周りか

ら、なぜという声もあったそうです。 

   しかし、その経営者の方は興味本位で飲食店を始めたわけではなく、最初から計

画的に考えているということで、飲食店をすると大学生がアルバイトに来ます。そ

の子が１年、２年と働いていると、その子の仕事ぶりや人柄が知れて、そのうち就

職活動を始めるときにリクルートすることができるじゃないですか。 

   今の人手不足で採用がままならない時代に、求人募集で一から募集するより、そ

ういう子に声をかけたほうが、結果的に会社にとって利益になるという話ですが、

先ほどの統計で就業先に最も多かったのが、行政関係となっています。 

   これまで、美里町では活動終了後、町職員になった方はいないと思います。もち

ろん、行政と一般企業は違うので、よかったから即採用というわけにはいかないは

ずです。採用試験を受けるプロセスはあると思いますが、もし町としても欲しい人

材が現れたときは、そういったこともできるのではないでしょうか。 

   最近の地域おこし協力隊のミッションも、地域コミュニティーの再生みたいな、

大きなふわっとしたミッションではなく、情報発信、ＳＮＳの運営など、どんどん
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ピンポイントにスペシャリストが求められていると思います。 

   そういった特定の分野のスペシャリストと行政職員との親和性があるかはまた別

の話ではありますが、人手不足、人材不足の時代ではそういった判断も考えていた

だきたいと思います。 

   現在、美里町の地域おこし協力隊も、本来の地域おこし協力隊としての業務以外

にも、活動終了後の生業も含め、様々な活動をされています。イベントなども積極

的に開催され、交流人口の創出などにも活躍されています。イメージとして、以前

にはあまりなかったような気がします。また、高森町等ではケーブルテレビなどを

利用して地域おこし協力隊の活動報告をされています。 

   このように、地域活性化のために活動している地域おこし協力隊の人たちと地域

住民の交流という意味で、地域おこし協力隊と地域住民との交流の場や交流拠点は

できないか、お伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 任期終了後、美里町に定着してもらうためにも、地域おこし

協力隊と地域住民の皆様との交流の機会をつくるということは、とても大事なこ

とだと考えております。 

   これまでも地域おこし協力隊は、アタック・ザ・日本一や日本一のどんどや、さ

くら健康フェスタやアートクラフト展、古民家再生プロジェクトなど、様々なイベ

ントへの参加を通じて、住民の皆さんとの交流をされております。 

   また、美里ランタンフェスティバルには、昨年は町内外から５,０００人を超え

る来客がありましたが、今年はさらに多くのにぎわいを創出していきたいと考えて

おりますので、その中で、例えば協力隊としてブースを出展してもらうなど、協力

隊の活躍の場をつくれるよう、実行委員会の中でも議論していきたいと考えており

ます。 

   ハード的な意味での交流拠点ということに関しましては、現時点では新たな施設

整備等の予定はございませんが、既存の施設や各観光施設、小中学校などをうまく

活用することで、交流の機会を創出することはできると思いますので、今後も様々

な場面を捉えて、地域おこし協力隊と地域住民との交流の機会をつくっていただき

たいと期待しておりますし、町も協力していきたいと考えます。 

   また、議員が先ほどおっしゃいました町の職員としての採用についてであります

が、ここでも今お話もしましたが、住民の方々としっかりと交流の機会をつくって

いただくということは、それだけ地域に根づいていただけるということであります。

地域に根づいた方が職員として来ていただければ、非常にその後の活動もしやすい

のではないかと思います。ただ、これもおっしゃいましたが、民間と違うので、ち
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ゃんと試験を受けて合格していただかなければいけないということがあります。中

には受けてくれないかなと、もう少し勉強してくれればなと思うような実例もあっ

たところであります。これからも協力隊だから受けてはいけないとか、そういうこ

とは全く思っていませんし、ぜひ積極的に、町のほうも募集してもなかなか採用試

験来ていただけません。そういった中で、協力隊の方にもその先として考えていた

だければなと思うところです。 

○議長（上田 孝君） 村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） 私も以前、商工会の青年部で町おこしの講習会や研修をよく

受けておりました。その中で共通して言われる言葉がありました。町おこしに必

要なものは若者と、よそ者と、ばか者と言われてきました。若くて外部の人、そ

してばか者というのは行動力があるという意味合いだと思いますけれども、じゃ

あ、それに当てはまる地域おこし協力隊だけで町おこしができるのかといえば、

決してそうではなく、結局、本当にこの町を変えたい、残していきたいと思い行

動するのは、地域の住民になってきます。 

   例えば、使ってない空き家を安く使っていいよとか、空いている土地を使ってい

いよとか、そういった流れができてくれば、いい方向に進むのではないでしょうか。 

   ただ、そのきっかけとしては、こういった外からの目線や考え方、行動力がある

人たちが必要になってきます。 

   先ほどの海士町のお話ですけれども、人口２,３００人の町に８０人前後の地域

おこし協力隊が入れ替わり立ち替わり、常時いらっしゃるということです。それだ

け地域の方々と交流する機会も増えてくると、そういった方たちとお話をしてその

考え方等に触発され、１人、２人と、そういった町のことを思うグループが増えて

いくことが、これからの町づくりのためには必要になってくるのではないでしょう

か。 

   以上で質問を終わります。 

○議長（上田 孝君） これをもちまして村﨑公一議員の一般質問を終わります。 

   以上で、通告されておりました一般質問は全部終了しました。 

   これで一般質問を終わります。 

   以上で、本日の日程は終了しました。 

   お諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   また、お諮りします。この後、本日は明日まで休会とし、この後、本日は各常任

委員会を委員長の指示により開いていただき、終了後は委員長の指示により散会し
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ていただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、本日はこれで散会し、この後、明日まで休会とし、本日はこの

後、各常任委員会を委員長の指示により開いていただき、終了後は委員長の指示に

より散会していただくことに決定いたしました。 

   なお、常任委員会の会場は、総務文教常任委員会が委員会室、産業厚生常任委員

会が大会議室をご利用ください。 

   明後日１３日金曜日は、午前１０時から会議を開きます。 

   それでは、本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会  午前１０時３５分 
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令和７年第２回美里町議会定例会会議録（第４号） 

令和 ７ 年 ６ 月１３日（金） 

午 前 １０時００分 開 議  

１．議事日程 

 日程第１        各常任委員会報告及び質疑 

             （１）総務文教常任委員会委員長 

             （２）産業厚生常任委員会委員長 

 日程第２ 議案第45号  令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第３ 議案第46号  令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第４ 議案第47号  令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第５ 議案第48号  令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第６ 報告第１号  令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に 

             ついて 

 日程第７ 報告第２号  令和６年度美里町簡易水道事業会計予算繰越計算書の報告 

             について 

 日程第８ 議案第49号  美里町東部地区活性化施設の指定管理者の指定について 

 追加日程第１ 議員第50号  町道船津金木線改良工事請負契約の締結について 

 追加日程第２ 議案第51号  避難所パーティション購入契約の締結について 

 追加日程第３ 議案第52号  美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用端末）購 

             入契約の締結について 

 日程第９ 諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

             て 

 日程第10 諮問第２号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

             て 

 日程第11        議員派遣の件について 

 日程第12        各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件について 

 日程第13        議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件につい 

             て 
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２．出席議員（１０名） 

     １番  村 﨑 公 一 君       ２番  平 野 保 弘 君 

     ３番  吉 住 淳 一 君       ４番  隈 部   寛 君 

     ５番  髙 田 美千子 君       ６番  坂 田 竜 義 君 

     ７番  濱 田 憲 治 君       ８番  福 田 秀 憲 君 

     ９番  今 田 政 行 君       10番  上 田   孝 君 

 

３．欠席議員（なし） 

 

４．説明のため出席した者 

 町 長  上 田 泰 弘 君   副 町 長  吉 住 慎 二 君 

 教 育 長  宮 嵜 幸 仁 君   総 務 課 長  坂 村   浩 君 

 美しい里創生課長  澤 山   誠 君   税 務 課 長  松 永 栄 作 君 

 住民生活課長  宮 﨑 博 文 君   福 祉 課 長  谷 口 信 也 君 

 健康保険課長  中 川 利 加 君   農業政策課長  西 寺   清 君 

 森づくり推進課長  安 達 浩 一 君   建 設 係 長  富 永 英 司 君 

 上下水道課長  酒 井 博 文 君   会 計 課 長  長 井 一 浩 君 

 学校教育課長  中 川 幸 生 君   社会教育課長  松 村 昭 則 君 

 こども応援課長  隈 部 尚 美 君 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 長  立 道   誠 君   書 記  福 田 咲 文 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田 孝君） 改めまして、おはようございます。 

本日の会議を開きます。 

お諮りします。ただいま上田町長より追加議案の提出がされました。これを日

程に追加し、追加日程第１、議案第５０号、追加日程第２、議案第５１号、追加日

程第３、議案第５２号とし、議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   それでは、追加日程が入りました議事日程表と議案書を配付してください。 

   なお、システムにも入れておりますので、最初に戻っていただいて更新をお願い

します。追加の番号は⑳から㉓です。 

(議事日程表、議案書配付) 

○議長（上田 孝君） 配付漏れはありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） それでは会議を続けます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員会報告及び質疑 

○議長（上田 孝君） 日程第１、各常任委員会報告及び質疑を行います。 

   まず、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会、濱田

憲治委員長。 

○総務文教常任委員会委員長（濱田憲治君） 改めましておはようございます。それ

では、総務文教常任委員会を開催しましたので、その報告をいたします。 

   ６月１１日水曜日午前１０時５０分より、中央庁舎議会委員会室にて行っており

ます。参加者としましては、福田副委員長、上田委員、隈部委員、平野委員と私濱

田、執行部より坂村総務課長、澤山美しい里創生課長、松永税務課長、長井会計課

長、宮﨑住民生活課長、中川学校教育課長、松村社会教育課長出席のもと、開会し

ております。 

   初めに、議題としまして令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号）の内容に

ついて、各課より説明を受けております。主立ったものだけ申し上げます。 

   総務課では、ふるさと祭り及びやまびこ祭りの精算金を地域振興基金に積み立て

て、今後の地域イベント補助金の財源とされることの説明がありました。 

   宇城広域連合消防本部美里分署移転改築整備事業において、現地の地質調査業務

と造成設計業務の委託料に係る負担金が組まれております。 
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   次に、美しい里創生課では、国庫支出金補助金の共創・ＭａａＳ実証プロジェク

ト補助金の減額と「交通空白」解消緊急対策事業補助金では、有利な補助金への組

み換えでございます。 

   総務費の企画費で備品購入費が組まれ、買い物支援事業車両購入費で冷蔵・冷凍

車両を導入されます。コンビニエンスストア２社に無償貸与を想定されており、財

源の２分の１は交付金の補助金でございます。 

   次に、学校教育課では教育費国庫補助金、僻地児童生徒援助費補助金が減額され

ておりますのは、砥用小学校スクールバス購入費の財源の内側であり、交付内定通

知による減額でございます。減額された分は町債の過疎対策事業債(学校教育事業)

により増額をされる予定です。 

   教育総務費で学校敷地内点検業務委託料が組まれ、４月に砥用中学校敷地内に設

置してあるナイター設備の支柱が折損事案が発生し、町内学校施設に設置されてい

るナイター設備の点検をされるものでございます。同時に、社会教育課の施設にお

いても点検をされることになります。 

   次に、社会教育課では２００２年に開館した文化交流センターひびきの大研修室、

事務室、応接室の空調設備が故障しており、早急に修理が必要となっています。現

在の空調設備は室外機が３部屋分を１基で稼働しており、３部屋ともエアコンが効

かない状況となっています。改修工事では１部屋１基の室外機に変更し、室内の機

器も交換される予定であります。 

   午後から現場調査を行っております。 

   まず、文化交流センターひびき大研修室等空調設備の修理について説明を受けた

ところです。２００２年に開館した文化センターひびきの研修室、応接室、事務室

の３か所の空調設備の故障ということで、先ほど言いましたとおり、エアコンが効

かない状況であります。改修工事では、１部屋１基の室外機に変更し、室内の機器

も交換され、夏場前にできる限り早期の完了を目指される予定であります。 

   次に、砥用中学校に出向いております。まず、ナイター設備修繕について現地を

見ております。４月に砥用中学校敷地に設置されてあるナイター設備に折損事案が

発生し、生徒や通学路として使用しているところの安全性を保つための修理でござ

います。中学校設立当時から経年劣化で支柱の鉄筋が腐食し、支柱の真ん中辺りで

折れかかっている状況であったということです。現在は、支柱の裏にもう一つの支

柱を立てており、その支柱にライト等を設置をされております。破損した支柱は折

れかかった箇所から切断してあり、安全は確保されている状況です。 

   それと、防災倉庫を設置される予定の箇所を視察しました。指定緊急避難所であ

る砥用中学校体育館に、避難所備蓄資機材用の倉庫購入をされて設置をされる予定
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です。現在のプール横にある自転車置場を一部撤去をし、幅約７メートル、奥行き

が約３.５メートル、高さ２.４メートルの床面積２４.０８平方メートルの倉庫を

設置をされます。倉庫内には資機材（ダンボールベッド、毛布、仮設トイレ等）の

備蓄品を納入予定であります。 

   次に、砥用Ｂ＆Ｇ海洋センターに出向いております。ここにも備蓄倉庫を建設す

るということで、体育館南側の出入口が２か所あり、運動場側に砥用中学校同様の

避難所備蓄資機材用倉庫を設置をされます。樹木２本を伐採し、体育館出入口に倉

庫の入り口が向かい合うように設置をされる予定でございます。 

   以上の箇所を調査し、午後２時２０分に中央庁舎に帰り、散会したところでござ

います。 

   以上で常任委員会の報告をいたしますが、報告漏れがありましたら、他の委員さ

んからお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（上田 孝君） 以上で、総務文教常任委員会委員長の報告を終わります。他

の委員さんからの補足はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 補足なしと認めます。 

   総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

   なお、各常任委員会委員長に対する質疑は、申し合せ事項により、審査の経過と

結果に対する質疑に留めることになっておりますので、申し添えます。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。 

   以上で、総務文教常任委員会委員長の報告を終わります。 

   次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。産業厚生常任委員会、坂田

竜義委員長。 

○産業厚生常任委員会委員長（坂田竜義君） 本定例会中に産業厚生常任委員会活動

を行いましたので報告いたします。 

   ６月１１日午前１１時より、大会議室におきまして髙田議員、今田議員、吉住議

員、村﨑議員、坂田、執行部より谷口福祉課長、隈部こども応援課長、中川健康保

険課長、酒井上下水道課長、西寺農業政策課長、安達森づくり推進課長、富永建設

課長の出席のもとに会議を行いました。 

   令和７年度の一般会計補正予算（第３号）の歳出を中心に行いました。 

   福祉課におきましては、主な内容として、障害福祉サービス等システム改修業務
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委託料として１２１万円、令和７年１０月から就労選択支援が追加されるというこ

とのためであります。また、介護保険特別会計繰出金として１９８万円、これは宇

城広域連合（介護認定審査会）のシステム見直しとして、１９８万円のうちシステ

ム見直しが１８２万円、事務費が１６万円等について説明があり、質疑がございま

した。 

   こども応援課では、ＬＩＮＥ登録及び情報発信の増加による通信手数料５万５,

０００円、未熟児養育医療費扶助８０万円、令和６年度申請件数６件のうち５件が

年度末の退院等があって、そういう扱いになったということで説明がございました。 

   健康保険課では、国民健康保険特別会計繰出金１１４万円、国保連標準システム

関連でございます。後期高齢者医療保険特別会計繰出金５４万円、資格証明書等を

簡易書留で送付するためということでの説明があり、質疑がございました。 

   上下水道課は特にございませんでした。ただ、全員協議会の中で説明がございま

したが、３工区における本山建設、菊池組、田中建設の工事請負の関係については、

全員協議会で報告がございました。 

   農業政策課では、農地利用効率化等支援補助金１７５万５,０００円、国が１４

８万５,０００円、町２７万円で下永富営農組合に対しまして光選別機購入費とい

うことで補助金がつけてあり、質疑がありました。 

   森づくり推進課では、地域おこし協力隊報奨金が国の予算増額に伴いまして、補

正をしたということで説明がございました。 

   建設課では特にございませんでした。 

   現場調査として、午後から堅志田の高齢者地域ふれあいセンターに行きまして、

その修繕、個室の修繕、浴室廊下修繕２１２万円ですけれども、その修繕の状況、

完了した状況について調査を行いました。２点目として、中央北地区簡易水道工事

関連といたしまして、カントリーパーク下の駐車場の整備完了状況を調査いたしま

した。３点目は、町道勢井下福良線改良工事、下福良地内におきますところの通学

路対策として、道路拡幅工事がほぼ完了しておりまして、そこを調査をいたしまし

た。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、産業厚生常任委員会委員長の報告を終わります。他

の委員さんからの補足はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 補足なしと認めます。 

   産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

   質疑ありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。 

   以上で、産業厚生常任委員会委員長の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第４５号 令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（上田 孝君） 日程第２、議案第４５号、令和７年度美里町一般会計補正予

算（第３号）を再度上程し、議題とします。 

   内容説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

   お諮りします。補正予算の質疑につきましては、一括質疑で行いたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   補正予算の質疑は一括で行います。 

   質疑ありませんか。 

   ６番、坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 補正予算の、ここでは歳入の、ページは７ページですね。先

ほど総務委員長からも報告がございましたけれども、その関連ですけれども、共

創・ＭａａＳ実証プロジェクト補助金ということが１,９３１万４,０００円減額

補正になっております。当初予算の中では、これに基づいて車両購入費というこ

とで、１,０００万ぐらい挙がっとったと思いますが、出のところではそのことが、

見えませんので、そこはどうなっているかお尋ねいたします。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。出のところで車両購入費

の減が見えないというところでございますけれども、今回の歳入予算の補正につ

きましては、あくまで財源の振り替えということでございまして、共創・Ｍａａ

Ｓ実証プロジェクト補助金よりも、「交通空白」解消緊急対策事業補助金のほう

が補助の対象範囲が広いということでの財源を振り替えさせていただいたという

ことでございます。 

   車両の購入費につきましては、これは変化なしということで、引き続き計上させ

ていただいてるというところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 車両購入費は、一応今度乗合タクシーで実証実験をするとい

うことで聞いておりますが、新たな車両購入はないでしょう。 
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   一応、一旦、入りのほうで、このＭａａＳの補助金が減額になりましたと。当然、

出のほうで、当初では車両購入費１,０００万ぐらい計上してありましたので、当

然それは車両購入費減というところで出さないかんとかなと思ったもんですから。

そのあたりどうですかね。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。車両購入費につきまして

は、先ほども申し上げましたとおり、減額はしてないと。引き続き計上させてい

ただいてるという状況です。ただ、今後の実証実験の行方によって、もしかして

今年度は車両購入というところまで行かないという状況になりましたら、そのと

きに減額をさせていただくという可能性はございます。 

   以上でございます。 

○６番（坂田竜義君） はい、分かりました。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

   ３番、吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 令和７年度一般会計補正予算（第３号）について質問いたし

ます。 

   システムの１８ページをお願いします。款の９教育費、項の５保健体育費、目の

２体育施設費、節の１７になります備品購入費。これカントリーパークのテニスコ

ート前の休憩室にエアコンを取り付けるということであったかと思います。 

   ちょっとお尋ねになる、これは上下水道も関わってくると思うんですが、今、公

園も含めて、あの周辺の水道水というのが、多分飲料水では使えないんじゃないか

なと思ってます、たしか。今後、上下水道の工事も含めて、あの辺の周辺の水道水

を飲料水として使えるようになるのかっていうのをちょっとお尋ねしたいなと思い

ますけども。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員、予算書の内容と質疑の内容が合致してないので、

その質問はまた別の機会に。よろしいですか。 

○３番（吉住淳一君） はい、分かりました。もう１点よろしいですか。 

   システムの９ページになります。款の２総務費、項の１総務管理費、目の６企

画費、節の１２委託料、地域公共交通実証運行委託料３１６万８,０００円。これ

ちょっと資料見させていただいたんですけど、当初、中央地区、単価が３,５００

円、砥用が５,０００円ということで、まだ調整中ということではありますが、６,

０００円程度に単価が上がるということですが、これはもう決定ということでは

なくて、まだ上がることもあるということですかね。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 
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○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明いたします。 

   単価がまだ上がる可能性があるのかということでございますけれども、状況とし

ましては、現時点でまだ交渉中ということでございますけれども、今回も補正を出

させていただいて、何度も出させていただくというわけにはいかないというふうに

思っております。なので、しっかりと努力していくということと、どうしてもそこ

は折り合いがつかなければ、単価ではなくてサービスの内容で調整するということ

もございますので、そういったことも含めて調整を続けていくというところで考え

ております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 吉住議員。 

○３番（吉住淳一君） 分かりました。質問を終わります。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑はありませんか。 

   ９番、今田議員。 

○９番（今田政行君） ただいま上程中の議案第４５号についてお尋ねをいたします

が、１０ページをお願いいたします。 

   １０ページの一番上、１７番の備品購入のこれは車両購入費ということで２７０

万計上してございますが、これ台数１台でしたか、２台でしたか。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明申し上げます。この２７０万というのは

１台分ということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 今田議員。 

○９番（今田政行君） 購入費として計上してございますけども、後の運用費あたり

の計画はないわけですね。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） お答えします。現時点では、そのための予算と

いうのは計上していないところでございます。今後どういった運用を行っていく

のか。例えば、大きい修理は町のほうでするけれども、日常のオイル交換とか、

ガソリン代といったところは事業者のほうでやっていただくとかいうことで、話

を進めていくところにしておりますので、その行方次第で、もし少し管理費的な、

維持費的な部分の予算の計上が必要ということになりましたら、そのときにはま

たご相談申し上げるというところで考えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 今田議員。 
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○９番（今田政行君） 今答弁いただきましたけども、あと修理代とか、そういうや

つが出てきたときには、どうするのかというところの疑問があったところです。 

   すみません、もう１点お願いいたします。 

   １５ページです。目の観光振興費の１２の委託料のところですけども、観光戦略

策定業務の委託料で４００万、これ増額というふうな、たしかご説明をいただいて

おりますけども、内容的にもう一遍説明いただきたいということでお願いいたしま

す。 

○議長（上田 孝君） 澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明させていただきます。今回増額をさせて

いただいた一番の理由というものが、国のほうの第二世代交付金というものの採

択が決定しまして、７００万円分の事業の採択をいただいたということが一番の

理由でございます。 

   その中で何をしていくのかというところでございますけれども、今年度観光戦略

をつくっていくということで、具体的にはインバウンド戦略ですね、台湾をはじめ

として、アジア圏にどのようなプロモーションを打っていくのか。具体的には、例

えばＳＮＳとかでどういう発信をすれば、インバウンド観光客が来てくれるのかと

いうところを、実際にそのプロモーションを打ちながら、広告を打ちながら、跳ね

返りを見ながら戦略をつくっていくということが１つ。それと、まちづくり公社の

経営基盤の強化ということも課題でございますので、その中で観光の商品化といっ

たところの取り組みを進めていきたいということを、事業としては３年間というこ

とで採択を受けておりますので、３年かけて、そういったことを考えていきたい、

プロモーションを行っていきたい、というところでの初年度の予算計上ということ

でさせていただいております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 今田議員。 

○９番（今田政行君） 終わります。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

   １番、村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） 現在上程されてます一般会計補正予算の中についてお伺いい

たします。 

   ページ番号が１５ページの観光振興費の１８の負担金補助及び交付金、地域のイ

ベント補助金１００万円の件でお伺いいたします。 

   先日、全協においても説明ございました。この中で、説明の中で地域で行われる

お祭り等に対して補助を出されるということで、内容的に補助対象経費の２分の１
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で上限が２０万という形でいろんな項目で挙がってましたけれども、お祭りをされ

る地区側、もらわれる側からすると、補助対象経費の２分の１とか、１回について

幾らみたいな、例えば５万円を上限で、もうそのまま出されるとかしたほうが、使

う側からでしたら、使い勝手がいいのかなというふうに感じておりますけれども、

そのあたりはまだ中身的にはこれから検討されていかれるのか、一応、こういった

形で進められるのか、お伺いいたします。 

○議長（上田 孝君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） この補助金に関しましては、先日全員協議会でも皆様にご説

明をしたとおりでございます。基本的に何かをされるから、１回の祭りに対して、

規模感にもよると思いますが、５万円とか１０万円とかっていう話ではなくて、

やはり、ちゃんと精査するためにも、２分の１にして幾らまでというような方向

で、この前説明したような方向で、今その規模感等について検討を進めていると

いう状況であります。 

○議長（上田 孝君） 村﨑議員。 

○１番（村﨑公一君） 分かりました。以上です。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

   議案第４５号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第４５号、令和７年度美里町一般会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第４６号 令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

             号） 

○議長（上田 孝君） 日程第３、議案第４６号、令和７年度美里町国民健康保険特
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別会計補正予算（第１号）を再度上程し、議題とします。 

   内容説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は、起立により行います。 

   議案第４６号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第４６号、令和７年度美里町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第４７号 令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（上田 孝君） 日程第４、議案第４７号、令和７年度美里町介護保険特別会

計補正予算（第１号）を再度上程し、議題とします。 

   内容説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は、起立により行います。 

   議案第４７号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 
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○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第４７号、令和７年度美里町介護保険特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第４８号 令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

             １号） 

○議長（上田 孝君） 議案第４８号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を再度上程し、議題とします。 

   内容説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は、起立により行います。 

   議案第４８号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第４８号、令和７年度美里町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 報告第１号 令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に 

            ついて 

○議長（上田 孝君） 日程第６、報告第１号、令和６年度美里町一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告についての報告を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、報告第１号につきましてご説明いたします。 

   システム内の⑪報告第１号をお開き願います。 

   報告第１号、令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

   令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 
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   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   次のページをお開き願います。 

   令和６年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 

   今回、令和６年度から令和７年度へ繰り越す事業につきましては、款の２総務費、

項の１総務管理費の事業名、物価高騰対応ＬＰガス使用世帯支援事業補助金の翌年

度繰越額１,７７７万８,０００円から３ページの款の１０災害復旧費、項の２公共

土木施設災害復旧費の２枠目の公共土木施設災害復旧費（緊自債）２,３００万円

までの１９事業、３億９,４９７万４,３９７円を主に事業計画及び施工時期等の諸

条件により、令和７年度に繰り越すことといたしております。 

   なお、２ページの款の８消防費の防災情報配信システム導入業務委託料と、次の

ページの１行目、防災行政無線機器更新工事及び款の１０災害復旧費の項の２公共

土木施設災害復旧費の１枠目、公共土木施設災害復旧事業補助の３事業につきまし

ては、令和６年度で事業が完了いたしておりますので、翌年度への繰越しはござい

ません。 

   以上で、報告第１号につきましてご説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、報告第１号、令和６年度美里町一般会計繰越明許費

繰越計算書の報告についての報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 報告第２号 令和６年度美里町簡易水道事業会計予算繰越計算書の報告 

            について 

○議長（上田 孝君） 日程第７、報告第２号、令和６年度美里町簡易水道事業会計

予算繰越計算書の報告についての報告を求めます。酒井上下水道課長。 

○上下水道課長（酒井博文君） 報告第２号につきましてご説明を申し上げます。シ

ステム⑫報告第２号をご覧ください。 

   報告第２号、令和６年度美里町簡易水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

   令和６年度美里町簡易水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法第２６条第

３項の規定により、別紙のとおり報告する。 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   次のページをご覧ください。 

   令和６年度の水道事業会計で予定しておりました資本的支出の建設改良費に要す

る経費のうち、１,７００万円を繰り越しております。内容につきましては、中央

北地区配水場の附帯工事としてのカントリーパーク駐車場整備工事でございますが、

工事施工中に高圧ケーブルの埋設が確認され、その調査に不測の時間を要したため、

地方公営企業法第２６条第１項の規定に基づき、令和７年度に繰り越したものでご
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ざいます。 

   なお、工事につきましては５月１６日に竣工しております。 

   以上で説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で、報告第２号、令和６年度美里町簡易水道事業会計予

算繰越計算書の報告についての報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第４９号 美里町東部地区活性化施設の指定管理者の指定について 

○議長（上田 孝君） 日程第８、議案第４９号、美里町東部地区活性化施設の指定

管理者の指定についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。澤山美しい里創生課長。 

○美しい里創生課長（澤山 誠君） ご説明いたします。資料の⑬をご覧ください。 

   議案第４９号、美里町東部地区活性化施設の指定管理者の指定についてでござい

ます。 

   地方自治法第２４４条の２第６項及び美里町公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第３条の規定により、下記のとおり、美里町東部地区活性化施設の

指定管理者に指定することについて議会の議決を求めるものです。 

   施設の名称 美里町東部地区活性化施設 

   指定管理者 合同会社Ａｔｈ．（エース） 

   指定の期間 令和７年７月１日から令和１２年３月３１日まで 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由、美里町東部地区活性化施設について、指定管理者による管理運営を行

うため、指定管理者の指定に関して、議会の議決を経る必要があるため提案するも

のでございます。 

   ページをお開きください。美里町東部地区活性化施設の指定管理候補者の選定審

査結果総括でございます。 

   ページの下のほうをご覧ください。４の審査結果のところでございます。 

   今回の応募は、合同会社Ａｔｈ．１社のみで、総得点は３２８点。指定管理料、

提案額はなしでございます。 

   この審議会委員です。総務文教常任委員会福田副委員長、美里町商工会本山会長、

美里町嘱託会池田代表、美里まちづくり公社濱田マネージャー、緑川ダム管理所中

尾専門調査官の５名の方が委員でございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 以上で、内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

   議案第４９号、美里町東部地区活性化施設の指定管理者の指定については、原案

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第４９号、美里町東部地区活性化施設の指定管理者の指定

については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 追加日程第１ 議案第５０号 町道船津金木線改良工事請負契約の締結について 

○議長（上田 孝君） 追加日程第１、議案第５０号、町道船津金木線改良工事請負

契約の締結についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。富永建設課長。 

○建設課長（富永英司君） それでは、議案第５０号についてご説明申し上げます。 

   追加でお配りした、議案第５０号資料をご覧ください。なお、システムは㉑議案

第５０号資料をお開きください。 

   議案第５０号、町道船津金木線改良工事請負契約の締結について 

   次のとおり町道船津金木線改良工事の請負契約を締結したいので、地方自治法第

９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

   令和７年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

   １ 契約金額 ９,３１１万５,０００円 

   ２ 契約の相手方 熊本県下益城郡美里町畝野２９００番地 

            株式会社西村建設 代表取締役 井上雅弘 

   ３ 契約の方法 指名競争入札 

   提案理由でございます。 

   町道船津金木線改良工事に係る請負契約の締結について、地方自治法第９６条第

１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例
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第２条の規定により、議会の議決を経る必要があるため提案するものでございます。 

   内容につきましては、図面等により説明をしますので次のページ、１ページをご

覧ください。 

   工事の平面図でございます。今回の工事箇所は励徳小学校下の町道船津金木線と

町道三本松千間線の分岐点から、国道２１８号金木交差点までの延長３５９.０５

メートルの区間となっております。 

   平面図の赤色の線で表示しておりますのが、今回の施工範囲となり、起点側の励

徳小学校側から見ると、主に左側を拡幅していく工事となっております。 

   次のページ、２ページをご覧ください。 

   工事区間の３か所の標準断面図でございます。今回の工事内容につきましては、

道路の右側に幅２メートルの歩道を新たに設置し、歩行者の安全を確保した上で、

全幅５メーターの車道を整備するものでございます。 

   一番上の断面図がＮｏ.２＋１５の断面で、前のページの平面図でいいますと、

図面左側の励徳小学校の上り口付近で、赤色の文字で旗揚げをしている箇所となっ

ております。 

   標準断面図をお願いいたします。 

   道路の右側に歩道を設置し、左側に盛土を行い、車道部を整備する計画となって

おります。 

   次に、その下の断面図がＫＥ.４－１で、前のページの平面図でいいますと、図

面中央付近に旗揚げをしている箇所となっております。 

   道路右側に歩道を設置し、左側を掘削し、車道部を整備する計画となっておりま

す。 

   最後に、左下の断面図がＮｏ.１７で、前のページの平面図でいいますと、図面

右側の金木交差点付近に旗揚げをしている箇所となっております。 

   車道部につきましては、既に拡幅工事が実施をされており、車道部外の道路右側

に歩道を設置をするという計画になっております。 

   今回の工事箇所は令和３年６月に千葉県八街市で下校中の小学生の列にトラック

が衝突し、５名が負傷する交通事故が発生したことを受け、道路管理者、教育委員

会、学校関係者、警察等による通学路における合同点検によって、対策必要箇所と

して美里町通学路緊急対策推進計画に掲載をされた２路線のうちの１路線となって

おりますが、今回励徳小学校下から金木交差点までを新たに歩道を設置した上で、

全幅５メーターの道路整備並びに２か所の退避所を設けることによって、通学路に

おける交通安全の確保が図られるものと考えているところでございます。 

   次のページ、３ページの添付資料をご覧ください。 
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   １．工事の内容（主な工種数量）についてご説明申し上げます。 

   施工延長は先ほど申し上げたとおり、３５９.０５メーターとなっております。

全幅員が７メーター、うち歩道が２メーターとなっております。 

   主な工種数量が、路体盛土工５,５９９.９立米、側溝工４０７.２メーター、管

渠工２０.５メーター、集水桝工６基、アスファルト舗装工が車道部・歩道部合わ

せて２,４０２.９平米となっております。 

   ２．工期につきましては、議決の翌日（翌日が週休日または休業日に当たる場合

は、その翌日から）令和８年３月１６日までとしております。 

   以上で議案第５０号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（上田 孝君） 以上で内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

   議案第５０号、町道船津金木線改良工事請負契約の締結については、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５０号、町道船津金木線改良工事請負契約の締結につい

ては、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 追加日程第２ 議案第５１号 避難所パーティション購入契約の締結について 

○議長（上田 孝君） 追加日程第２、議案第５１号、避難所パーティション購入契

約の締結についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） それでは、議案第５１号につきましてご説明申し上げま

す。 

   追加でお配りいたしました議案第５１号をご覧ください。なお、システムは㉒議

案第５１号をご覧ください。 
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   議案第５１号、避難所用パーティション購入契約の締結について 

   次のとおり物品購入契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第８号及

び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

   令和７年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

   １ 購入物品 ＮＥＥＤ ワンタッチパーティション ファミリールーム１００

張り、ＮＥＥＤ ワンタッチパーティション プライベートルーム１００張り 

   ２ 契約金額 税込金額１，０４５万円 

   ３ 契約の相手方 アシストワークス 代表 光井博幸 

   ４ 契約の方法 随意契約 

   提案理由でございます。 

   物品購入契約の締結について、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議

決を経る必要があるため、提案するものでございます。 

   本物品は、新しい地方経済生活環境整備交付金を活用し、災害発生時に開設する

避難所において避難者のプライバシーを確保するとともに、感染症対策として、ゾ

ーニング、空間区分分け等を行うことを目的として購入するものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   議案第５１号の説明資料になります。今回購入しますタイプは、赤枠囲みでお示

ししておりますタイプになります。 

   初めに、ワンタッチパーティション ファミリールームをご覧ください。 

   展開後の寸法は幅及び奥行きともに２.１メートルで、高さが１.４メートルとな

ります。また、このタイプは天井がないものになります。こちらを１００張り購入

するものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   こちらがワンタッチパーティション プライベートルームでございますが、展開

後の寸法につきましても幅、奥行きともに、こちらも２.１メートルで、高さが２.

２メートルとなります。また、このタイプは天井があり、完全な個室になるもので

ございます。こちらも１００張り購入するものでございます。 

   以上で議案第５１号の説明を終わります。 

○議長（上田 孝君） 以上で内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ８番、福田議員。 

○８番（福田秀憲君） ただいま上程中の議案第５１号について質問いたします。 
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   この中で契約の方法で随意契約になっておりますけれども、その随意契約にした

理由は何かありましたら教えていただけますか。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   物品購入に係る指名願いの受け付けを本町はやっておりませんので、見積りによ

る５社の入札見積りを行ったところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 随意契約するときは３社以上の見積りをもらうというような

ことになっていましたけれども、その随意契約をするということで、その見積り

を取ったということですよね。 

   随意契約には、いろいろ制約があるじゃないですか。それを、これだから随意契

約にしたんだよというのはありますか。 

○議長（上田 孝君） 坂村総務課長。 

○総務課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

   随意契約につきましては、先ほど説明いたしましたとおり、物品購入に係る部分

が本町の場合は指名願いの方法を受け付けておりませんので、見積り、５社による

入札を行ったところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 福田議員。 

○８番（福田秀憲君） 終わります。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は、起立により行います。 

   議案第５１号、避難所パーティション購入契約の締結については、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 
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   したがいまして、議案第５１号、避難所パーティション購入契約の締結について

は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 追加日程第３ 議案第５２号 美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用端 

               末）購入契約の締結について 

○議長（上田 孝君）  追加日程第３、議案第５２号、美里町立小学校ＩＣＴ機器

（学習者・教職員用端末）購入契約の締結についてを議題とします。 

   内容説明を求めます。中川学校教育課長。 

○学校教育課長（中川幸生君） 議案第５２号につきましてご説明申し上げます。 

   追加でお配りしました議案第５２号資料をご覧ください。なお、システムは㉓議

案第５２号をお開きください。 

   議案第５２号、美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用端末）購入契約の

締結について 

   次のとおり美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用端末）購入契約を締結

したいので、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

   令和７年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

   １ 購入物品名 学習者・教職員用ＩＣＴ端末 

   ２ 契約金額 ９１８万７，２００円 

   ３ 契約の相手方 住所 福岡市中央区大名２丁目９番２７号  

称号 株式会社内田洋行 九州支店 

代表 支店長 坂口秀雄 

   ４ 契約の方法 随意契約（公募型プロポーザル選定方式） 

（熊本県教育庁教育政策課による共同調達プロポーザルにより

決定） 

   提案理由でございます。 

   美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用端末）購入契約の締結について、

地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を経る必要があるため提案する

ものでございます。 

   次のページに添付しております美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用端

末）購入契約締結に関わる説明資料により、ご説明を申し上げます。 

   まず４ページをお開きください。 

   事業の目的として、令和元年度より国が進めますＧＩＧＡスクール構想に位置づ
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けられた、全ての児童生徒たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学

びの一体的な充実を実現するため、１人１台端末と校内ネットワークインフラを整

備し、ＧＩＧＡスクール構想を推進しております。 

   しかしながら、導入から５年を経過し、児童生徒及び教職員用端末にバッテリー

の劣化や老朽化が生じていることから、児童生徒の日常の学習に支障を来すことな

く、より柔軟で充実した学習環境の実現及び多様な可能性の実現を図るため、ＩＣ

Ｔ機器端末の購入を行うものでございます。 

   ５ページをお開きください。事業の概要となっております。 

   次の６ページをお開きください。去る５月１４日に行われたプロポーザルの概要

となっております。 

   今回のプロポーザルは県内７市町村の共同調達となっており、共同調達すること

により安価でＩＣＴ機器端末の調達が可能となっております。 

   次の７ページをお開きください。 

   ７ページは、受注者の概要ということになっております。 

   次の８ページをお開きください。 

   ８ページは、今回購入を予定しておりますＩＣＴ機器端末の仕様内容となってお

ります。 

   次の９ページをお開きください。 

   ９ページは、端末の特徴について記載してございます。 

   １０ページをお開きください。 

   １０ページは、事業スケジュールと今回購入する端末の台数を記載してございま

す。 

   次の１１ページ以降は、今回購入を予定しておりますＩＣＴ機器端末の性能及び

特徴について記載してございます。 

   以上で議案第５２号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（上田 孝君） 以上で内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ６番、坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 議案第５２号の関連で質問いたします。 

   ５年間で、いわゆる更新ということなんですが、その今使っている機械について

の処理・処分、これはどうなってるんですか。というのが、セキュリティーの問題

もあるでしょうし、まだ結構５年だから使えそうな感じもするわけですよ。いろい

ろインターネットとか見てますと、そういう官公庁のお下がり品のようなものが出

てみたり、そういったこの処分・処理をどうなっているかお尋ねします。 
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○議長（上田 孝君） 中川学校教育課長。 

○学校教育課長（中川幸生君） 回収後の端末の使用については、現在使っているパ

ソコンについては、一応内容を消去しまして、その後、こちらのほうで回収をし

ます。その後、使用可能な端末、それから使用できないような端末については処

分、あるいは使用可能な端末については、各学校の予備端末または売払いなどを

今のところ考えております。 

   以上でございます。 

○議長（上田 孝君） 坂田議員。 

○６番（坂田竜義君） 分かりました。 

○議長（上田 孝君） ほかに質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

   議案第５２号、美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用端末）購入契約の

締結については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（上田 孝君） 全員起立です。 

   したがいまして、議案第５２号、美里町立小学校ＩＣＴ機器（学習者・教職員用

端末）購入契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ９  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ 

             いて 

 日程第１０ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ 

             いて 

○議長（上田 孝君） 日程第９、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意

見を求めることについて、日程第１０、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦

につき意見を求めることについての２案件について、一括して議題としたいと思

います。 

   お諮りします。日程第９、諮問第１号から、日程第１０、諮問第２号の２案件に
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ついて、一括して議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、日程第９、諮問第１号から、日程第１０、諮問第２号の２案件

について一括して議題とします。 

   それでは、諮問第１号及び諮問第２号を続けて内容説明を求めます。 

   上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 初めに、諮問第１号につきましてご説明申し上げます。 

   諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

   人権擁護委員候補者に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

   住所 熊本県下益城郡美里町馬場１２２２番地 

   氏名 隈部淳一 

   生年月日 昭和３５年３月９日生 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   人権擁護委員候補者を推薦しようとするときは、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める必要があるため、提案するものでございます。 

   隈部委員の任期につきましては、令和７年９月３０日までとなっておりますが、

引き続き人権思想の普及啓発活動にご尽力いただきたいということでご提案申し上

げております。 

   続きまして、諮問第２号につきましてご説明申し上げます。 

   諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

   人権擁護委員候補者に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

   住所 熊本県下益城郡美里町払川２８５番地 

   氏名 中川美奈子 

   生年月日 昭和３１年９月２１日生 

   令和７年６月９日提出 美里町長 上田泰弘 

   提案理由でございます。 

   人権擁護委員候補者を推薦しようとするときは、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める必要があるため、提案するものでございます。 

   中川委員の任期につきましても、令和７年９月３０日までとなっておりますが、

引き続き人権思想の普及啓発活動にご尽力いただきたいということでご提案申し上
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げております。 

   以上で、諮問第１号及び諮問第２号についての説明を終わらせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上田 孝君） 以上で内容説明を終わります。 

   これから質疑を行います。 

   まず、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、

質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   お諮りします。討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認め、討論を省略します。 

   お諮りします。隈部淳一氏を適任とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。よって、諮問第１号、人権擁護委員候

補者の推薦につき意見を求めることについては、隈部淳一氏を適任とすることに

決定しました。 

   次に、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て、質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   お諮りします。討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認め、討論を省略します。 

   お諮りします。中川美奈子氏を適任とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。よって、諮問第２号、人権擁護委員候

補者の推薦につき意見を求めることについては、中川美奈子氏を適任とすること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議員派遣の件について 

○議長（上田 孝君） 日程第１１、議員派遣の件についてを議題とします。 

   お諮りします。別紙のとおり議員を派遣したいと思います。 

   また、派遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新
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たに派遣が必要となった場合等の判断は、議長に一任していただきたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。 

   また、派遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新

たな派遣が必要となった場合等は、議長に一任していただくことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件について 

 日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件について 

○議長（上田 孝君） 日程第１２、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の

件について、及び日程第１３、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の

件についてを一括して議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、日程第１２及び日程第１３を一括して議題とすることに決定し

ました。 

   日程第１２及び日程第１３を一括して議題といたします。 

   お諮りします。各常任委員長、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

   以上で、本定例会に上程されました案件は全部議了しました。 

   したがいまして、会議規則第８条の規定により、閉会したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上田 孝君） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、本定例会は本日をもって閉会することに決定しました。 

   閉会に先立ち、上田町長に挨拶を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

   本定例会に提案させていただきました全ての議案につきまして、ご承認いただき

まして、誠にありがとうございました。 
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   九州北部も梅雨に入りまして、梅雨に入った途端に非常に激しい雨が降り続いた

というような状況であります。 

   少し災害等も、災害といいますか、崩れとか、そういったのも出ているようであ

ります。これから本格的になってまいります、梅雨も本格的になってまいりますの

で、緊張感を持って過ごしていきたいと思います。また何かあった際には、議会の

ほうにもしっかりと報告をさせていただきたいと思いますし、また予算の確保もお

願いをさせていただくことになるというふうに思います。 

   いずれにしましても、非常に湿度も高くなってくる過ごしにくい季節になってま

いりますので、どうか議員の皆さんもお体、ご自愛をいただいてお過ごしいただき

ますようお願いを申し上げまして、閉会に当たっての御礼の挨拶とさせていただき

ます。 

   本当にお世話になりました。 

○議長（上田 孝君） 以上で、町長の挨拶を終わります。 

   それでは、これをもちまして、本日の会議を閉じ、令和７年第２回美里町議会定

例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時１３分 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名いたします。 
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